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３ 関係法令等 
 

（１）住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 

（平成十九年法律第百十二号） 

 
目次 

第一章 総則（第一条―第三条）

第二章 基本方針（第四条） 

第三章 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画（第五条―第七条）

第四章 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業 

第一節 登録（第八条―第十五条） 

第二節 業務（第十六条・第十七条） 

第三節 登録住宅に係る特例（第十八条―第二十一条）

第四節 監督（第二十二条―第二十四条） 

第五節 指定登録機関（第二十五条―第三十七条）

第六節 雑則（第三十八条・第三十九条） 

第五章 住宅確保要配慮者居住支援法人（第四十条―第五十条） 

第六章  住宅確保要配慮者居住支援協議会（第五十一条・第五十二条） 

第七章 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策（第五十三条―第五十七条）

第八章 雑則（第五十八条―第六十条） 

第九章 罰則（第六十一条―第六十四条）

附則 

 
第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、住生活基本法（平成十八年法律第六十一号）の基本理念にのっとり、住宅確保要配慮

者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し、国土交通大臣による基本方針の策定、都道府県及び市町村に

よる賃貸住宅供給促進計画の作成、住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制

度等について定めることにより、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を総合

的かつ効果的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 
（定義） 

第二条 この法律において「住宅確保要配慮者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者 

二 災害（発生した日から起算して三年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。）によ

り滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は災害に際し災害救

助法（昭和二十二年法律第百十八号）が適用された同法第二条に規定する市町村の区域に当該災害が

発生した日において住所を有していた者 

三 高齢者 

四 障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第二条第一号に規定する障害者 

五 子ども（十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。）を養育している者

六 前各号に掲げるもののほか、住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者 

２ この法律において「公的賃貸住宅」とは、次の各号のいずれかに該当する賃貸住宅をいう。 

一 公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）第二条第二号に規定する公営住宅その他地方公共団

体が整備する賃貸住宅 

二 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社（以下「公社」という。）が整備する賃貸住宅 
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三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成五年法律第五十二号。以下「特定優良賃貸住宅

法」という。）第六条に規定する特定優良賃貸住宅（同法第十三条第一項に規定する認定管理期間が経

過したものを除く。以下単に「特定優良賃貸住宅」という。） 

四 前三号に掲げるもののほか、地方公共団体が住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図ることを目

的としてその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る賃貸住宅（当該負担を行うに当た

り付した条件に基づきその入居者を公募することとされているものに限る。） 

３ この法律において「民間賃貸住宅」とは、公的賃貸住宅以外の賃貸住宅をいう。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るため、必要な施

策を講ずるよう努めなければならない。 

 
第二章 基本方針 

第四条  国土交通大臣は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針（以下 

「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方向

二 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標の設定に関する事項 

三 住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な事項 

四 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する基本的な事項

五 住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項 

六 次条第一項に規定する都道府県賃貸住宅供給促進計画及び第六条第一項に規定する市町村賃貸住宅

供給促進計画の作成に関する基本的な事項 

七 前各号に掲げるもののほか、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する重要事項  

３ 基本方針は、住生活基本法第十五条第一項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければな 

らない。 

４ 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。 

５ 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 

第三章 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画 

（都道府県賃貸住宅供給促進計画） 

第五条 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸

住宅の供給の促進に関する計画（以下「都道府県賃貸住宅供給促進計画」という。）を作成することがで

きる。 

２ 都道府県賃貸住宅供給促進計画においては、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 当該都道府県の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標 

二 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの 

イ 住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する事項 

ロ 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する事項

ハ 住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項 

三 計画期間 

３ 都道府県賃貸住宅供給促進計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域内に

おける住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し必要な事項を記載するよう努めるものと

する。 

４ 都道府県は、当該都道府県の区域内において公社による第九条第一項第七号に規定する住宅確保要配

慮者専用賃貸住宅の整備及び賃貸その他の管理に関する事業の実施が必要と認められる場合には、第二 
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項第二号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を記載することができる。 

５ 都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を

記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。 

６ 都道府県は、当該都道府県の区域内において、特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有

する入居者をその全部又は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅を活用し、住宅確保

要配慮者（同号に規定する資格を有する者を除く。以下この項及び第七条第一項において同じ。）に対す

る住宅を供給することが必要と認められる場合には、第二項第二号に掲げる事項に、特定優良賃貸住宅の住

宅確保要配慮者に対する賃貸に関する事項を記載することができる。 

７ 都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画に特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に

関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都道府県の区域内の市（特

別区を含む。以下同じ。）の長の同意を得なければならない。 

８ 都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ、インターネッ

トの利用その他の国土交通省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ず

るよう努めるとともに、当該都道府県の区域内の市町村に協議しなければならない。この場合において、

第 五十一条第一項の規定により住宅確保要配慮者居住支援協議会を組織し、又は地域における多様な

需要 に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法（平成十七年法律第七十九号。第五十二条

において「地域住宅特別措置法」という。）第五条第一項の規定により地域住宅協議会を組織している

都道府県にあっては、当該住宅確保要配慮者居住支援協議会又は地域住宅協議会の意見を聴かなければ

ならない。  

９ 都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努め

るとともに、国土交通大臣及び当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。 

10 第四項から前項までの規定は、都道府県賃貸住宅供給促進計画の変更について準用する。 

 

（市町村賃貸住宅供給促進計画） 

第六条 市町村は、基本方針（都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている場合にあっては、都道府県

賃貸住宅供給促進計画）に基づき、当該市町村の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の

供給の促進に関する計画（以下「市町村賃貸住宅供給促進計画」という。）を作成することができる。 

２ 市町村賃貸住宅供給促進計画においては、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 当該市町村の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標 

二 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの 

イ 住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する事項 

ロ 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する事項

ハ 住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項 

三 計画期間 

３ 前条第三項から第十項までの規定は、市町村賃貸住宅供給促進計画について準用する。この場合にお

いて、同条第三項中「前項各号」とあるのは「次条第二項各号」と、「当該都道府県」とあるのは「当該

市町村（特別区を含む。以下この条において同じ。）」と、同条第四項及び第六項中「都道府県」とあるの

は「市町村」と、「第二項第二号」とあるのは「次条第二項第二号」と、同条第五項、第八項及び第九項中

「都道府県は」とあるのは「市町村は」と、同条第七項中「都道府県は」とあるのは「町村は」と、「当該

都道府県の区域内の市（特別区を含む。以下同じ。）の長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第八項

及び第九項中「当該都道府県の区域内の市町村」とあるのは「都道府県」と、同条第八項中「都道府県に」

とあるのは「市町村に」と読み替えるものとする。 

 

（特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例） 

第七条 特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事業者（第三項において単に「認定事業者」とい

う。）は、次に掲げる区域内において、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定優良賃貸住宅法第

三条第四号に規定する資格を有する入居者を国土交通省令で定める期間以上確保することができないと

きは、特定優良賃貸住宅法の規定にかかわらず、都道府県知事（市の区域内にあっては、当該市の長。 
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第三項において同じ。）の承認を受けて、その全部又は一部を住宅確保要配慮者に賃貸することができる。 

一 第五条第六項の規定により都道府県賃貸住宅供給促進計画に特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者

に対する賃貸に関する事項を記載した都道府県の区域 

二 前条第三項において準用する第五条第六項の規定により市町村賃貸住宅供給促進計画に特定優良賃

貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に関する事項を記載した市町村の区域 

２ 前項の規定により特定優良賃貸住宅の全部又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地

借家法（平成三年法律第九十号）第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借（国土交通省令で定める

期間を上回らない期間を定めたものに限る。）としなければならない。 

３ 認定事業者が第一項の規定による都道府県知事の承認を受けた場合における特定優良賃貸住宅法第十

一条第一項の規定の適用については、同項中「処分」とあるのは、「処分又は住宅確保要配慮者に対する

賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成十九年法律第百十二号）第七条第二項の規定」とする。 

 
第四章 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業

第一節 登録 

（住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録） 

第八条 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業（以下「住宅確保

要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。）を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る

賃貸住宅（以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」という。）を構成する建築物ごとに、都道府県知

事の登録を受けることができる。 

 
（登録の申請） 

第九条 前条の登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した

申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置 

三 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の戸数

四 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模 

五 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造及び設備 

六 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合にあっては、その範囲 

七 入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅を必要とする住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮

者と同居するその配偶者等（配偶者その他の親族（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。）で国土交通省令で定める者をいう。）に限る

賃貸住宅（第十八条第一項において「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅」という。）にあっては、その旨 

八 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項

九 その他国土交通省令で定める事項 

２ 前項の申請書には、第十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交

通省令で定める書類を添付しなければならない。 

 
（登録の基準等） 

第十条 都道府県知事は、第八条の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第

一項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 

一 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令で定める規模以上であること。

二 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造及び設備が、住宅確保要配慮者の入居に支障を及ぼすお 

それがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 

三 前条第一項第六号に掲げる範囲が定められている場合にあっては、その範囲が、住宅確保要配慮者の

入居を不当に制限しないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 

四 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い 
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適正に定められるものであること。 

五 その他基本方針（住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が作成されて

いる市町村の区域内にある場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、住宅確保要配

慮者円滑入居賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている都道府県の区域（当該市町

村の区域を除く。）内にある場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画）に照らして

適切なものであること。 

２ 第八条の登録は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録簿（以下「登録簿」という。）に次に掲げる

事項を記載してするものとする。 

一 前条第一項各号に掲げる事項

二 登録年月日及び登録番号 

３ 都道府県知事は、第八条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなけれ

ばならない。 

４ 都道府県知事は、第八条の登録の申請が第一項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その理

由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 

５ 都道府県知事は、第八条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けた住宅確保要配慮

者円滑入居賃貸住宅事業（以下「登録事業」という。）に係る住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅（以下 

「登録住宅」という。）の存する市町村の長に通知しなければならない。 

 

（登録の拒否） 

第十一条 都道府県知事は、第八条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第

九条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重

要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 

一 成年被後見人又は被保佐人 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は

執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 

四 第二十四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を

経過しない者 

五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第六号に規定

する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者（第八号において 

「暴力団員等」という。） 

六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人（法定代理人が法人であ

る場合においては、その役員を含む。）が前各号のいずれかに該当するもの 

七 法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

八 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

２ 都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をし

た者に通知しなければならない。 

 
（登録事項等の変更） 

第十二条 登録事業を行う者（以下「登録事業者」という。）は、第九条第一項各号に掲げる事項（以下「登

録事項」という。）に変更があったとき、又は同条第二項に規定する添付書類の記載事項に変更があった

ときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出をする場合には、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による届出（登録事項の変更に係るものに限る。）を受けたときは、当

該届出に係る登録事項が第十条第一項各号に掲げる基準に適合しないと認める場合又は第二十四条第一

項若しくは第二項の規定により登録を取り消す場合を除き、当該変更があった登録事項を登録簿に記載

して、変更の登録をしなければならない。 
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４ 都道府県知事は、前項の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登

録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。 

 
（登録簿の閲覧） 

第十三条 都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 

 

（廃止の届出） 

第十四条 登録事業者は、登録事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に

届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出があったときは、第八条の登録は、その効力を失う。 

 

（登録の抹消） 

第十五条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を抹消しなければならな

い。 

一 前条第二項の規定により登録が効力を失ったとき。 

二 第二十四条第一項又は第二項の規定により登録が取り消されたとき。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録

住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。 

 
第二節 業務 

（登録事項の公示） 

第十六条 登録事業者は、国土交通省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。 

 

（入居の拒否の制限） 

第十七条 登録事業者は、登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者（当該登録住宅について第九条第

一項第六号に掲げる範囲を定めた場合にあっては、その範囲に属する者。以下この条及び第二十条第二項に

おいて同じ。）に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならない。 

 
第三節 登録住宅に係る特例 

（委託により公社の行う住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備等の業務） 

第十八条 公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第二十一条に規定する業務のほ

か、次に掲げる区域内において、委託により、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅（登録住宅であるものに限

る。）の整備及び賃貸その他の管理の業務を行うことができる。 

一 第五条第四項の規定により都道府県賃貸住宅供給促進計画に公社による同項に規定する事業の実施

に関する事項を記載した都道府県の区域 

二 第六条第三項において準用する第五条第四項の規定により市町村賃貸住宅供給促進計画に公社によ

る同項に規定する事業の実施に関する事項を記載した市町村の区域 

２ 前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号

中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び住宅確保要配慮者に対する

賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成十九年法律第百十二号）第十八条第一項に規定する業務」と

する。 

 
（機構の行う登録住宅の改良資金の融資） 

第十九条 独立行政法人住宅金融支援機構（次条において「機構」という。）は、独立行政法人住宅金融支

援機構法（平成十七年法律第八十二号。次条第一項において「機構法」という。）第十三条第一項に規定

する業務のほか、登録住宅の改良（登録住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来

の用途に供したことのある建築物の改良を含む。）に必要な資金を貸し付けることができる。 
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（機構の行う家賃債務保証保険契約に係る保険） 

第二十条 機構は、機構法第十三条第一項に規定する業務のほか、家賃債務保証保険契約に係る保険を行

うことができる。 

２ 前項の「家賃債務保証保険契約」とは、機構が事業年度ごとに家賃債務保証業者（賃貸住宅の賃借人の

委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務（以下「家賃債務」という。）を保証することを業とし

て行う者であって、家賃債務の保証を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国土交通

省令で定める要件に該当する者をいう。以下この条において同じ。）と締結する契約であって、家賃債務

保証業者が登録住宅に入居する住宅確保要配慮者（以下「登録住宅入居者」という。）の家賃債務（利息に

係るものを除く。以下この条において同じ。）の保証をしたことを機構に通知することにより、当該家賃

債務保証業者が登録住宅入居者の家賃債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その

保証につき、機構と当該家賃債務保証業者との間に保険関係が成立する旨を定めるものをいう。 

３ 前項に規定する家賃債務保証保険契約（第十項において単に「家賃債務保証保険契約」という。）に係

る保険関係においては、家賃債務保証業者が登録住宅入居者の家賃債務につき保証をした金額を保険価

額とし、家賃債務保証業者が登録住宅入居者に代わってする家賃債務の全部又は一部の弁済を保険事故

とし、保険価額に百分の七十を超えない範囲内において国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を

保険金額とする。 

４ 機構が前項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、家賃債務保証業者が登録住宅入居者に代

わって弁済をした家賃債務の額から当該家賃債務保証業者が保険金の支払の請求をする時までに当該登

録住宅入居者に対する求償権（弁済をした日以後の利息及び避けることができなかった費用その他の損

害の賠償に係る部分を除く。）を行使して取得した額を控除した残額に、同項の国土交通省令で定める割

合を乗じて得た額とする。 

５ 前項の求償権を行使して取得した額は、家賃債務保証業者が登録住宅入居者の家賃債務のほか利息又

は費用についても弁済をしたときは、当該求償権を行使して取得した総額に、その弁済をした家賃債務の額

の総弁済額に対する割合を乗じて得た額とする。 

６ 家賃債務保証業者は、保険事故の発生の日から一年を超えない範囲内において国土交通省令で定める

期間を経過した後は、保険金の支払の請求をすることができない。 

７ 家賃債務保証業者は、第三項の保険関係が成立した保証に基づき登録住宅入居者に代わって弁済をし

た場合には、その求償に努めなければならない。 

８  保険金の支払を受けた家賃債務保証業者は、その支払の請求をした後登録住宅入居者に対する求償権 

（家賃債務保証業者が登録住宅入居者に代わって家賃債務の弁済をした日以後保険金の支払を受けた日

までの利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。）を行使して取得

した額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第四項に規定する残額に対する割合を乗じ

て得た額を機構に納付しなければならない。 

９ 前項の求償権を行使して取得した額については、第五項の規定を準用する。 

10 機構は、家賃債務保証業者が家賃債務保証保険契約の条項に違反したときは、第三項の保険関係に基

づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわ

たって当該保険契約を解除することができる。 

 
（保護の実施機関による被保護入居者の状況の把握等） 

第二十一条  登録事業者（第五十一条第一項の住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員であることその

他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。）は、被保護入居者（被保護者

（生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第六条第一項に規定する被保護者をいう。）である登

録住宅入居者をいい、登録住宅入居者となろうとする者を含む。以下この条において同じ。）が家賃の

請求に応じないことその他の被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となるものとして国土交

通省令・厚生労働省令で定める事情があるときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところによ

り、その旨を保護の実施機関（同法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。次項において同

じ。）に通知することができる。 
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２ 保護の実施機関は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る被保護入居者に対し生活

保護法第三十七条の二の規定による措置その他の同法による保護の目的を達するために必要な措置を講

ずる必要があるかどうかを判断するため、速やかに、当該被保護入居者の状況の把握その他当該通知に係る

事実について確認するための措置を講ずるものとする。 

 
第四節 監督 

（報告の徴収） 

第二十二条 都道府県知事は、登録事業者に対し、登録住宅の管理の状況について報告を求めることがで

きる。 

 
（指示） 

第二十三条 都道府県知事は、登録された登録事項が事実と異なるときは、その登録事業者に対し、当該事

項の訂正を申請すべきことを指示することができる。 

２ 都道府県知事は、登録事業が第十条第一項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その登録

事業者に対し、その登録事業を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを指示すること

ができる。 

３ 都道府県知事は、登録事業者が第十六条又は第十七条の規定に違反したときは、当該登録事業者に対

し、その是正のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。 

 
（登録の取消し） 

第二十四条 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を取り

消さなければならない。 

一 第十一条第一項各号（第四号を除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。

二 不正な手段により第八条の登録を受けたとき。 

２ 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を取り消すことがで

きる。 

一 第十二条第一項の規定に違反したとき。

二 前条の規定による指示に違反したとき。 

３ 都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録事業者で

あった者に通知しなければならない。 

 
第五節 指定登録機関 

（指定登録機関の指定等） 

第二十五条 都道府県知事は、その指定する者（以下「指定登録機関」という。）に、住宅確保要配慮者円

滑入居賃貸住宅事業の登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務（前節の規定による事務を除く。以下 

「登録事務」という。）の全部又は一部を行わせることができる。 

２ 指定登録機関の指定（以下この節において単に「指定」という。）は、登録事務を行おうとする者の申

請により行う。 

３ 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場合にお

ける登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。 

４ 指定登録機関が登録事務を行う場合における第八条から第十五条までの規定の適用については、これ

らの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第二十五条第二項の指定を受けた者」とする。 

 
（欠格条項） 

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 
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二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は

執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 

四 第三十五条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を

経過しない者 

五 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 

 

（指定の基準） 

第二十七条 都道府県知事は、当該都道府県の区域において他に指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請

が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 

一 職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の

適確な実施のために適切なものであること。 

二 前号の登録事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するも

のであること。 

三 登録事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって登録事務の公正な実施に

支障を及ぼすおそれがないものであること。 

四 前三号に定めるもののほか、登録事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。 

 

（指定の公示等） 

第二十八条 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関の名称及び住所、指定登録機関が行う登

録事務の範囲、登録事務を行う事務所の所在地並びに登録事務の開始の日を公示しなければならない 

２ 指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、

変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。  

３ 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 

 
（秘密保持義務等） 

第二十九条 指定登録機関（その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。）及びそ

の職員並びにこれらの者であった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために

使用してはならない。 

２ 指定登録機関及びその職員で登録事務に従事する者は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰

則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

 
（登録事務規程） 

第三十条 指定登録機関は、登録事務に関する規程（以下「登録事務規程」という。）を定め、都道府県知

事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 登録事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 

３ 都道府県知事は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正かつ適確な実施上不適当となっ

たと認めるときは、その登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 

 
（帳簿の備付け等） 

第三十一条 指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で国土交通省

令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務に関する書

類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 

 
（監督命令） 

第三十二条 都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 
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指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 

 

（報告、検査等） 

第三十三条 都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指

定登録機関に対し登録事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入

り、登録事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがで

きる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければな

らない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

（登録事務の休廃止） 

第三十四条 指定登録機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部若しくは一部を休止

し、又は廃止してはならない。 

２ 都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 

 

（指定の取消し等） 

第三十五条 都道府県知事は、指定登録機関が第二十六条各号（第四号を除く。）のいずれかに該当するに

至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 

２ 都道府県知事は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期

間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

一 第二十五条第四項の規定により読み替えて適用する第十条、第十一条、第十二条第三項若しくは第

四項、第十三条又は第十五条の規定に違反したとき。 

二 第二十八条第二項、第三十一条又は前条第一項の規定に違反したとき。 

三 第三十条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。

四 第三十条第三項又は第三十二条の規定による命令に違反したとき。 

五 第二十七条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。 

六 登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人にあってはその役員が登録事務に関し著

しく不適当な行為をしたとき。 

七 不正な手段により指定を受けたとき。 

３ 都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録事務の全部若しく

は一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 

 
（都道府県知事による登録事務の実施） 

第三十六条 都道府県知事は、指定登録機関が第三十四条第一項の規定により登録事務の全部若しくは一

部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を

命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施すること

が困難となった場合において必要があると認めるときは、第二十五条第三項の規定にかかわらず、登録事務

の全部又は一部を自ら行うものとする。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により登録事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている登録事務を

行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。 

３ 都道府県知事が、第一項の規定により登録事務を行うこととし、第三十四条第一項の規定により登録

事務の廃止を許可し、若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は第一項の

規定により行っている登録事務を行わないこととする場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事

項は、国土交通省令で定める。 

 
（登録手数料） 
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第三十七条 都道府県は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百二十七条の規定に基づき登

録に係る手数料を徴収する場合においては、第二十五条の規定により指定登録機関が行う登録を受けよ

うとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定登録機関に納めさせることができる。 

２ 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、当該指定登録機関の収入とする。 

 

第六節 雑則 

（資金の確保等） 

第三十八条 国及び地方公共団体は、登録住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせん

に努めなければならない。 

 
（賃貸住宅への円滑な入居のための援助） 

第三十九条 都道府県知事は、登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他登録住宅入居者（登

録住宅入居者であった者を含む。）の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該登録住宅入

居者に対し、他の適当な賃貸住宅に円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うよう努めなけ

ればならない。 

 
第五章 住宅確保要配慮者居住支援法人 

（住宅確保要配慮者居住支援法人） 

第四十条 都道府県知事は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定

非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は住宅確保要

配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社であって、第四十二条に規定する業務（以下「支援業

務」という。）に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、住宅確保要配慮

者居住支援法人（以下「支援法人」という。）として指定することができる。 

一 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の

適確な実施のために適切なものであること。 

二 前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するも

のであること。 

三 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 

四 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に

支障を及ぼすおそれがないものであること。 

五 前各号に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。 

 

（指定の公示等） 

第四十一条 都道府県知事は、前条の規定による指定（以下単に「指定」という。）をしたときは、支援法

人の名称及び住所並びに支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。 

２ 支援法人は、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更

しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

３ 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 

 

（業務） 

第四十二条 支援法人は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

一 登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。 

二 住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行う

こと。 

三 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援

助を行うこと。 

四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
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（業務の委託） 

第四十三条 支援法人は、都道府県知事の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務（以下「債務保証業務」

という。）のうち債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託することがで

きる。 

２ 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができ

る。 

 
（債務保証業務規程） 

第四十四条 支援法人は、債務保証業務に関する規程（以下「債務保証業務規程」という。）を定め、都道

府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 債務保証業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 

３ 都道府県知事は、第一項の認可をした債務保証業務規程が債務保証業務の公正かつ適確な実施上不適

当となったと認めるときは、その債務保証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 

 
（事業計画等） 

第四十五条 支援法人は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画及び

収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に（指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を

受けた後遅滞なく）、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同

様とする。 

２ 支援法人は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書及び収支決

算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、都道府県知事に提出しなければならない。 

 
（区分経理） 

第四十六条 支援法人は、国土交通省令で定めるところにより、債務保証業務及びこれに附帯する業務に

係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 

 
（帳簿の備付け等） 

第四十七条 支援法人は、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する事項で国土交通省令で

定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、支援法人は、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する書類で

国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 

 
（監督命令） 

第四十八条 都道府県知事は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支

援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 

 
（報告、検査等） 

第四十九条 都道府県知事は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支

援法人に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援法人の事務

所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ

ることができる。 

２ 第三十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 

 

（指定の取消し等） 

第五十条 都道府県知事は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことがで

きる。 
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一 第四十一条第二項又は第四十五条から第四十七条までの規定に違反したとき。 

二 第四十四条第一項の認可を受けた債務保証業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。

三 第四十四条第三項又は第四十八条の規定による命令に違反したとき。 

四 第四十条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。 

五 支援法人又はその役員が、支援業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

六 不正な手段により指定を受けたとき。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

 

第六章 住宅確保要配慮者居住支援協議会 

（住宅確保要配慮者居住支援協議会） 

第五十一条 地方公共団体、支援法人、宅地建物取引業者（宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七

十六号）第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。）、賃貸住宅を管理する事業を行う者その他

の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者は、住宅確保要配慮者

又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入

居の促進に関し必要な措置について協議するため、住宅確保要配慮者居住支援協議会（以下「支援協議

会」という。）を組織することができる。 

２ 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、支援協議会の構成員は、その協議の

結果を尊重しなければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、支援協議会の運営に関し必要な事項は、支援協議会が定める。 

 

（支援協議会及び地域住宅協議会の連携） 

第五十二条 前条第一項の規定により支援協議会が組織された地方公共団体の区域について地域住宅特別

措置法第五条第一項の規定により地域住宅協議会が組織されている場合には、当該支援協議会及び地域

住宅協議会は、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、相互に連携を図るよう努

めなければならない。 

 
第七章 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策 

（公的賃貸住宅の供給の促進） 

第五十三条 国及び地方公共団体は、所得の状況、心身の状況、世帯構成その他の住宅確保要配慮者の住

宅の確保について配慮を必要とする事情を勘案し、既存の公的賃貸住宅の有効活用を図りつつ、公的賃

貸住宅の適切な供給の促進に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

２ 公的賃貸住宅の管理者は、公的賃貸住宅の入居者の選考に当たり、住宅確保要配慮者の居住の安定に

配慮するよう努めなければならない。 

 
（民間賃貸住宅への円滑な入居の促進） 

第五十四条 国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅を円滑に賃借することができるよ

うにするため、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人に対する支援その他の住宅確保要配慮者の

民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

２ 民間賃貸住宅を賃貸する事業を行う者は、国及び地方公共団体が講ずる住宅確保要配慮者の民間賃貸

住宅への円滑な入居の促進のための施策に協力するよう努めなければならない。 

 
（情報の提供等） 

第五十五条 国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者が賃貸住宅に関しその事情に応じた適切な情報を

効果的かつ効率的に入手することができるようにするため、賃貸住宅に関する情報の提供及び相談の実

施に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

 
（住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策等との連携） 
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第五十六条 国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を推

進するに当たっては、住宅確保要配慮者の自立の支援に関する施策、住宅確保要配慮者の福祉に関する

施策その他の住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策並びに良好な居住環境の形成に関す

る施策との連携を図るよう努めなければならない。 

 
（地方公共団体への支援） 

第五十七条 国は、地方公共団体が講ずる住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策

を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 
第八章 雑則 

（大都市等の特例） 

第五十八条 第四章の規定により都道府県又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地

方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下この条において単に「指定都市」という。）及び

同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下この条において単に「中核市」という。）においては、指

定都市若しくは中核市（以下この条において「指定都市等」という。）又は指定都市等の長が行うものと

する。この場合においては、同章中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市等又は指定都市

等の長に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長に適用があるものとする。 

 
（国土交通省令への委任） 

第五十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。 

 

（経過措置） 

第六十条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃

に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を

定めることができる。 

 
第九章 罰則 

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  

一  第二十九条第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のた

めに使用した者 

二 第三十五条第二項の規定による登録事務の停止の命令に違反した者 

第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一  不正の手段によって第八条の登録を受けた者 

二  第十二条第一項又は第十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

三  第三十一条第一項又は第四十七条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、 

若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 

四  第三十一条第二項又は第四十七条第二項の規定に違反した者 

五  第三十三条第一項又は第四十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六  第三十三条第一項又は第四十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

七  第三十三条第一項又は第四十九条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁を 

た者 

八  第三十四条第一項の規定による許可を受けないで登録事務の全部を廃止した者 

第六十三条 第二十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処

する。 

第六十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務

に関して前三条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各

本条の罰金刑を科する。 
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附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 

 

附 則 （平成二九年四月二六日法律第二四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（政令への委任） 

第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

 

（検討） 

第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の住宅確保要配

慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認め

るときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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（２）住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 

（平成二十九年国土交通省令第六十三号） 

 

 
（法第二条第一項第一号の収入） 

第一条 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（以下「法」という。）第二条第一

項第一号に規定する収入は、本人及び当該本人と同居するその配偶者等（配偶者その他の親族（婚姻の届

出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。）であって、

本人と生計を一にする者をいう。以下この条において「同居者」という。）の過去一年間における所得税

法（昭和四十年法律第三十三号）第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額（給

与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当であ

る場合においては、国土交通大臣の定めるところにより算定した額とし、第五号において単に「所得金

額」という。）の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。 

一 同居者又は所得税法第二条第一項第三十三号に規定する控除対象配偶者（次号において単に「控除

対象配偶者」という。）若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族（以下この条において単に「扶養

親族」という。）で本人及び同居者以外のもの一人につき三十八万円 

二 控除対象配偶者が所得税法第二条第一項第三十三号の二に規定する老人控除対象配偶者である場合

又は扶養親族が同項第三十四号の四に規定する老人扶養親族である場合には、その老人控除対象配偶

者又は老人扶養親族一人につき十万円 

三 扶養親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場合には、その扶養親族一人につき二十五万円 

四 本人又は第一号に規定する者に所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者がある場合には、

その障害者一人につき二十七万円（その者が同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、

四十万円） 

五 本人又は同居者に所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦（同号イ中「夫と死別し、若しく

は夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるの

を「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合にお

いて同号イに該当する者を含む。）又は同項第三十一号に規定する寡夫（同号中「妻と死別し、若しく

は妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるの

を「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合にお

いて同号に該当する者を含む。）がある場合には、その寡婦又は寡夫一人につき二十七万円（その者の

所得金額が二十七万円未満である場合には、当該所得金額） 

 
（法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額） 

第二条 法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額は、十五万八千円とする。 

 

（法第二条第一項第六号の国土交通省令で定める者） 

第三条  法第二条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一  日本の国籍を有しない者 

二  中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律（平成六年法律第三十号）第十四条第一項に規定する支援給付（中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成十九年法律第

百二十七号）附則第四条第一項に規定する支援給付を含む。）を受けている者 

三 児童虐待の防止等に関する法律（平成十二年法律第八十二号）第二条に規定する児童虐待を受けた

者 

四 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成十三年法律第六十三号）第

二条に規定するハンセン病療養所入所者等 
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五 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成十三年法律第三十一号。以下この

号において「配偶者暴力防止等法」という。）第一条第二項に規定する被害者でイ又はロのいずれかに

該当するもの 

イ 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条の

規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者 

ロ 配偶者暴力防止等法第十条第一項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令が

その効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの 

六 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律（平成十四年法律第百四十三号）第二

条第一項第五号に規定する帰国被害者等 

七 犯罪被害者等基本法（平成十六年法律第百六十一号）第二条第二項に規定する犯罪被害者等 

八 更生保護法（平成十九年法律第八十八号）第四十八条に規定する保護観察対象者若しくは売春防止

法（昭和三十一年法律第百十八号）第二十六条第一項に規定する保護観察に付されている者又は更生

保護法第八十五条第一項（売春防止法第三十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規

定する更生緊急保護を受けている者 

九 生活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号）第二条第二項第三号に規定する事業による援

助を受けている者 

十 著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が指定する災害であって発生した日から起算し

て国土交通大臣が定める期間を経過していないものにより滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発

生した日において居住していた者又は当該災害に際し災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号）が

適用された同法第二条に規定する市町村の区域（国土交通大臣が定めるものを除く。）若しくはこれに

準ずる区域として国土交通大臣が定めるものに当該災害が発生した日において住所を有していた者 

十一 前各号に掲げる者のほか、都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画で定

める者 

 
（住民の意見を反映させるために必要な措置） 

第四条 法第五条第八項（法第六条第三項において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める方法

は、都道府県賃貸住宅供給促進計画（法第六条第三項において準用する場合にあっては、市町村賃貸住

宅供給促進計画）の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見

の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する

方法とする。 

 
（特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者

を確保することができない期間） 

第五条 法第七条第一項の国土交通省令で定める期間は、三月とする。 

 

（特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間）

第六条 法第七条第二項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。 

 
（住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録申請書） 

第七条 法第九条第一項の申請書の様式は、別記様式第一号とする。 

 

（法第九条第一項第七号の国土交通省令で定める者） 

第八条 法第九条第一項第七号の国土交通省令で定める者は、配偶者その他の親族（婚姻の届出をしてい

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。）であって、住宅確

保要配慮者と生計を一にするものとする。 

 
（登録申請書の記載事項） 
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第九条 法第九条第一項第九号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 法人である場合においては、その役員の氏名 

二 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所（法定代理人が法人である場合に

おいては、その商号又は名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名） 

三 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の名称

四 着工の年月 

五 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に関する権利の種別及び内容 

六 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の管理を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当

該事業者の商号、名称又は氏名、住所及び委託契約に係る事項 

七 登録の申請が基本方針（住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が定めら

れている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、住

宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が定められている都道府県の区域

（当該市町村の区域を除く。）内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進

計画）に照らして適切なものである旨 

八 居住の用に供する前の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅にあっては、入居開始時期 

九 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の全部又は一部が、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である場合

にあっては、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の位置及び戸数 

 
（登録申請書に添付する書類） 

第十条 法第九条第二項の国土交通省令で定める書類（第十七条第二項において「添付書類」という。）は、次

に掲げるものとする。 

一 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置を表示した付近見取図 

二 縮尺、方位並びに住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅及びその敷地を表示した図面 

三 縮尺、方位、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した

各階平面図 

四 登録を申請しようとする者が住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅を自ら所有する場合にあっては、

その旨を証する書類 

五 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の管理を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委

託契約に係る書類 

六 登録を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項証明書及び定款 

七 登録を申請しようとする者（未成年者である場合に限る。）の法定代理人が法人である場合におい

ては、登記事項証明書 

八 登録を受けようとする者（法人である場合においては当該法人並びにその代表者及び役員を含

む。）並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が法第十一

条第一項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 

九 登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にお 

ては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員を含む。)が法 

第十一条第一項第一号から第五号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 

十 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和五十六年六月一日以後に新築の工事に着手したものであ

るときは、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第七条第五項（同法第八十七条の二におい

て 準用する場合を含む。）の検査済証その他の書類で当該住宅が昭和五十六年六月一日以後に新築

の工事に着手されたものであることを明らかにする書類 

十一 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したも

のであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適

合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの 

イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）第四条第一項に規定する基

本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断
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の結果についての報告書 

ロ 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成十一年法律第八十一号）第六条第三

項の建設住宅性能評価書 

ハ 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成十九年法律第六

十六号）第十九条第二号の保険契約が締結されていることを証する書類 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類

十二 その他都道府県知事が必要と認める書類 

 
（規模の基準） 

第十一条 法第十条第一項第一号の国土交通省令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートル（次

条第二号イただし書に規定する場合にあっては、十八平方メートル）とする。ただし、居間、食堂、台所

その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣が定める基

準によることができる。 

 
（構造及び設備の基準） 

第十二条 法第十条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 次のいずれにも該当すること。 

イ 消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若

しくは条例の規定（ロに規定する規定を除く。）に違反しないものであること。 

ロ 地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又

はこれに準ずるものであること。 

二 次のいずれかに該当すること。 

イ 各戸が台所、便所、収納設備、洗面設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。ただ

し、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備える

ことにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住

部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。 

ロ 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、

国土交通大臣が定める基準を満たすものであること。 

 
（入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準） 

第十三条 法第十条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、特定の者について不当に差別的なもの

でないこと、入居することができる者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確保要配慮者の入居を

不当に制限しないものであることとする。 

 
（賃貸の条件に関する基準） 

第十四条 法第十条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍

同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであることとする。 

 
（都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項） 

第十五条 都道府県は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画が定められてい

る市町村の区域以外の区域について、都道府県賃貸住宅供給促進計画で、第十一条及び第十二条第二号

の規定による基準を強化し、又は緩和することができる。 

 
（市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項） 

第十六条 市町村は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画で、第十一条及び

第十二条第二号の規定による基準を強化し、又は緩和することができる。 
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（登録事項等の変更の届出） 

第十七条 法第十二条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第二号による登録事項等変更届出書に

より行うものとする。 

２ 法第十二条第二項の国土交通省令で定める書類は、添付書類のうちその記載事項が変更されたものと

する。 

 
（登録事項の公示方法） 

第十八条 法第十六条の規定による公示は、インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示するこ

とにより行うものとする。 

 
（家賃債務保証業者の要件） 

第十九条 法第二十条第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であるこ

ととする。 

一 法第四十条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人（以下「支援法人」という。） 

二 前号に掲げる者のほか、家賃債務の保証を適切かつ確実に実施することができる者として国土交通

大臣の登録を受けているもの 

 
（保険価額に乗じる割合） 

第二十条 法第二十条第三項の国土交通省令で定める割合は、百分の七十とする。 

 

（保険金の支払の請求期間） 

第二十一条 法第二十条第六項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。 

 

（登録事務の引継ぎ） 

第二十二条 都道府県知事は、法第二十五条第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わな

ければならない。 

一 登録事務を指定登録機関に引き継ぐこと。 

二 登録簿及び登録事務に関する書類を指定登録機関に引き継ぐこと。

三 その他都道府県知事が必要と認める事項 

 
（登録事務規程の記載事項） 

第二十三条 法第三十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 

二 登録事務を行う事務所に関する事項

三 手数料の収納の方法に関する事項 

四 登録事務の実施の方法に関する事項

五 登録の結果の通知に関する事項 

六 登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

七 その他登録事務の実施に関し必要な事項 

 
（帳簿） 

第二十四条 法第三十一条第一項の登録事務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるも

のとする。 

一 登録の申請をした者の氏名又は名称及び住所 

二 登録の申請に係る住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置

三 登録の申請を受けた年月日 

四 登録又は拒否の別 
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五 拒否の場合には、その理由

六 登録を行った年月日 

七 登録番号 

八 登録の内容 

九 その他登録事務に関し必要な事項 

２ 前各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定

登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって

法第三十一条第一項の帳簿（次項において単に「帳簿」という。）への記載に代えることができる。 

３ 指定登録機関は、帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。）

を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 

 
（書類の保存） 

第二十五条 法第三十一条第二項の登録事務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるも

のとする。 

一 登録の申請に係る書類 

二 法第十四条第一項の規定による登録事業の廃止の届出に係る書類

三 その他都道府県知事が必要と認める書類 

２ 前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指

定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもっ

て同項の書類に代えることができる。 

３ 指定登録機関は、第一項の書類（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを

含む。）を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 

 
（登録事務の引継ぎ） 

第二十六条 指定登録機関は、法第三十六条第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わな

ければならない。 

一 登録事務を都道府県知事に引き継ぐこと。 

二 登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き継ぐこと。

三 その他都道府県知事が必要と認める事項 

 
（住宅確保要配慮者居住支援法人に係る指定の申請） 

第二十七条 法第四十条の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都

道府県知事に提出しなければならない。 

一 名称及び住所並びに代表者の氏名 

二 法第四十条に規定する支援業務（以下単に「支援業務」という。）を行おうとする事務所の所在地

三 支援業務を開始しようとする年月日 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款及び登記事項証明書 

二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表（申請の日の属する事業

年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録） 

三 申請に係る意思の決定を証する書類 

四 法第四十条第一号に規定する支援業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類 

イ 組織及び運営に関する事項 

ロ 支援業務の概要に関する事項 

五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 

六 現に行っている業務の概要を記載した書類

七 その他都道府県知事が必要と認める書類 
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（債務保証業務規程で定めるべき事項） 

第二十八条 法第四十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 被保証人の資格 

二 保証の範囲 

三 保証の金額の合計額の最高限度 

四 一被保証人についての保証の金額の最高限度

五 保証契約の締結及び変更に関する事項 

六 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項

七 保証債務の弁済に関する事項 

八 求償権の行使方法及び償却に関する事項

九 業務の委託に関する事項 

 
（事業計画等の変更の認可の申請） 

第二十九条 支援法人は、法第四十五条第一項後段の規定により支援業務に係る事業計画又は収支予算の

変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県

知事に提出しなければならない。 

 
（事業報告書等の提出） 

第三十条 支援法人は、法第四十五条第二項の規定により支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を提

出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。 

 
（区分経理の方法） 

第三十一条 支援法人は、法第四十三条第一項に規定する債務保証業務（次条第三項及び第三十三条第三項

において単に「債務保証業務」という。）及びこれに附帯する業務（次項において「債務保証業務等」とい

う。）に係る経理について特別の勘定を設け、その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならな

い。 

２ 支援法人は、債務保証業務等とその他の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準

によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。 

 
（帳簿） 

第三十二条 法第四十七条第一項の支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるも

のとする。 

一 法第四十二条第一号に規定する家賃債務の保証（以下この項及び次条第一項第一号において「債務

の保証」という。）の相手方の氏名及び住所 

二 債務の保証を行った年月日

三 債務の保証の内容 

四 その他債務の保証に関し必要な事項 

２ 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ支

援法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法

第四十七条第一項の帳簿（次項において単に「帳簿」という。）への記載に代えることができる。 

３ 支援法人は、帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。）を、

債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 

 
（書類の保存） 

第三十三条 法第四十七条第二項の支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるも

の又はこれらの写しとする。 
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一 債務の保証の申請に係る書類

二 保証契約に係る書類 

三 弁済に係る書類

四 求償に係る書類 

２ 前項に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ支

援法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁

気ディスクをもって前項の書類に代えることができる。 

３ 支援法人は、第一項の書類（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含

む。）を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 

 
附 則 

この省令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律（平

成二十九年法律第二十四号）の施行の日（平成二十九年十月二十五日）から施行する。 
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別記様式第一号（第七条関係） 

 

 

都道府県知事 

指定都市の長 殿

中核市の長 

 
 

年 月 日 

 

 

 

 

 

登 録 申 請 者 住 所

又は主たる事務所の所在地

氏 名 又 は 名 称

代 表 者 氏 名   印 

 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録申請書 

 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第９条第１項の規定に基づき、住宅確

保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業について別紙のとおり登録を申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
備考                        

１．登録申請者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。 

２．氏名の記載を自署で行う場合には、押印を省略することができる。 

３．この書類は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅を構成する建築物ごとに作成

することとし、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を廃止する場合には、当該住宅確保要配慮者

円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅を構成する建築物ごとに廃止の届出を行うこととする。 
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１．住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の名称及び所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）住居表示が決まっていない場合には、地名地番を記載すること。 

２．住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を行う者 
 

法人・個人の別 □ 法人 □ 個人 

商号、名称

又は氏名 

(ふりがな) 
生年月日 
（個人の場合） 

 性別 
（個人の場

合） 

 

 

住  所  
（法人にあっては 

主たる事務所の所在 

地） 

(郵便番号    ） 

 

 

電話番号 

    

代表者氏名 
（法人の場合） 

(ふりがな)  

生年月日 

  

性別 

 

 

法人の役員 
(法人の場合) 別添 1 のとおり 

      

 

 

 

 
法定代理人 
（未成年の個人

である場合） 

法人・個人の別 □ 法人  □ 個人     

(ふりがな) 
生年月日 
（個人の場合） 

 性別 
（個人の場 

合） 

 

商号、名称又は氏名 

 

住 所  
（法人にあっては主たる事務

所の所在地） 

（郵便番号   ） 

 

 

電話番号 

   

法人の役員 
（法人の場合） 

別添 2 のとおり 
    

 
３．住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の戸数、規模並びに構造及び設備 

 

住宅戸数 登録申請対象戸数 戸 

居住部分の （最小）   ㎡  

規模 （最大）   ㎡ 詳細については、別添 ３  
 

（共同居住型賃貸住宅の場合は別添 ４）  

共同利用設備 □ あり □ なし  
 のとおり 

構造及び設備 □ 共同居住型賃貸住宅として使用  

 構 造    造 階 数  階建 

着工の年月  年 月    

 
 

その他 

□ 建築基準法に違反していない 

□ 消防法に違反していない 

□ 新耐震基準に適合している 

※  登録申請対象戸数が１戸の場合には、「居住部分の規模」は「（最小）」の欄に記載すること 

別 紙 （新 規） 

 

住宅の名称 

(ふりがな) 

 

所在地 （住居表示） 

 

 

利用交通手段 

最寄り駅 （ 

□ 1.最寄り駅から徒歩で（ 

□ 2.最寄り駅からバスで（ 

□ 3.その他（ 

）線 （ 

）分 

）分 バス停（ 

 ）駅 

 

 

）から徒歩で（ 

 

 

 

 
 

） 

 

 

 
）分 

 

住宅に関する 
□ 1.所有権 □２．賃借権 

 
期間 年 月 

□３．使用貸借による権利 

 
日から 

 

 
年 

 

 
月 

 

 
日まで 

 

権原 
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４．入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 
入居を受け入れ

る主な住宅確保

要配慮者 

□ 低額所得者 

□ 被災者（災害から３年以内） 

□ 高齢者 

□ 障害者 

□ 子育てをする者 

□ 外国人 

□ 中国残留邦人等 

□ 児童虐待を受けた者 

□ ハンセン病療養所入所者等 

□ DV被害者 

□ 犯罪被害者等 

□ 帰国被害者等 

□ 保護観察対象者等 

□ 生活困窮者 

□ 国土交通大臣が指定する災害の被災者 

□  その他都道府県又は市区町村の供給促進計画

において定められた者 

 

 

 

 

 

 

 
詳細については、別添 ５  のとおり 

 
５．住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である旨 

住宅確保要配慮

者専用賃貸住宅

の戸数 

 
戸 

 

 

 
詳細については、別添 ５  のとおり  

住宅確保要配慮

者専用賃貸住宅

である期間 

 
 

（ 

 
 

）年（ 

 
 

）月 から  （ 

 
 

）年（ 

 
 

）ヶ月 間  

 
６．住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項 

 

 

家賃の概算額 
（最低） 約  円  詳細については、別添 ３  

（共同居住型賃貸住宅の場合は別添 ４） 
のとおり （最高） 約  円  

 

共益費の概算額 
（最低） 約  円   

（最高） 約  円   

 

敷金の概算額 
（最低） 約  円   

（最高） 約  円   

入居可能時期 □ 登録後ただちに入居可能 □ （  ）年（ ）月頃以降 

※  登録申請対象戸数が１戸の場合には、それぞれの概算額は「（最低）」の欄に記載すること 
 

７．住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の管理の方法等 
 

管理の方式 □ 自ら管理 □ 管理業務を委託   

 
 

委託する業務

の内容 

（契約事項） 

□ 家賃等の受領に係る事務 

□ 賃貸借契約の更新に係る事務 

□ 賃貸借契約の終了に係る事務 

（その他） 

管理業務の委託先 

商号、名称又は

氏名 

(ふりがな) 

 

住  所  (郵便番号  ）  

 

電話番号 

（法人にあっては 

主たる事務所の所在 

地） 

 

８．登録の申請が基本方針（及び供給促進計画）に照らして適切なものである旨 
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役 員 名 簿 

 
（ふりがな）  

生年月日 

 
性別 

 
役名等 氏 名 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

第９条第１号に該当する者をすべて記載すること。記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載し、その書面をこ

の書面の次に添付すること。 

別添 1 
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役 員 名 簿 

 
（ふりがな）  

生年月日 

 
性別 

 
役名等 氏 名 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

第９条第２号に該当する者をすべて記載すること。記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載し、その書面をこ

の書面の次に添付すること。 

別添 2 
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住宅の規模並びに構造及び設備等 

 

１．専用部分の規模並びに構造及び設備等 

専用部分の床面積 
（㎡） 

構造及び設備※ 住戸数 

 
（戸） 

住戸番号 

（該当するものを全て記載） 

月額家賃 

（概算額） 

（円） 

完 
備 

便 
所 

洗 
面 

台 
所 

収 
納 

浴 
室 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

注１）住戸の規模並びに設備及び構造のタイプ別にまとめて記載すること。 

注２）設備及び構造欄の『完備』は、各戸に便所、洗面、台所、収納及び浴室の全てを備えるものを表す。

注３）浴室はシャワー室を含む。 

※有りの場合は○、無しの場合は×を記載すること。完備の場合は、完備を含め全ての欄に○を記載すること。 

 
 

２．共同利用設備等 

設備等 整備箇所数 
合計床面積 

（㎡） 
整備箇所 想定利用戸数 

（戸） 
備考 

台所      

収納      

浴室      

注）整備箇所は、添付図面との対応関係を明確に記載すること。 

別添 ３ 
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住宅の規模並びに構造及び設備等（共同居住型賃貸住宅用） 

 

１．専用部分の規模並びに構造及び設備等 

 

専用部分の床面積 

（㎡） 

構造及び設備※ 住戸数 

 

 
（戸） 

住戸番号 

 
（該当するものを全て記載） 

月額家賃 

 
（概算額） 

（円） 

完

備 
便

所 

洗

面 

浴

室 

台

所 

洗 
濯

室 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

注１）住戸の規模並びに設備及び構造のタイプ別にまとめて記載すること。 

注２）設備及び構造欄の『完備』は、各戸に便所、洗面、台所、浴室及び洗濯室の全てを備えるものを表す。

注３）浴室はシャワー室を含む。 

※有りの場合は○、無しの場合は×を記載すること。完備の場合は、完備を含め全ての欄に○を記載すること。 

 
 

２．共同利用設備等 

設備等 整備箇所数 
合計床面積 

（㎡） 

想定利用戸数 
（戸） 

想定利用戸数／整備箇所数 備考 

便所      

洗面      

浴室      

台所      

居間      

食堂      

洗濯室      

※想定利用戸数には、登録の対象としない住戸も含めること。 

 
 

３．延べ床面積等 

全住戸数 
（戸） 

当該地域における最低延べ床面積 
（基本：全住戸数×１５＋１０） 

住棟の延べ床面積 
（㎡） 

備考 

    

※延べ床面積と全住戸数には、登録の対象としない住戸も含めること。 

別添 ４ 
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入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲等 
 

※共同住宅の住戸にあっては、記載内容が同一となるものについて、本様式を各一式ずつ作成すること。 
 

別添 ５ 

 

 

住戸番号 
（共同住宅の場合） 
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○ 入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲 

 住宅確保要配慮者 入居を受け入れる者の範囲、条件等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法令において

定められた者 

□ 低額所得者（生活保護受給者を除く）  

□ 低額所得者（生活保護受給者）  

□ 住宅扶助費の代理納付が実施される場合に限る 

□ 被災者（災害から３年以内）  

□ 高齢者  

高齢者の年齢：（ ）歳以上 

□ 身体障害者  

□ 知的障害者  

□ 精神障害者（発達障害者を含む。）  

□ 上記以外の障害者  

□ 子育てをする者（ひとり親を除く）  

最年長の子供の年齢：（ ）歳以下 

最年少の子供の年齢：（ ）歳以上 

□ 子育てをする者（ひとり親）  

最年長の子供の年齢：（ ）歳以下 

最年少の子供の年齢：（ ）歳以上 

□ 外国人  

□ 中国残留邦人等  

□ 児童虐待を受けた者  

□ ハンセン病療養所入所者等  

□ DV被害者  

□ 帰国被害者等  

□ 犯罪被害者等  

□ 保護観察対象者等  

□ 生活困窮者  

□ 国土交通大臣が指定する災害の
被災者 

 

 

 

 

都道府県又は

市区町村の 

供給促進計画

において 

定められた者 

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

○ 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である旨 

○住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である期間 

 （ ）年 （ ）月 から （ ）年 （ ）ヶ月 間 

□ 入居者を、住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等に限る。 
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別記様式第二号（第十七条関係） 

年 月 日 

 
 

都道府県知事 

指定都市の長 殿

中核市の長 

 

登 録 事 業 者 住 所

又は主たる事務所の所在地 

氏 名 又 は 名 称 印 

 

 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る登録事項等の変更届出書 

 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第 12 条第１項の規定に基づき、住宅確

保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る登録事項等の変更を届け出ます。 

 

 
 

登録年月日 
 

登録番号 
 

変更に係る事項 変更前 変更後 変更年月日 

    

 

 
備考                        

１．登録事業者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。 

２．氏名の記載を自署で行う場合には、押印を省略することができる。 
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（３）国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の

促進に関する法律施行規則（平成二十九年国土交通省・厚生労働省令第

一号） 

 

（登録事業者の要件） 

第一条  住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（以下「法」という。）第二十一条第

一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 

一  法第五十一条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員であること。 

二  法第四十条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人であること。 

三  賃貸住宅管理業者登録規程（平成二十三年国土交通省告示第九百九十八号）第三条第一項の規定に

よる登録を受けていること。 

四 第一号の構成員が団体である場合にあっては、当該団体の構成員であること。 

五  前各号のいずれかに該当する者に対し、法第十条第五項に規定する登録住宅のうち、法第二十一条 

第一項の規定による通知に係る同項に規定する被保護入居者（次条において単に「被保護入居者」と      

いう。）が入居するものの管理を委託していること。 

（被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となる事情） 

第二条  法第二十一条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当

することとする。 

一  被保護入居者が家賃又は共益費（以下この条において「家賃等」という。）の請求に応じと。      

二  被保護入居者が家賃等を滞納していること（当該被保護入居者に対して生活保護法（昭和二十五年法

律第百四十四号）第十四条に規定する住宅扶助又は同法第十二条に規定する生活扶助のための保護金品

が支給される月に家賃等を支払う旨を当該被保護入居者が約している場合を除く。）。 

三  被保護入居者が過去に他の賃貸住宅において家賃等を滞納していた事実があることその他被保護入居

者が家賃等を滞納するおそれが明らかであること。 

 
（通知の方法） 

第三条 法第二十一条第一項の規定による通知は、別記様式による通知書により行うものとする。 

２ 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、生活保護法第十九条第四項に

規定する保護の実施機関が次に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができ

るときは、この限りでない。 

一  通知をしようとする者が第一条各号に掲げる要件のいずれかに該当することを証する書面

二  賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類 

 
附 則 

この省令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律（平

成二十九年法律第二十四号）の施行の日（平成二十九年十月二十五日）から施行する。 
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別記様式（ 第三条関係） 

通 知 書 

 

 

年 月 日 

 

 

保護の実施機関 殿 

 

 

下記「 代理納付された金品の返還に関する事項等」  欄記載の内容をよく理解し、これ

らの事項に同意の上、 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

第 21 条第１ 項の規定に基づき、 下記のとおり通知します。  

 

登録事業者住所  

又は主たる事務所の所在地  

氏名又は名称 印 

 

 
記 

 登 録 住 宅 の 登 録 登録年月日  年 月 日  

年 月 日 及 び 登 録 
登録番号    

番号  

通 知 を 行 う 者 の ア 住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員

イ 住宅確保要配慮者居住支援法人 

ウ  賃貸住宅管理業者登録規程に基づく登録を受けた賃貸住宅

管理業者  

エ  住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員が団体である場

合、 その構成員 

オ アからエまでのいずれかに管理を委託する登録事業者 

 

区分  

上記アの場合  所属する住宅確保要配慮者居住支援協議会の名称   

（ 上記オの場合  

を含む 。） 住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員の氏名又は名称   

上記イの場合  住宅確保要配慮者居住支援法人の名称   

（ 上記オの場合  

を含む 。） 指定を受けた都道府県   

上記ウの場合  賃貸住宅管理業者の名称   

（ 上記オの場合  

を含む 。） 賃貸住宅管理業者登録簿の登録番号   

上記エの場合  所属する団体の名称   

（ 上記オの場合  

を含む 。） 団体の構成員の氏名又は名称   

被 保 護 入 居 者 の 氏 名   

氏名及び住所  
住 所   

毎 月 の 家 賃 等 の 家 賃 円  

額 
共 益 費 円  
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 被 保 護 入 居 者 の

居 住 の 安 定 の 確

保 を 図 る 上 で 支

障となる事情  

ア 被保護入居者が家賃等の請求に応じない場合 

 

家賃等の納付期限  

家賃等の督促を行った年月日

家賃等の請求に応じない理由  

 

 イ 被保護入居者が家賃等を滞納している場合  

 
家賃等の納付期限  

家賃等の督促を行った年月日  

家賃等を滞納している理由  

 ウ  被保護入居者が家賃等を滞納するおそれが明らかである場

合 

 

 
（ 例１ ）登 録事業者が管理する他の物件を賃貸していた際に家賃

等の滞納があった。  

（ 例２ ）認 知症／ 心身の障害／ 高齢等により金銭管理や銀行振込

みといった日常生活の営みに困難を感じている様子がみら

れる。  

（ 例３ ）過去に家賃等の滞納のため、保護の実施機関の指導に

より代理納付となっていた旨、  申出があった。  

代 理 納 付 さ れ た

金 品 の 返 還 に 関

する事項等  

ア  生活保護法第 37 条の２ に基づき、 保護の実施機関により

住宅扶助のための保護金品等をもって、家賃等の代理納付が

行われた場合であって 、① その金額が過分であるなど過誤払

いがあったことが発覚したこと又は② 被保護入居者の保護の

内容の変更 、停 廃止若しくは取消しがあったことなどにより、

保護の実施機関から、既に代理納付された家賃等の全部又は

一部の返還を求められたときは当該金品について、速やかに

返還すること。 

 

 
イ 生活保護法第 37 条の２ に基づき、 保護の実施機関が住宅扶

助のための保護金品等をもって代理納付を行う場合は  、保護

の実施機関は第三者の立場で被保護入居者の家賃等の債務を弁

済するものであって、賃貸人との関係で家賃等の債務を負う

ものではないこと。  

 
ウ  保護の実施機関が代理納付を行う場合、代理納付を受ける 

登録事業者は、代理納付に必要な資料の提供等を行い、円滑

な代理納付の実施に協力すること。  

その他特記事項    

 

備考  

１ 用紙の大きさは日本工業規格Ａ ４ とすること。 

２ 登録事業者が法人である場合には、  代表者氏名も記載すること。  

３  登録事業者の氏名の記載を自署で行う場合には、  押印を省略することができ

る。  

４ 「 被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となる事情」  欄には、 家賃等の

滞納期間及び額などの家賃等の滞納の状況、  被保護入居者が家賃等を滞納する

おそれがある事情などを具体的に記載すること。  

５ 「 家賃等の請求に応じない理由」 又は「 家賃等を滞納  している理由」 について、 

被保護入居者から理由の聴取をすることができないときは、  その旨を記載すれば足

りる。  

６ 住宅扶助のための保護金品等とは、  住宅扶助のための保護金品及び生活扶助のため

の保護金品のうち被保護者が賃借して居住する住宅に係る共益費をいう。  

７  家賃等とは、 家賃、 補修その他住宅の維持のために必要な費用又は共益費をい 

う。  
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（４）その他 

 
○  住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則

第三条第十号の著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める

災害等（平成二十九年国土交通省告示第九百四十号） 

 
一 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（以下「規則」という。）第三

条第十号の著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が指定する災害として、東日本大震災（平

成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害

をいう。）を指定する。 

二 規則第三条第十号の国土交通大臣が定める期間は、平成三十三年三月十一日までの期間とする。 

三 規則第三条第十号の市町村の区域から除くものとして国土交通大臣が定めるものは、東京都の区域と

する。 

四 規則第三条第十号のこれに準ずる区域として国土交通大臣が定めるものは、別表に掲げる市町村の区

域とする。 

附 則 

この告示は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律（平

成二十九年法律第二十四号）の施行の日（平成二十九年十月二十五日）から施行する。 

 
別表（四関係） 

北海道 茅部郡鹿部町 二海郡八雲町 広尾郡広尾町 厚岸郡浜中町 

青森県 三沢市 三戸郡階上町 

茨城県 古河市 結城市 坂東市 

栃木県 足利市 佐野市 

埼玉県 久喜市 

千葉県 千葉市 銚子市 市川市 船橋市 松戸市 野田市 成田市 佐倉市 東金市 柏市

八千代市 印西市 富里市 匝瑳市 印旛郡酒々井町 同郡栄町 香取郡神崎町 同郡 

多古町 同郡東庄町 山武郡大網白里町 同郡横芝光町 長生郡白子町 

長野県 下高井郡野沢温泉村 
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○  住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則

第十一条ただし書及び第十二条第二号ロの国土交通大臣が定める基準（平成

二十九年国土交通省告示第九百四十一号） 

 
（定義） 

第一条 この告示において「共同居住型賃貸住宅」とは、賃借人（賃貸人が当該賃貸住宅に居住する場合に

あっては、当該賃貸人を含む。）が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を

有する賃貸住宅をいう。 

 
（規模並びに構造及び設備の基準） 

第二条 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第十一条ただし書及び第

十二条第二号ロの国土交通大臣が定める基準は、次のとおりとする。 

一 共同居住型賃貸住宅の床面積（単位 平方メートル）が次の式によって計算した数値以上であるこ

と。 

15Ａ＋10（ただし、Ａ≧２） 

（この式において、Ａは、共同居住型賃貸住宅の入居者（賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住 

する場合にあっては、当該賃貸人を含む。第四号及び第五号において同じ。）の定員を表すものと 

する。） 

二 共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分

の入居者の定員を一人とするものであること。 

三 共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分

の床面積（収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含み、その他の設備

が備えられている場合にあっては、当該設備の床面積を除く。）が九平方メートル以上であること。 

四 共同居住型賃貸住宅の共用部分（以下この号において単に「共用部分」という。）に、次に掲げる設

備等が備えられていること。ただし、共同居住型賃貸住宅の各専用部分に、次に掲げるいずれかの設

備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。なお、共用

部分に洗濯場を備えることが困難なときは、共同居住型賃貸住宅の入居者が共同で利用することがで

きる場所に備えることをもって足りるものとする。 

イ 居間 

ロ 食堂 

ハ 台所 

ニ 便所 

ホ 洗面設備 

ヘ 浴室又はシャワー室

ト  洗濯室又は洗濯場 

五 少なくとも共同居住型賃貸住宅の入居者の定員を五で除して得た数（一未満の端数があるときは、

これを切り上げた数）に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室若しくは

シャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。 

 
附 則 

この告示は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律（平

成二十九年法律第二十四号）の施行の日（平成二十九年十月二十五日）から施行する。 



第３章 お役立ち資料 

147 

 

 

 

 

○ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針 

（平成二十九年国土交通省告示第九百六十五号） 

 
住宅は、国民の健康で文化的な生活を実現する上で不可欠な基盤であるが、低額所得者、被災者、高齢

者、障害者、子どもを養育する者等の住宅確保要配慮者については、その属性に応じた適切な規模、構造等

を有する賃貸住宅が十分に供給されていないこと、民間賃貸住宅市場において入居制限が行われているこ

と等、適切な規模、構造等の賃貸住宅の確保を困難にする特別な事情等が存在し、その居住水準が比較的低

い状況にある場合が少なくないことから、住生活基本法（平成十八年法律第六十一号）においても、住宅確

保要配慮者の居住の安定の確保が住宅政策の基本理念の一つとして位置付けられているところである。 

このような状況に鑑み、平成十九年七月に公布及び施行された住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供

給の促進に関する法律（平成十九年法律第百十二号。以下「住宅セーフティネット法」という。）において

は、これら住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るため、国及び地方公共団体の責務等が

規定された。 

また、平成二十九年十月には住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改

正する法律（平成二十九年法律第二十四号）が施行され、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の

登録制度等が創設されたところである。 

この基本的な方針は、このような住宅セーフティネット法の趣旨に則り、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅

の供給を促進するための施策が各地域で効率的かつ効果的に推進されるよう、住宅確保要配慮者に対する

賃貸住宅の供給の促進を図る上での基本的な方向等の必要な事項を定めるものである。 

 
一 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方向 

１ 住宅確保要配慮者の範囲 

住宅確保要配慮者とは、以下のいずれかに該当する者をいう。 

（１） 高齢者、障害者等の居住に適したバリアフリー化された賃貸住宅又は子育てに適したゆとり

ある面積を有する賃貸住宅等の各々の属性に応じた適切な規模、構造等を有する賃貸住宅が民間賃

貸住宅市場において十分に供給されていないこと、民間賃貸住宅市場において家賃滞納、孤独死、

事故及び騒音等に対する不安から入居が制限される場合があること、家賃を負担するために必要な

収入が十分にないこと等の民間賃貸住宅市場において適切な規模、構造等の賃貸住宅を確保するこ

とを困難にする特別な事情を有する者 

（２） 災害によって自らが居住する住宅を失った等の特別な事情により適切な規模、構造等の賃貸

住宅を確保することについて高い緊急性を有する者 

具体的には、ホームレスや生活保護受給者等を含む低額所得者、被災者（発災から三年以内の災

害又は大規模災害によるものに限る。）、高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他の

障害者、ひとり親家庭等の子どもを養育する者、外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハ

ンセン病療養所入所者等、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）被害者、拉致被害者、犯罪被害

者、生活困窮者及び矯正施設退所者が住宅セーフティネット法において住宅確保要配慮者として規

定されている。また、地域の実情等に応じて、海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦

傷病者、児童養護施設退所者、ＬＧＢＴ（レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダ

ー）、ＵＩＪターンによる転入者、これらの者に対して必要な生活支援等を行う者等多様な属性の者が住

宅確保要配慮者に含まれ得る。なお、それぞれの属性の住宅確保要配慮者に対する支援措置の必要

性については、各地域における住宅確保要配慮者の賃貸住宅の確保に係る困難性及び緊急性の程度

や賃貸住宅市場の状況等によるものと考えられる。 

 
２ 住宅確保要配慮者の居住の実態の把握 

住宅確保要配慮者については、地域によって、また、その属性によって、住宅困窮度等の居住実

態は異なるものと考えられることから、住宅確保要配慮者に対する施策を進めるに当たっては、地 
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方公共団体等が地域における住宅確保要配慮者の居住の実態や住宅の供給状況について、できるだ

け具体的に把握することが重要である。 

 
３ 重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの整備 

住宅確保要配慮者の居住の安定を確保するためには、公営住宅の的確な供給に加えて、地域優良

賃貸住宅、独立行政法人都市再生機構（以下「都市再生機構」という。）及び地方住宅供給公社が整

備する賃貸住宅等の公的賃貸住宅の的確な供給並びにサービス付き高齢者向け住宅や住宅セーフテ

ィネット法第八条に規定する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として都道府県知事等の登録を受

けた住宅（以下「登録住宅」という。）等民間賃貸住宅への円滑な入居の支援等の各種施策を一体的

に推進することにより、賃貸住宅市場全体を活用する視点から、重層的かつ柔軟な住宅セーフティ

ネットを効率的かつ効果的に整備することが必要である。 

 
４ 国と地方公共団体の役割分担 

重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの構築に当たっては、住宅確保要配慮者の居住の実態や

住宅の供給状況等を的確に把握するとともに、地域における賃貸人等の意向や居住支援の実態等も

踏まえた上で、具体的な施策を展開していくことが重要であることから、地方公共団体が主体的に

取り組んでいく必要がある。 

また、国においては、地方公共団体の取組みに対して、必要な情報提供、技術的な助言、財政的

支援等を実施することにより、住宅セーフティネットの構築を支援していく必要がある。 

 
５ 住宅確保要配慮者に対する支援措置の選択 

各地域における住宅確保要配慮者への支援措置については、賃貸住宅の確保について配慮を必要

とする特別な事情、地域の賃貸住宅市場の状況等を踏まえて適切に選択することが必要である。 

例えば、適切な規模、構造等の民間賃貸住宅が当該地域に存在しているものの、家賃滞納、孤独

死、事故及び騒音等への不安から住宅確保要配慮者に対する入居制限が行われている場合には、必

要な居住支援を行う等民間賃貸住宅への円滑な入居を支援するための措置を講じることが必要であ

る。また、適切な規模、構造等の公的賃貸住宅ストックが存在する場合には、優先入居等を通じた

当該ストックの有効活用を図ることも効果的である。 

一方、高齢者、障害者等の居住に適したバリアフリー化された賃貸住宅又は子育てに適したゆと

りある面積を有する賃貸住宅等、住宅確保要配慮者にとって必要な規模、構造等を有する賃貸住宅

が当該地域に存在しない場合には、高齢者に特有の身体機能等の低下や障害者の心身の特性に応じ

た設備等の設置に配慮しつつ、このような賃貸住宅の整備を促進するための施策を講じることが必

要である。また、収入が低額である等の理由により適切な規模、構造等の賃貸住宅の確保が困難と

なっている低額所得者に対しては、低廉な家賃の賃貸住宅を供給することが必要である。 

 
６ 住宅ストックの活用 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に当たっては、特に、全国で住宅の空き家及び

空き室が増加している状況を踏まえ、住宅ストックの有効活用を図ることが重要である。 

 
７ 福祉及び医療等の他の施策や関係者相互の連携 

住宅確保要配慮者の居住の安定を図るためには、賃貸住宅の供給の促進と併せて、自立支援、福

祉サービス等の提供や良好な居住環境の形成を促進することが重要である。 

特に、高齢者及び障害者については、福祉行政及び医療行政における地域包括ケアの推進の動き、大都市

圏等における急速な高齢化の進展、障害者福祉施設等から地域生活への移行の促進等これらの者を

取り巻く状況が変化する中、自立した生活を送れる環境整備を進める観点から、賃貸住宅の供給の

促進に関する施策と福祉施策等との連携が重要であると考えられる。 

このため、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策の推進に当たっては、 
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関連する情報の提供及び住宅や関連施設の整備、運営等の様々な局面において、住宅関連部局と高

齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、生活困窮者自立支援等を担当する福祉関連部局、在宅医療等を

担当する医療関連部局、失業者の就労支援等を担当する自立支援関連部局、まちづくり関連部局等

との連携を積極的に推進する必要がある。 

また、公的賃貸住宅の管理主体、民間賃貸住宅の賃貸人、宅地建物取引業者、賃貸住宅の管理を

業とする者、非営利活動法人、社会福祉法人等も含め、関係者間の密接な連携を構築することが、

施策の効果的な推進を図る上で不可欠と考えられる。 

これらの連携を進める上で、住宅セーフティネット法第五十一条第一項に規定する住宅確保要配慮

者居住支援協議会（以下「居住支援協議会」という。）や地域における多様な需要に応じた公的賃貸住

宅等の整備等に関する特別措置法（平成十七年法律第七十九号。以下「地域住宅特別措置法」とい

う。）第五条第一項に規定する地域住宅協議会の枠組みを積極的に活用することが有効である。この

際、とりわけ市町村における取組みの強化が必要である。 

また、賃貸人、宅地建物取引業者及び賃貸住宅の管理を業とする者を会員とする団体において、

これらの会員への普及啓発等も含め、地方公共団体の施策への積極的な協力が行われることは、関

連施策の効果的な推進に大きく寄与するものと考えられることから、これらの取組みの促進及び支

援を図ることが必要である。 

 
８ コミュニティー等への配慮 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策は、様々な属性の世帯が共生し、

バランスのとれたコミュニティーが形成されることに十分配慮して推進することが重要である。ま

た、高齢者、障害者等の居住の安定を図る上で、これらの者の生活をサポートする子ども世帯等と

同居又は近居を行うことは有効な方策の一つと考えられることから、高齢者、障害者等とその子ど

も世帯等との同居又は近居への支援や血縁に基づかない共同居住等の要望への対応等を的確に行う

ことも重要である。 

 
二 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標の設定に関する事項 

住宅確保要配慮者が賃貸住宅に入居する際には、家賃滞納、孤独死、事故及び騒音等に対する不安か

ら賃貸人等に入居を拒まれるケースがあることから、住宅確保要配慮者が円滑に入居できる賃貸住宅の

確保が求められている。 

このため、地方公共団体においては、公営住宅を含む公的賃貸住宅及び登録住宅の供給の目標を設定

することとする。 

 
三 住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な事項 

住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進は、各地域に存在する既存の公的賃貸住宅スト

ックを有効に活用するとともに、公的賃貸住宅の管理等を行う主体間の連携の下で推進することが重要

である。 

１ 公営住宅の整備及び管理に関する基本的な事項 

住生活基本法第十七条第一項に規定する住生活基本計画（都道府県計画）に定められた供給の目

標量を踏まえ、公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）第三条に基づき、真に住宅に困窮す

る低額所得者に公営住宅を公平かつ的確に供給することが重要である。 

また、地域における低額所得者の居住の状況や公営住宅ストックの老朽化の状況に応じて、社会

資本整備総合交付金等の活用により、必要となる公営住宅の整備やストックの改善を計画的に進め

ることが必要である。加えて、福祉行政と積極的に連携し、大規模な公営住宅団地の建替えや既存

の公営住宅における低利用施設又は未利用施設の有効活用等を通じて、福祉施設、介護施設、子育

て関連施設、医療施設等を併設することにより、周辺地域も含めた居住環境の整備を推進すること

が必要である。 

この際、各地域において公営住宅の供給が必要となる低額所得者の心身の状況、世帯構成等を踏 
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まえて、これらの者に適した規模、構造等の住宅を的確に供給することが必要である。 

地域の低額所得者の公営住宅に対する需要が、その供給を上回っている場合であっても、既存の

公営住宅等のストックの有効活用、借上公営住宅制度の活用、公営住宅の建替え等を通じて供給戸

数を増やす等、効率的な方策の可能性について検討することが重要である。 

公営住宅ストックは、入居者資格を有する者のうち、住宅の確保に特段の配慮が必要な特別の事

情を有する者の居住の安定を確保するために有効に活用することが重要であり、公営住宅法第二十

三条第一号イ若しくはロ又は第二十九条第二項の条例で定める金額の適切な設定のほか、特に住宅

困窮度が高いと考えられる者に対する優先入居や被災者に対する災害公営住宅の建設等の施策を地

域の状況に応じて的確に実施することが必要である。 

また、高齢者、障害者等とその親族等との同居又は近居を促進する観点から、子ども世帯の近傍

の住戸への高齢の親世帯の住替え、近傍に親世帯が居住する子ども世帯の優先入居等の施策を推進

することや、高齢者、障害者等の居住の安定を図る観点から、例えば高層に住んでいる高齢者、障

害者等を一階の住戸へ住み替えるための特定入居を推進する必要がある。 

また、公営住宅ストックを有効活用して公営住宅の公平かつ的確な供給を推進する観点から、地

域における公営住宅、住宅困窮者等の実情を勘案しつつ、期間満了後の入居者の居住の安定確保に

も十分配慮した上で、公営住宅における定期借家制度（期限付き入居）の活用を図ることが必要で

ある。さらに、障害者等の地域における自立生活を支援するため、精神障害者、知的障害者、認知

症高齢者等に対するグループホーム事業への活用等を推進することが重要である。 

 
２ 地域優良賃貸住宅制度等に関する基本的な事項 

地域優良賃貸住宅制度は、従来の特定優良賃貸住宅制度及び高齢者向け優良賃貸住宅制度を再編

し、高齢者、障害者、子どもを養育する家庭等各地域において賃貸住宅の確保に関し特に配慮を要

する者に施策対象を重点化した上で、社会資本整備総合交付金等を活用して整備に要する費用及び

家賃の低廉化に要する費用を助成することにより、国及び地方公共団体の連携の下で、民間事業主

体等による良質な賃貸住宅の供給の促進を図るものである。 

本制度は、地域における重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの構築を図る上で効果的かつ効

率的な施策であると考えられることから、住宅確保要配慮者に適した賃貸住宅ストックが十分に整

備されていない地域において、本制度の積極的な推進を図ることが重要である。 

この際、地方公共団体が、各地域における住宅確保要配慮者の状況を十分に踏まえ、地域住宅計

画等に整備費助成の対象とする入居者資格の範囲を設定することにより、各地域で特に支援が必要

とされる住宅確保要配慮者に対し、必要な賃貸住宅を的確に供給することが重要である。 

 
３ 都市再生機構が整備及び管理を行う賃貸住宅に関する基本的な事項 

都市再生機構が整備及び管理を行う賃貸住宅は、住宅確保要配慮者の居住の安定を図る上で重要

な役割を担うストックと考えられ、ストックの規模、構造等の内容、各地域における住宅確保要配

慮者の状況等に応じて、住宅確保要配慮者に対する住宅セーフティネット法第十条第一項に掲げる

基準に適合するストックに係る情報提供や優先入居の実施、ストック更新に伴う入居者負担の増加

の抑制等を通じて、住宅セーフティネットを充実させることが重要である。 

また、高齢者、障害者、子どもを養育する者等の居住の安定の確保が必要と考えられる地域にお

いて、居住者や都市再生機構のストックの状況、将来の需要動向を踏まえつつ、エレベーターの設

置や手すりの設置等のバリアフリー化を推進するとともに、建替事業に伴って生ずる余剰地や既存

の団地内の施設等を有効活用した医療施設、福祉施設、子育て支援施設等の誘致等を通じて、都市

再生機構団地の地域医療福祉拠点化を図り、住宅確保要配慮者にとって居住しやすい環境の整備を

計画的に推進することが重要である。 

さらに、災害が発生した場合に、被災者の居住の安定の確保を図るため、都市再生機構のストッ

クを活用することも重要である。 

これらの取組みの推進に当たっては、居住支援協議会の場や地域住宅協議会の場も活用しながら、 
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地方公共団体と都市再生機構との連携を密にするとともに、地域の住宅事情を勘案して、高齢者の

居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号。以下「高齢者居住安定法」という。）に

基づき地方公共団体の要請を受けて都市再生機構が高齢者向けの賃貸住宅を供給することや、都市

再生機構のストックを借上公営住宅や地域優良賃貸住宅として活用することについても、必要に応

じて検討することが重要である。 

また、都市再生機構団地の地域医療福祉拠点化等の推進に当たっては、地方公共団体の医療関連

部局、福祉関連部局、自立支援関連部局及びまちづくり関連部局、並びに社会福祉協議会、社会福

祉法人、非営利活動法人及び民間事業者等の地域関係者と連携及び協力することが重要である。 

 
４ その他公的賃貸住宅に関する基本的な事項 

地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅等その他の公的賃貸住宅についても、住宅確保要配慮者の

居住の安定を図る上で重要な役割を担うストックであると考えられるため、都市再生機構が整備す

る賃貸住宅と同様に、住宅確保要配慮者に対する優先入居を実施する等により、ストックの有効活

用を推進することが重要である。 

 
５ 公的賃貸住宅に関する情報の提供や相談の実施に関する基本的な事項 

公的賃貸住宅への入居を希望する住宅確保要配慮者に対して、公的賃貸住宅の入居者募集に係る

情報が提供されるよう、必要な措置が講じられることが必要である。 

この際、住宅確保要配慮者が、自らに適した公的賃貸住宅を適切に選択できるよう、バリアフリ

ー化の状況等の住戸の規模、構造等に関する情報、周辺地域における福祉施設等の立地状況等に関

する情報、当該住戸で受けられる居住支援サービスの内容等の様々な情報を的確に提供することが

重要である。 

 
６ 公的賃貸住宅の供給の促進と住宅確保要配慮者の自立支援や福祉に関する施策、良好な居住環境の

形成に関する施策等との連携に関する基本的な事項 

大規模な公的賃貸住宅団地の建替えに当たっては、地域の需要に応じ、当該地域の利便性向上や良

好なまちづくりを推進する観点から、デイサービス、特別養護老人ホーム等の社会福祉施設、生活

介護事業所、自立訓練事業所等の障害福祉サービス事業所、保育所等の併設等を推進することが重

要である。 

また、団地内の空き施設、空き地等については、福祉部局等とも連携し、団地内及び周辺に居住

する高齢者等の居住の安定に資する施設を立地させることが重要である。 

さらに、公的賃貸住宅において自立支援、福祉サービス等と連携して住宅供給を推進するプロジ

ェクトを進めることも、住宅確保要配慮者の居住の安定を図る上で有効である。 

これらに加え、公的賃貸住宅の整備は、魅力あるまちづくりを推進する上で有効な手段の一つで

あることを踏まえ、地域の状況に応じて、中心市街地活性化をはじめとする地域活性化のための施

策等、まちづくりに関連する施策との連携を推進することが重要である。 

 
７ 地域住宅計画に公的賃貸住宅の供給の促進に関する事項を記載する際の留意事項 

地域住宅特別措置法第六条第一項に規定する地域住宅計画において、当該計画を策定する地方公

共団体以外の主体が管理し、又は所有する公的賃貸住宅に関する事項を記載する場合には、当該地

方公共団体は、事前にこれらの主体と連絡調整を十分に行い、関連施策を円滑に推進することが重

要である。 

 
四 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する基本的な事項 

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するに当たっては、各地域において、支援を

必要とする住宅確保要配慮者の属性、円滑な入居を困難にしている要因及び必要とする支援措置を的確

に把握した上で、適切な施策を講じることが必要である。 
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また、住宅セーフティネット法において、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録、居住

支援協議会の組織や居住支援法人の指定、適正な家賃債務保証業者に対する独立行政法人住宅金融支援

機構（以下「住宅金融支援機構」という。）の保険による支援、生活保護受給者の居住の安定の確保の支

障となる事情についての保護の実施機関への通知に関する手続き等が規定されていることを踏まえ、地

方公共団体、民間賃貸住宅の賃貸人、家賃債務保証業者、居住支援活動を行う法人等の各関係者が積極

的に施策に取り組むとともに、居住支援協議会等を活用し、関係者の緊密な連携の下、必要な支援を効

果的に実施していくことが必要である。 

１ 登録住宅の供給に関する基本的な事項 

住宅確保要配慮者が円滑に民間賃貸住宅に入居できる環境を整備するため、地方公共団体におい

ては、登録住宅の確保に積極的に取り組む必要がある。その際には、賃貸人等に登録を働きかける

だけでなく、賃借人の特性に応じた住宅の供給促進のための賃貸人への支援措置や、住宅確保要配

慮者の入居の受入れに当たり賃貸人が抱く不安を解消するための居住支援等の取組みを併せて提供

することが有効である。また、空き家対策を行っている部局と連携を図り、空き家情報を活用し、

所有者に有効活用する意向がある場合や、居住支援活動を行う法人等が住宅確保要配慮者のために

活用したい意向がある場合等には、所有者に対して登録住宅として活用することを働きかけること

も有効である。 

また、入居を拒まないこととする住宅確保要配慮者の属性については、登録住宅を賃貸する事業

者（以下「登録事業者」という。）が選択できることとしているが、できるだけ多くの属性を選択す

るよう、登録事業者に働きかけることが望ましい。また、登録を受けようとする事業者は、入居を

受け入れることとする場合の条件を付すことも可能であるが、対象者の範囲が極端に狭くなること

や合理性のない差異を設けること等は不当な制限に当たることから、登録を受けることができない

ことに留意する必要がある。 

さらに、登録事業者が本制度を悪用することのないよう、都道府県、政令市又は中核市（以下「登

録主体」という。）は、例えば、入居を拒まないとしていながら入居を拒んだこと、入居者募集中と

して広告していながら応募時には既に入居者が決まっていることが連続して発生していること、実

際には世帯として構成されていない他人同士を一戸の登録住宅に住まわせていること等の情報が、

入居希望者、入居者等から寄せられた場合には、必要に応じて、報告の徴収や指示等を行い、悪質

な場合には登録の取消しや登録事業者の名称の公表を行う必要がある。 

なお、住宅セーフティネット法第五条第一項及び第六条第一項に規定する都道府県賃貸住宅供給

促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画（以下「供給促進計画」という。）を策定することで、住

宅確保要配慮者の追加や登録基準の一部の強化及び緩和といった措置が可能であり、地域における

住宅確保要配慮者の居住の実態や住宅事情を踏まえ、地方公共団体においては、供給促進計画の策

定やそれらの措置の必要性について十分検討する必要がある。 

また、被災者、ＤＶ被害者等で緊急に住宅の確保が必要な者については、入居者資格を満たさな

い場合又は登録住宅が登録基準に合致しなくなる場合であっても、一時的に登録住宅に入居させる

ことは差し支えないことから、登録事業者においては、必要に応じて登録主体に相談又は確認をし

た上で、入居させることが考えられる。 

 
２ 居住支援活動の充実に関する基本的な事項 

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進し、その居住の安定を確保するためには、各

地域において、居住支援活動が積極的に行われる必要がある。 

このため、まずは、地方公共団体の住宅部局並びに自立支援関連部局及び福祉関連部局、民間賃

貸住宅の賃貸人、宅地建物取引業者及び賃貸住宅を管理する事業を行う者を会員とする団体、住宅

確保要配慮者に対し居住に係る支援を行う法人等の関係者が密接に連携するためのプラットホーム

として居住支援協議会を設立し、相互の情報共有、住宅確保要配慮者や賃貸人に対する情報提供等

に取り組む必要がある。都道府県のほか、政令市、中核市等の比較的規模の大きな地方公共団体に

おいては自ら居住支援協議会を設立するとともに、比較的規模の小さな地方公共団体においては都 
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道府県の居住支援協議会の構成員となる等、地方公共団体が居住支援協議会の活動に積極的に取り

組むことが重要である。なお、都道府県の居住支援協議会と当該都道府県内の市町村の居住支援協

議会は、居住支援活動の重複や不整合等を防止するため、双方の活動内容等に係る情報交換や必要

な調整を行うことが望ましい。 

また、都道府県は、登録住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する家賃債務保証、住宅相談等賃

貸住宅への円滑な入居に係る情報提供及び相談、見守り等の住宅確保要配慮者の生活支援といった

居住支援活動を行う法人について、居住支援法人として指定することができるので、適正に居住支

援活動を行うと認められる者について積極的に指定をすることが望ましい。 

 
３ 家賃債務保証の充実に関する基本的な事項 

賃貸住宅の賃貸人が入居者に求める家賃債務保証は、連帯保証人から家賃債務保証業者へと移行

しつつあるが、住宅確保要配慮者については、家賃滞納や孤独死等の保証事故の発生リスクが高い

と判断されて、家賃債務保証業者から保証を断られるケースがある。また、保証事故が発生した場

合には、家賃債務保証業者が賃貸人に対して代位弁済した後、賃借人からその費用を回収すること

となるが、回収方法が定められていないこと等に起因して賃借人との間でトラブルとなるケースが

ある。 

そのため、適正に家賃債務保証の業務を行う者を国に登録する制度を創設したので、今後は、地

方公共団体においても家賃債務保証業者にその登録を促すとともに、賃貸人や賃借人に対してその

情報を広く提供していくことが重要である。 

また、住宅金融支援機構は、登録住宅に入居する住宅確保要配慮者に対して、国に登録された家

賃債務保証業者や居住支援法人がその家賃債務を保証する場合に、当該保証の保険引受けをするこ

ととしたので、住宅確保要配慮者の登録住宅への入居円滑化を図るため、この保険について周知及

び普及を行う必要がある。 

 
４ 生活保護受給者の賃貸住宅への入居円滑化に関する基本的な事項 

生活保護受給者が民間賃貸住宅に居住する場合の家賃等については、必要に応じて住宅扶助費等

として生活保護受給者に支給されるが、一部の生活保護受給者がそれを家賃の支払いに充てずに滞

納してしまうケースがあり、賃貸人は生活保護受給者の入居に拒否感を有する傾向にある。また、

滞納が重なれば住宅からの退去を迫られる等生活保護受給者本人の居住の安定も阻害されることと

なる。そこで、住宅セーフティネット法においては、賃貸人から生活保護受給者の家賃滞納等居住

の安定確保を図る上で支障となる事情を保護の実施機関に情報提供し、情報提供を受けた保護の実

施機関は速やかに事実確認を行って、保護の実施機関が生活保護受給者に代わって賃貸人に住宅扶

助費等を交付する代理納付の要否やその他の措置をとる必要があるかどうかを判断するという手続

きが設けられた。この手続きが生活保護受給者の住宅確保に資するものとなるよう、保護の実施機

関その他の関係者が協力し、速やかな事実確認、代理納付の要否の判断等を行っていくことが重要

である。 

 
５ 住宅金融支援機構による改修費への融資に関する基本的な事項 

住宅確保要配慮者の居住環境の改善のためバリアフリー改修及び耐震改修等の必要な工事を行う

場合や、低家賃の賃貸住宅の供給促進のため共同居住型住宅（いわゆるシェアハウス）への改修工

事を行う場合等について、住宅金融支援機構は、登録住宅の改修を行う賃貸人に対して改修費用を

融資することが可能なので、その旨について賃貸人に対して周知及び普及を行う必要がある。 

 
６ 国及び地方公共団体による登録住宅に係る支援措置に関する基本的な事項 

国及び地方公共団体は、登録住宅に居住する住宅確保要配慮者の居住環境の向上のため、地域の

実情等を踏まえ、賃貸人等が行う登録住宅の改修に対して支援を行うことや、登録住宅に居住する

住宅確保要配慮者の負担軽減のため家賃や家賃債務保証料の低廉化に対して支援を行うことが考え 
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られる。 

これらの支援を行うに当たっては、地域における住宅確保要配慮者や賃貸人等のニーズを踏まえ、入

居対象者、地域等を限定して行うことも考えられる。 

 
７ 住宅確保要配慮者に対する情報提供等に関する基本的な事項 

国、地方公共団体の住宅部局並びに自立支援関連部局及び福祉関連部局、宅地建物取引業者及び

賃貸住宅を管理する事業を行う者に係る団体、住宅確保要配慮者に対し居住に係る支援を行う法人

等においては、居住支援協議会等の場を活用して情報の共有を図るとともに、必要な情報が住宅確

保要配慮者及び賃貸人等に広く周知されるよう十分に連携して取り組んでいくことが必要である。 

 
五 住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項 

賃貸人等は、賃貸借契約の目的を達成するために、住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅を適正に維

持管理し、計画的に維持修繕を行う必要がある。また、国は、当該賃貸住宅における各種トラブルを未

然に防ぐための知見や、共同居住型住宅の運営管理に関する知見等、賃貸人等が住宅確保要配慮者の入

居を受け入れるに当たって活用可能な情報の提供に努めることとしているので、賃貸人等は、これらの

情報も有効に活用し、住宅確保要配慮者の円滑な入居や居住の安定を図っていくことが期待される。 

登録事業者は、登録住宅について、常に登録基準に適合する状態に保つよう、適正に維持管理しなけ

ればならない。また、登録主体は、登録住宅が適正に管理されるよう、必要に応じて、登録住宅の管理

の状況について、報告徴収等により実態を把握するとともに、老朽化や災害による損傷等に留意し、適

正な維持管理について助言及び指導を行うよう努めることとする。 

さらに、地方公共団体、居住支援協議会等は、住宅確保要配慮者が家賃の滞納等の理由によりやむを

得ず登録住宅から退去する場合には、公営住宅や他の登録住宅等の情報を適切に提供すること等により、速

やかに居住の安定が確保されるよう努めることが必要である。 

 
六 供給促進計画の作成に関する基本的な事項 

都道府県は、住宅セーフティネット法及び本基本方針に従い、また、住生活基本計画（都道府県計画）、老人

福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画及び介

護保険法（平成九年法律第百二十三号）第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画と

調和を図りつつ、住宅セーフティネット法第五条第一項に規定する都道府県賃貸住宅供給促進計画を策

定することが望ましい。市町村は、住宅セーフティネット法及び本基本方針（都道府県賃貸住宅供給促

進計画が定められている場合にあっては住宅セーフティネット法、本基本方針及び都道府県賃貸住宅供

給促進計画）に従い、また、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画及び介護保

険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画と調和を図りつつ、住宅セーフティネット法

第六条第一項に規定する市町村賃貸住宅供給促進計画を策定することが望ましい。 

また、供給促進計画を策定する地方公共団体以外の主体が管理し、又は所有する公的賃貸住宅に関す

る事項を記載する場合には、当該地方公共団体は、事前にこれらの主体と連絡調整を十分に行うことが

重要である。 

１ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標 

供給促進計画においては、各行政区域内における公営住宅を含む公的賃貸住宅及び登録住宅の供

給の目標を定めるものとする。 

供給促進計画の策定に当たっては、住宅部局と福祉部局とが連携し、住宅確保要配慮者の居住の

実態や住宅の供給状況等を把握した上で、目標の設定や施策の検討を行う必要がある。 

また、供給の目標については、できる限り定量的な目標とすることが望ましい。その際、住生活

基本計画（都道府県計画）や公営住宅等長寿命化計画等の他の計画と整合したものとする必要があ

る。 

 
２ 目標を達成するために必要な事項 
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（１） 住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する事項 

公営住宅については、既存の公営住宅の維持管理や建替え等を適切に実施するほか、特に住

宅に困窮する住宅確保要配慮者のために有効に利用されるよう、必要に応じて、優先入居、特

定入居、定期借家制度等を活用するほか、高額所得者による適切な明渡しを進めていく必要が

あり、それらの施策を供給促進計画に定めることが考えられる。また、公営住宅の建替え等を

契機として、住宅確保要配慮者の居住を支援するための施設の導入について検討することが望

ましく、それらの検討や導入の対象となる団地を供給促進計画に位置付けることも考えられる。地域

優良賃貸住宅等については、重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの構築を図るための一施

策として、地域における住宅確保要配慮者の居住の実態や住宅の供給状況等を踏まえて、必要に応

じて地方公共団体が自ら供給することや、民間事業者等の供給を地方公共団体が支援すること

等の施策を供給促進計画に定めることが考えられる。 

都市再生機構や地方住宅供給公社その他の公的賃貸住宅の事業主体が整備及び管理を行う賃

貸住宅については、各事業主体と、地域における住宅確保要配慮者の居住の実態や住宅の供給

状況等の情報を共有し、当該地域での供給のあり方や具体的な供給方法を供給促進計画に定め

ることが考えられる。 

なお、公的賃貸住宅において居住支援を実施するに当たり、住宅の管理を行う事業主体だけ

では十分な対応が困難である場合には、居住支援協議会等の場も通じて、地方公共団体の福祉

部局や居住支援活動を行う法人等と連携し、入居者の状況に応じた居住支援が適切に実施され

るようにしていく必要があり、それらの施策を供給促進計画に定めることが考えられる。 

（２） 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する事項 

地方公共団体においては、住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るため、賃貸人等に対

して登録住宅の積極的な提供を働きかけるとともに、空き家対策と連携して登録住宅を確保す

ることも有効であると考えられることから、それらの登録住宅の確保の取組みについて供給促

進計画に定めることが考えられる。 

また、登録事業者による登録住宅制度の悪用等の不適切な事態が発生しないよう、登録主体

においては、福祉部局とも連携しながら、必要な指導監督を行っていく必要があることから、

それらの指導監督の取組みについて供給促進計画に定めることが考えられる。 

住宅確保要配慮者に対する居住支援の充実のため、居住支援協議会や居住支援法人の積極的

な活動が重要であり、居住支援協議会の設立やその具体的な取組み、居住支援法人の指定や具

体的な活動等について、供給促進計画に定めることが考えられる。 

これらの住宅セーフティネット法に関連する取組みのほか、住宅確保要配慮者に対する民間

賃貸住宅の入居の円滑化に関して独自に地方公共団体が取り組む施策、例えば、住宅確保要配

慮者の入居に配慮する賃貸住宅や、住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅を紹介する事業者の情報

提供等の施策を供給促進計画に位置付けることも考えられる。 

また、登録住宅以外の賃貸住宅に入居しようとする者が住宅確保要配慮者であることをもっ

て差別されることがないよう、賃貸人等の啓発のために講ずる施策等を供給促進計画に位置付

けることが考えられる。 

（３） 住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項 

住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅については、賃貸人等による適正な維持管理や計画的

な維持修繕の実施等を供給促進計画に位置付けることが考えられる。 

また、登録住宅については登録事業者が常に登録基準に適合するよう管理を行うべきこと、

登録主体による指導監督の実施、登録住宅の退去者に対する住宅の情報提供等を供給促進計画

に位置付けることが考えられる。 

 
３ 計画期間 

都道府県賃貸住宅供給促進計画は、住生活基本計画（都道府県計画）を踏まえて計画期間を定め

ることが望ましい。例えば、住生活基本計画（都道府県計画）で計画期間を十年とし、五年毎に見 
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直しを行っている場合には、これと整合を図ることが考えられる。 

市町村賃貸住宅供給促進計画は、都道府県賃貸住宅供給促進計画が策定されている場合にあって

は当該都道府県賃貸住宅供給促進計画に基づいて作成することとされていることから、都道府県賃

貸住宅供給促進計画の計画期間と整合を図ることが考えられる。 

 
４ その他住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し必要な事項 

供給促進計画においては、地域の実情に応じて取り組む独自の施策を積極的に位置付けることが

望ましい。例えば、住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅に対する財政的な支援措置や、賃貸人等に対

する啓発活動等の施策を行う場合には、それらの施策を供給促進計画に位置付けることが考えられ

る。 

また、供給促進計画においては、住宅確保要配慮者を追加することや、登録住宅の登録基準の一

部を強化及び緩和することが可能なので、必要に応じて適切に活用することが望ましい。ただし、

登録基準の緩和をする場合にあっては、入居者の適切な居住水準が確保されることを前提としなけ

ればならない。 

 
七 その他住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する重要事項 

住宅確保要配慮者の賃貸住宅に対する需要は、年齢構成の変化等各地域の経済的及び社会的状況の変

化に応じて変化することも想定されるため、関連施策の実施に当たっては、住宅確保要配慮者の賃貸住

宅に対する需要の中長期的な見通しを踏まえた上で推進することが重要である。この場合、住生活基本

計画（都道府県計画）、高齢者居住安定法第四条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画及び

第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画、その他の計画との整合を図るとともに、

住宅確保要配慮者の居住の状況や既に講じた関連施策の効果等の把握及び分析を行い、その結果を施策

の充実に活用するよう努めることが重要である。 



第３章 お役立ち資料 

157 

 

 

 

 

○ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則

第一条の収入の算定の特例について（平成 29 年 10 月 25 日） 

平成  29 年 10 月 25 日

国 住 備 第 10 1  号 

 

各 都 道 府 県

政令指定都市

中  核  市 

 

住宅担当部長 殿 

 

国土交通省住宅局住宅総合整備課長 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第一条の収入の

算定の特例について 

 
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成 29 年国土交通省令第 63

号。以下「住宅セーフティネット法施行規則」という。）第１条に規定する給与所得者が就職後一年を経過

しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合の取扱いの考え方を下記

の通り示すこととしたので、住宅確保要配慮者の収入について適切妥当な算定が行われるよう留意された

い。 

また、本取扱いの考え方については、住宅確保要配慮者の収入を当該住宅確保要配慮者に住宅を賃貸す

る賃貸人が算定する際に必要となることから、広く内容の周知を図り、制度の円滑かつ適切な運用に努められ

るようお願いする。 

 
記 

 

一 過去一年間に収入があることとなった場合 

給与所得については就職後（事業所得については事業を営んでから、利子所得及び配当所得についてはそれ

ぞれの元本を得たときから、不動産所得については不動産の貸付その他の権利を設定したときから、一時所得

及び雑所得についてはそれらの所得の生ずる理由が発生したときから等現実に継続的収入があることとな

ったときから）の収入（一月未満期間についての収入は切捨てる。）を就職後の月数（一月未満は切捨て

る。）で除した額に一二を乗じた額により、所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）第２編第２章第１節から

第３節までの例に準じて算出した所得金額とする。 

 
二 過去一年間に収入がないこととなった場合 

退職、事業の廃止、元本の滅失等により収入がないこととなったとき以前の当該収入は除くものとする。 

 

三 過去一年間に収入の方途を異にした場合 

事業所得者が給与所得者となる等の転職、給与所得者の就職先の変更、預金を株式証券にかえる等収入

の方途（以下「職業等」という。）を異にしたときは、前の職業等による収入は除き、新たな職業等による

収入について前記一の例により算出した額とする。 

 
四 過去一年間に収入の額が著しく変動した場合 

経済事情の変動その他の事由による給与所得、事業所得等の著しい増減、災害による農林水産業等事業

所得の著しい収入減、その他収入の額が著しく変動したときは、変動以前の収入は除き、変動後の収入につ

いて前記一の例により算出した額とする。 
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五 過去一年間に収入のない期間があった場合 

事業の休業、公務員の停職その他の事由による収入のない期間があったときは、収入のない月数を除いて前記

一の例により算出した額とする。 

 
六 過去一年間にあった一時的な収入 

退職所得、譲渡所得、一時所得、雑所得その他の所得のうち一時的な収入（おおむね一年以内の期間ごと

に継続的に得る収入でないもの）は除くこととし、それらを運用して得ることとなる利子所得、配当所得、

不動産所得等について前記一の例により算出した額とする。 

 
七 支援対象避難者の収入 

支援対象避難者（東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支える

ための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律（平成 24 年法律第 48 号）第８条第１項に規

定する支援対象地域等に居住していた避難者をいう。）の所得については、通常の収入算定により難い場合

にあっては、世帯全員が避難する場合を除き、イからハまでに掲げる者の所得の金額の合計額に二分の一を乗じ

て得た額を、所得金額とみなす。 

イ 本人及び同居者 

ロ イに掲げる者の配偶者 

ハ イに掲げる者を所得税法第２条第１項第 34 号に規定する扶養親族としている者及びその配偶者 
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○ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を

改正する法律等の施行について（平成 29 年 10 月 25 日） 

 
平成  29 年 10 月 25 日 

国住備第 1 0 2 号 

国住心第 2 5 2 号

国 住 民 支 第 150 号 

 
各 都 道 府 県 知  事 

政令指定都市の長 殿

中 核 市 の 長 

 
国土交通省住宅局長 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律等の施行について

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 

24 号。以下「改正法」という。）は、高齢者等の住宅確保要配慮者の増加が見込まれる中、住宅確保要配慮 

者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、平成 29 

年４月 26 日に公布され、同年 10 月 25 日に施行された。 

また、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成 29 年国土交通省令 

第 63 号。以下「施行規則」という。）は平成 29 年 10 月 20 日に、国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要 

配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成29 年厚生労働省・国土交通省令第１号） 

は平成 29 年 10 月 24 日にそれぞれ公布され、同年 10 月 25 日に施行された。 

さらに、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針（以下「基本方針」とい

う。）の全部を改正する告示（平成 29 年国土交通省告示第 965 号）等が平成 29 年 10 月 25 日に告示され

た。 

改正法は、低額所得者、高齢者、子育て世帯等の賃貸人から入居を制限される懸念のある者を「住宅確保

要配慮者」と位置づけ、民間の空き家・空き室を有効活用した住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅 

の登録制度を創設するとともに、住宅確保要配慮者に家賃債務の保証、円滑な入居の促進に関する情報

の提供、相談その他の援助等を行う「住宅確保要配慮者居住支援法人（以下「居住支援法人」という。）」を

指定することができることとするなど、重層的な住宅セーフティネット機能の強化を図るものである。 

また、改正法による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 19 年 

法律第 112 号。以下「法」という。）等に基づく制度につき、住宅確保要配慮者、住宅確保要配慮者に住宅

を賃貸する者、社会福祉法人、宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者、住宅確保要配慮者のための相談・

情報提供等を行う者等に対し、広く趣旨・内容の周知を図り、制度の普及を図るとともに、改正法等の施

行に当たっては、下記事項に御留意の上、制度の適確かつ円滑な運用に努められるようお願いする。 

また、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に係る施策の企画立案及び運用に当たっては、

住宅部局と福祉部局が緊密に連携しつつ、制度の適確かつ円滑な運用が図られるよう、特段のご配慮をお願い

する。 

貴管下市町村に対しても、この旨周知いただくようお願いする。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

今後10 年で単身高齢者が100 万人増加すると予測されるなど、住宅確保要配慮者の増加が見込まれる中、 
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低額所得者、高齢者、子育て世帯等については、家賃滞納、居室内の事故や孤独死、騒音等に対する不安に

より、賃貸人から入居が制限される懸念があり、住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進していく必要があ

る。 

また、我が国における住宅ストックの現状を見ると、人口減少等を背景として、空き家・空き室は今後 

も増加していくと見込まれており、これらを有効に活用していくことも、早急に取り組まなければならな

い課題である。 

改正法は、こうした我が国の住宅セーフティネットを取り巻く環境の中で、住宅確保要配慮者に対する

賃貸住宅の供給の促進に関する法律を改正し、 

• 都道府県及び市町村による賃貸住宅供給促進計画（以下「供給促進計画」という。）の作成 

• 民間の空き家・空き室を有効活用した住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の創設 

• 居住支援法人の指定 

等の措置を講ずるなど、重層的な住宅セーフティネット機能の強化を図ることを目的とするものである。 

 

第２ 基本方針 

改正法の施行に当たって、基本方針に定めるべき事項として、 

• 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方向 

• 住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な事項 

• 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する基本的な事項 

• その他住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する重要事項

に、 

• 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標の設定に関する事項 

• 住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項 

• 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画の作成に関する基本的な事項 

が追加されており、基本方針を踏まえ、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標の設定等に適切

に対応されたい。 

 
第３ 供給促進計画 

都道府県及び市町村は、基本方針に基づき、供給促進計画を作成することができることとされており、地

域における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給を促進していく必要があることから、積極的に供給

促進計画を作成されたい。 

供給促進計画の作成に当たっては、住宅部局と福祉部局とが連携し、住宅確保要配慮者の居住の実態や

住宅の供給状況等を把握した上で、目標の設定や施策の検討を行う必要がある。また、供給の目標は、でき

る限り定量的な目標とすることが望ましい。 

また、住宅確保要配慮者については、法及び施行規則において定められている者のほか、供給促進計画で

定める者も対象となることから、地域の実情等に応じて、供給促進計画で住宅確保要配慮者を定められた

い。なお、基本方針においては、海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設

退所者、ＬＧＢＴ（レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー）、ＵＩＪターンによる転入

者、これらの者（住宅確保要配慮者）に対して必要な生活支援等を行う者等多様な属性の者が住宅確保要配

慮者に含まれ得るものと定めているので、参考にされたい。 

さらに、供給促進計画において住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録基準を強化・緩和するこ

とができるが、登録基準の強化・緩和に当たっては、適切な居住水準が確保される必要があることに留意                                                                                                                                                                                          

されたい。 

なお、供給促進計画の作成については、別途策定した「賃貸住宅供給促進計画の検討・策定の手引き」を 

  参考にされたい。 

 

第４ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録制度の創設 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録制度の運用に当たっては、以下の事項を踏まえ、住宅確 
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保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録事務（以下「登録事務」という。）を適切に行われたい。 

 

１ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録基準について 

(１) 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に当たっては、以下の点について留意の上、登録基準

に適合するか否か適正に審査されたい。 

① 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積及び設備の基準については、供給促進計画に

おいて強化・緩和することができること。（施行規則第 15 条、第 16 条） 

② 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造の基準については、「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住

宅の構造の基準について」（国住備第 100 号・国住心第 250 号・国住民支第 149 号平成 29 年 10 

月 25 日国土交通省住宅局住宅総合整備課長・安心居住推進課長・総務課民間事業支援調整室長通 

知）により適切に対応されたいこと。（施行規則第 12 条第１号） 

③ 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合にあっては、例えば、高齢者の

年齢の範囲を極めて限定的に設定するなど、実質的に住宅確保要配慮者の入居を拒否することにな

らないものであること。（法第 10 条第１項第３号、施行規則第 13 条） 

④ 供給促進計画において登録基準を強化・緩和する場合であっても、適切な居住水準が確保され 

る必要があること。（法第 10 条第１項第５号） 

 
２ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に当たっての留意事項 

(１) 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録については、当該事業に係る賃貸住宅を構成する

建築物ごとに登録を受けることとされているが、当該建築物の全戸を登録することが可能であるほか、当

該建築物のうち一部（一戸）のみを登録することも可能である。また、入居を受け入れることとする

住宅確保要配慮者の範囲を定めることができることとされており、当該建築物の戸ごとに住宅確保要

配慮者の範囲を定めることも可能である。 

(２) 使用貸借やサブリース等により当該住宅を賃貸する権原を有している場合には、申請の際に所有状況

等の添付書類としてマスターリース契約書の提出を求めること等により当該住宅の権原を確認するこ

とが考えられる。 

(３) 登録を受けた事業に係る賃貸住宅の情報については、入居を希望する住宅確保要配慮者に対して幅広

く提供していく必要がある。このため、登録簿を一般の閲覧に供するに当たっては、管内市町村、関

係団体等と連携し、幅広く情報提供していくことが望ましい。 

(４) 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅のうち、入居者の資格を高齢者のみに限るものについては、一定のサ

ービスを提供する場合に老人福祉法（昭和 37 年法律第 133 号）の有料老人ホームに該当し、同法第 

29 条第１項に基づく届出が必要となる場合があることから、登録申請の際に申請者に対して情報提供を

行うとともに、必要に応じて都道府県等の福祉部局に相談するように促されたい。 

(５) 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録を受けようとする者等が暴力団員等に該当する疑いが

ある場合には、「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に係る暴力団排除の推進について」

（国住備第 99 号・国住心第 246 号・国住民支第 148 号平成 29 年 10 月 25 日国土交通省住宅局住宅

総合整備課長・安心居住推進課長・総務課民間事業支援調整室長通知）により適切に対応されたい。 

(６) 被災者、ＤＶ被害者等で緊急的に住宅の確保が必要な者については、他の手段により住宅を直ちに確

保することが極めて困難であり、緊急避難的に使用することがやむを得ない場合には、登録基準や 入居

者資格を満たさないときであっても、登録を受けた住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅（以下「登録

住宅」という。）に一時的に入居させることは差し支えない。なお、このような緊急的な一時入居 

は、他の住宅を確保するまでの短期間（概ね６ヶ月以内）の使用でなければならないことに留意され

たい。 

(７) 登録を受けた事業に係る賃貸住宅を構成する建築物において当該賃貸住宅の全戸を廃止する場合

には、当該廃止の日から 30 日以内に、廃止の届出を行う必要があることに留意されたい。一方当該建 

築物において当該賃貸住宅の戸数を減らす場合は、登録事項の変更となり、当該変更の日から 30 日以内

に、変更の届出を行う必要があることに留意されたい。 
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(８) 住宅確保要配慮者が円滑に民間賃貸住宅に入居できる環境を整備するため、賃貸人に登録を働きかけ

るだけでなく、賃借人の特性に応じた住宅の供給促進のための賃貸人への支援措置や、住宅確保要配

慮者の入居の受入れに当たり賃貸人が抱く不安を解消するための居住支援等の取組みを併せて提供す

ることが有効である。これに関し、住宅確保要配慮者を受け入れる際に賃貸人が抱く不安を解消する

ために適切な対応方法や事例等をとりまとめた手引きを公表しているので、参考とされたい。 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html 

 
３ 登録住宅に係る特例 

登録を受けるためには、建築物の構造等が登録基準に適合する必要があることから、登録住宅の供給を促進す

るため、登録住宅の改修に要する費用について、独立行政法人住宅金融支援機構（以下「ＪＨＦ」という。）

が融資を行うことができることとしている。 

また、登録住宅への住宅確保要配慮者の入居を円滑に行うため、登録住宅に入居する住宅確保要配慮者

に対して、家賃債務保証業者登録規程（平成 29 年国土交通省告示第 898 号）の登録を受けた家賃債務保証

業者又は居住支援法人がその家賃債務を保証する場合に、ＪＨＦが当該保証の保険を引き受けることがで

きることとしている。 

さらに、登録住宅に入居する生活保護受給者の居住の安定の確保を図るため、登録住宅の賃貸人と保護

の実施機関の円滑な連携が行われるよう、当該生活保護受給者が家賃の請求に応じないなどの事情がある

場合には、登録住宅の賃貸人が保護の実施機関にその旨を通知し、これを受けて保護の実施機関において

は、速やかに事実確認を行うこととする規定を設けている。当該規定については、「住宅確保要配慮者に対

する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行（被保護入居者に係る特例部分）に

ついて」（社援発 1026 第２号・国住備第 103 号平成 29 年 10 月 25 日厚生労働省社会・援護局長・国土 

交通省住宅局長通知）を参考とされたい。 

 
４ 国及び地方公共団体による登録住宅に係る支援措置 

今般の登録制度においては、登録住宅のうち住宅確保要配慮者専用とするものについて、その改修や、入

居者の家賃又は家賃債務保証料の低廉化に補助を実施する地方公共団体に対して、社会資本整備総合交付

金等により支援する制度を創設したことから、地方公共団体においては、地域における住宅確保要配慮者や賃

貸人等のニーズを十分に踏まえた上で、当該制度の積極的な活用を検討されたい。 

なお、住宅確保要配慮者専用とする登録住宅については、入居者を一の属性に限定する必要はなく、複数

の属性を入居者とすることが可能であることに留意されたい。 

 
５ 指定登録機関の指定 

指定登録機関の指定に当たっては、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録事務に必要な実施体

制が確保されるよう留意されたい。 

また、地方住宅供給公社法（昭和 40 年法律第 124 号）による地方住宅供給公社は、指定登録機関の指定

を受けることはできないが、その本来業務に支障のない範囲内で、都道府県等からの業務委託を受けることは

差し支えない。 

 
６ 住宅確保要配慮者が退去する場合の配慮 

登録事業者の破産、登録事業の廃止等により、登録住宅での居住が困難になる場合には、住宅確保要配慮

者の状況を踏まえて、当該住宅確保要配慮者に適した諸条件が整った他の賃貸住宅等のリストを提示した

り、入居に必要な公的主体による支援措置を紹介したりするなど、必要な援助を行うよう努め、住宅確保要

配慮者の居住の安定が確保されるよう配慮することが望ましい。 

特に入居者の居住の安定に支障が生じる可能性がある場合等については、登録事業者から報告を求め、状

況を把握するとともに、必要に応じて市町村の福祉部局等と協力して転居先の確保を図るなど、きめ細かな対応

を図ることが望ましい。 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html
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第５ 居住支援法人の指定 

居住支援法人の指定制度の運用に当たっては、以下の事項を踏まえ、住宅部局と福祉部局との情報共有

を図るなど、緊密な連携に努められたい。 

 
１ 居住支援法人の指定に当たっては、申請があった場合には、法第 40 条各号の指定基準に適合するか否か

適正に審査するよう留意されたい。審査に当たっての具体的な指定基準の考え方については、都道府県にお

いて判断することになるが、同号に掲げられている指定基準の考え方については、例えば以下のようなもの

が考えられる。 

① 職員、支援業務の実施の方法その他の支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施の

ために適切なものであること 

• 支援業務の実施のために必要な組織体制、人員体制を確保していること 

• 特定の者につき不当に差別的な取扱いを行わないものであること 等 

② 支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するもので

あること 

• 支援業務を行うに十分な財源を有していること 

• 住宅確保要配慮者に対する居住支援活動の実績を有していること 等 

③ 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること 

• 職員又は役員が暴力団員等でないこと 

• 役員のうちに禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった

日から起算して一定年数を経過しない者がいないこと 等 

④ 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施

に支障を及ぼすおそれがないものであること 

• 他の業務を実施する組織との間に適切な分離がなされていること 等 

⑤ その他、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること 

• 定款等において支援業務を実施するために必要な記載がされていること 

• 支援業務の実施のための意思決定がなされていること 等 

 

２ 居住支援法人は、必ずしも改正法第 42 条各号に掲げる業務を全て行う必要はないが、各業務を行う備え

があることについては、都道府県において確認されたい。その際、以下の場合については、その備えがあ

るものとして取り扱われたい。 

① 定款に各業務の実施に関することが記載されている場合 

（定款に、例えば「要配慮者の居住の支援に係る業務」等の包括的に全ての業務を読込むことが

できる記載がある場合も可能。） 

②  施行規則第 27 条第２項第４号ロに規定する「支援業務の概要に関する事項」を記載した書類に、実

際に行う支援業務の概要のほか、必要が生じた場合には各業務を行う旨が記載されている場合 

なお、上記①②が困難な場合にあっては、家賃債務保証業務に関して以下を満たす場合には、その備

えがあると判断して差し支えない。 

③  家賃債務保証業者登録規程の登録を受けた家賃債務保証業者と連携を図る旨が施行規則第 27 条

第２項第４号ロに規定する「支援業務の概要に関する事項」を記載した書類に記載されている場合 

 
３ 居住支援法人は、指定を受けた都道府県の全域において活動する必要はなく、一部の区域において活動する

ことも可能であることに留意されたい。また、居住支援法人として複数の都道府県を跨いで業務を行おうと

する場合には、それぞれの都道府県知事による指定が必要となることに留意されたい。 

 
４ 支援業務については、全ての住宅確保要配慮者を対象とする必要はなく、一部の属性の住宅確保要配

慮者に限った支援を行うことも可能であることに留意されたい。 
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５ 債務保証業務規程の認可に当たっては、 

①  被保証人の範囲が特定の者につき不当に差別的な扱いとなっていないか 

②  保証料の額が著しく高いものとなっていないか 

③  求償権の行使方法が適切なものとなっているか 

等、当該規程の内容が債務保証業務を公正かつ適確に実施することができると認められるものとなって

いるか総合的に確認されたい。 

 
６ 地域において住宅確保要配慮者の居住の支援を行う団体については、市町村の福祉部局等が実情等を把

握している場合が多いことから、居住支援法人の申請の際に市町村からの推薦書等がある場合には、これら

を考慮の上、指定することが望ましい。なお、推薦書の提出はあくまで任意のものであり、申請に当たっ

て推薦書の提出を義務付けするような運用は避けられたい。 

 
７ 居住支援法人は、法第 51 条第１項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会（以下「居住支援協議会」

という。）に参加することは義務付けられてはいないが、居住支援法人を指定するに当たっては、居住支

援協議会への参加について積極的に働きかけられたい。 

 
８ 都道府県知事は、地方住宅供給公社法による地方住宅供給公社を居住支援法人として指定することは

できないことに留意されたい。 

 
第６ 住宅確保要配慮者居住支援協議会 

居住支援協議会の活動については、「居住支援協議会による「住まい」の包括サポートを実現するための

取組について」（平成 27 年５月 15 日付け障障発 0515 第２号、老高発 0515 第１号、国住心第 30 号）にお

いて、居住支援の充実を要請しているところであるが、以下の事項を踏まえ、引き続き強化を図るよう努め

るとともに、都道府県においては、貴管下の市区町村（政令指定都市及び中核市を除く。）に対しても当該

事項について周知されたい。 

 
１ 地域の実情を踏まえたきめ細やかな居住支援を実施するためには、基礎自治体である市区町村におい

ても、可能な限り居住支援協議会を独自に設立することが望ましい。このため、居住支援協議会を設立し

ていない市区町村においては、設立又は設立に向けた検討に努められたい。 

なお、市区町村独自の居住支援協議会の設立が困難である場合は、都道府県が設立する居住支援協議

会の構成員となり活動するよう努められたい。 

 
２ 前述のとおり、今回の制度においては、居住支援協議会と居住支援法人が連携して住宅確保要配慮者

の居住支援を実施することが効果的である。このため、各居住支援協議会において、居住支援法人を構成

員とすることや、居住支援法人の積極的な活用に努められたい。 

 
３  法第 20 条第２項に規定する家賃債務保証業者については、家賃債務の保証を適正かつ確実に実施するこ

とができると認められるものとして国土交通省が登録することとしている。 

居住支援協議会において、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居支援を行うために家賃債

務保証を活用する場合は、当該登録家賃債務保証業者との連携を図るよう努められたい。 

 
４ 住宅確保要配慮者については、入居時の住宅・サービスの情報提供、契約締結等の支援だけではなく、

入居中の生活の充実に向けた支援も重要であることから、地方公共団体の福祉部局をはじめ、関係団体と積

極的な連携を図るよう努められたい。 

 
５ 住宅確保要配慮者の入居を拒まない登録事業者については、地域における住宅確保要配慮者に対する

居住支援等の取組みに関する理解をより深めてもらうこと等が重要であることから、これらの情報を共有 
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する場として、居住支援協議会の下に、貴管轄内の登録事業者を構成員とする連絡協議会等を設立する

ことが考えられる。また、連絡協議会等の設立が困難な場合には、登録事業者を対象として、住宅確保要

配慮者の居住支援に係る情報について、セミナーの開催やメール、リーフレット等により情報提供すること

も考えられる。 

 
６ 居住支援協議会において、必要な場合には、当該協議会の構成員であることを証する書面等を発行するよう

努められたい。 

 
第７ 大都市等の特例 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等については、指定都市及び中核市においては、当該指

定都市若しくは中核市（以下「指定都市等」という。）又は指定都市等の長が行うこととされており、当該

指定都市等又は指定都市等の長におかれては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給を適確に促進す

るため、当該事務の円滑な運用等について、都道府県と十分に調整を行うことが望ましい。 
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○ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を

改正する法律（被保護入居者に係る特例関係）の施行について 

（平成 29 年 10 月 25 日） 
 
 

社 援 発  1 0 2 6 第２  号 

国 住 備 第  103 号 

平成 29 年 10 月 25 日 

 

各 都 道 府 県 知  事 

政令指定都市の長 殿

中 核 市 の 長 

 
厚生労働省社会・援護局長 

（ 公 印 省 略 ）

国 土 交 通 省 住 宅 局 長 

（  公  印  省  略  ） 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律 

（被保護入居者に係る特例関係）の施行について 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 

24 号）が平成 29 年 10 月 25 日に施行された。 

同法は、生活保護受給者を含む低額所得者、高齢者、子育て世帯等の賃貸人から入居を制限される場合

のある者を「住宅確保要配慮者」と位置づけ、民間の空き家・空き室を有効活用した住宅確保要配慮者の

入居を拒まない賃貸住宅の登録制度（以下「登録住宅制度」という。）を創設するとともに、住宅確保要

配慮者に家賃債務の保証、円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助等を行う住宅確保要

配慮者居住支援法人（以下「居住支援法人」という。）を指定する仕組みを設けるなど、重層的な住宅セー

フティネット機能の強化を図ることを目的とするものである。 

また、同法による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 19 年法 

律第 112 号）第 21 条において、登録住宅に入居する生活保護受給者（以下「被保護入居者」という。）の

居住の安定の確保を図るため、登録住宅の賃貸人と保護の実施機関の円滑な連携が行われるよう、当該被

保護入居者が家賃の請求に応じないなどの事情がある場合には、登録住宅の賃貸人が保護の実施機関にそ

の旨を通知し、これを受けて保護の実施機関においては、速やかに事実確認を行うこととする規定を設けている。 

このため、施行に当たっては、下記の事項及び別紙「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に

関する法律の一部を改正する法律の施行について」（平成 29 年 10 月 25 日国住備第 102 号・国住心第252 

号・国住民支第 150 号国土交通省住宅局長通知）に留意の上、住宅部局と福祉部局が緊密に連携しつつ、

制度の的確かつ円滑な運用に特段の御配慮をお願いする。 

また、都道府県におかれては、貴管下市町村（政令指定都市及び中核市を除く）に対しても、この旨周知

いただくようお願いする。 

 
記 

 

第１ 改正の趣旨 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律は、住宅確保要配 
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慮者の増加が見込まれる中、家賃滞納、居室内の事故や孤独死、騒音等に対する不安により、賃貸人から入

居が制限される懸念があり、住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進していく必要があること、空き家・空

き室を有効に活用していくことも早急に取り組まなければならない課題であること、といった我が国の住

宅セーフティネットを取り巻く環境の変化の中で、 

• 都道府県及び市町村による賃貸住宅供給促進計画の作成 

• 民間の空き家・空き室を有効活用した住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の

創設 

• 住宅確保要配慮者居住支援法人の指定 

等の措置を講ずるなど、重層的な住宅セーフティネット機能の強化を図ることを目的とするものである。 

 

なお、以下、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律は「住宅セーフティネット

法」と、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成 29 年 10 月 20 

日国土交通省令第 63 号）は「住宅セーフティネット法施行規則」と、国土交通省・厚生労働省関係住宅

確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成 29 年 10 月 24 日厚生労働省

令・国土交通省令第１号）は、「共同施行規則」と、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に

関する法律施行規則第十一条ただし書及び第十二条第二号ロの国土交通大臣が定める基準（平成 29 年 

10 月 20 日国土交通大臣告示第 941 号）は「シェアハウス告示」という。 

 

第２ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業  

１．住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録 

住宅セーフティネット法第８条に基づき、住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住

宅を賃貸する事業（以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。）を行う者は、当該事業に係

る建築物ごとに、都道府県知事（政令指定都市の長及び中核市の長を含む。）の登録を受けることができる。 

 
２．登録の基準等 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録基準は住宅セーフティネット法第10 条第１項各号に規定

されているが、おおむね以下のとおりである。 

（１）住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が 25 ㎡（共用部分に台所、収納設備又は浴室等

を備える場合は 18 ㎡、共同居住型賃貸住宅にあっては、15 ㎡×定員数＋10 ㎡）以上であること。（住

宅セーフティネット法第 10 条第１項第１号、住宅セーフティネット法施行規則第 11 条、シェアハウス

告示第２条第１号） 

（２）住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造及び設備が、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）、建築基 

準法（昭和 25 年法律第 201 号）等に違反しないものであることや、台所、便所、収納設備、洗面設備

及び浴室等を備えたものであることなど、住宅セーフティネット法施行規則及びシェアハウス告示で定め

る基準に適合するものであること。（住宅セーフティネット法第 10 条第１項２号、住宅セーフティ 

ネット法施行規則第 12 条、シェアハウス告示第２条４号及び第５号） 

（３）入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合にあっては、その範囲が、特定の

者について不当に差別的なものでないこと、入居することができる者が著しく少数となるものでないこと

その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。（住宅セーフティネット法第 10 

条第１項３号、住宅セーフティネット法施行規則第 13 条） 

（４）家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。（住宅セ

ーフティネット法第 10 条第１項４号、住宅セーフティネット法施行規則第 14 条） 

（５）その他国土交通大臣が定める住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方

針（市町村賃貸住宅供給促進計画、都道府県賃貸住宅供給促進計画が策定されている地域にあっては

これらを含む。）に照らして適切なものであること。（住宅セーフティネット法第 10 条第１項第５号） 

なお、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積や設備の基準等については、都道府県や市町村

の賃貸住宅供給促進計画において強化・緩和することができることとされている。（住宅セーフティ 
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ネット法第 10 条第１項第５号、住宅セーフティネット法施行規則第 15 条、第 16 条） 

 

３．登録簿の閲覧、登録事業者の業務等 

都道府県知事は、１の登録の申請が２の基準に適合していると認めるときは、登録を受けようとする者が住宅

セーフティネット法第 11 条第１項各号に規定する欠格事由に該当する場合を除き、その登録をし、その旨

を登録住宅の存する市町村の長に通知するとともに、登録簿閲覧所の設置や都道府県のホームページへの

掲載等により、登録簿を一般の閲覧に供することとされている。（住宅セーフティネット法第 10 条、 

第 11 条、第 13 条） 

また、登録事業者は、登録事項を公示するとともに、登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者に対

し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならないこととされている。（住宅セーフ

ティネット法第 16 条、第 17 条） 

 
第３ 保護の実施機関による被保護入居者の状況の把握等 

住宅セーフティネット法第 21 条においては、被保護入居者が家賃の請求に応じないなど被保護入居者の

居住の安定の確保を図る上で支障となる事情がある場合に、当該被保護入居者が入居する登録住宅の登録

事業者がその旨を保護の実施機関に通知することができること（同条第 1 項）、また、この通知を受けたと 

きは、保護の実施機関は、速やかに、住宅扶助費等の代理納付その他の生活保護法（昭和 25 年法律第 144

号）に定める保護の目的を達するために必要な措置をとる必要があるかどうかを判断するため、被保護入居

者の状況の把握等の事実関係の確認の措置を講ずることとされた。（同条第 2 項） 

これは、生活保護受給者が家賃等の支払いのために給付された住宅扶助費を家賃等の支払いに充てず滞

納してしまう場合があり、滞納が重なれば住宅からの退去を迫られるなど、生活保護受給者本人の居住の安定も

阻害されること、また、滞納等への不安から、民間賃貸住宅の賃貸人が生活保護受給者の入居に及び腰とな

る場合があることから、今般、登録住宅制度を創設するに当たって、一定の要件を満たす登録事業者が保護

の実施機関に対する連絡を行うことにより、被保護入居者についての状況把握を保護の実施機関が適時適

切に行うことができ、適切な援助が行えるよう情報連携の仕組みを設けたものである。 

通知を行うことができる登録事業者の要件、家賃の請求に応じない等の通知を行う事情及び通知を行う

際の通知の様式等については、共同施行規則に規定しているが、おおむね以下のとおりである。   

１．登録事業者の要件について 

住宅セーフティネット法第21 条第１項に規定する保護の実施機関に通知することができる登録事業者の要

件は、以下に掲げる要件のいずれかに該当するものとしている。 

（１） 住宅セーフティネット法第 51 条第１項の住宅確保要配慮者居住支援協議会（以下「居住支援協議

会」という。）の構成員である登録事業者、居住支援協議会の構成員である団体に加入している登録事

業者、又は居住支援協議会の構成員に登録住宅の管理を委託している登録事業者（共同施行規則第１

条第１号） 

居住支援協議会とは、地方公共団体、居住支援法人、宅地建物取引業者、賃貸住宅を管理する事業を

行う者などの住宅確保要配慮者の円滑な入居の促進に資する活動を行う者から構成される協議会であ

り、住宅確保要配慮者等への情報の提供などの入居の促進について協議することとされている。 

居住支援協議会の構成員であることを証するため、各居住支援協議会は、必要な場合には、当該居住

支援協議会の構成員であることを証する書面を発行することとされている。 

（２）  居住支援法人である登録事業者、又は居住支援法人に登録住宅の管理を委託している登録事業者 

（共同施行規則第１条第２号） 

居住支援法人とは、特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の非営利法人

又は住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社であって、住宅確保要配慮者の居住

に関する支援を行うものとして都道府県知事の指定を受けた法人であり、以下の業務を行うものとさ

れている。 

ア 登録住宅入居者の家賃債務の保証 

イ 住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助 
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ウ 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の

援助 

エ ア～ウに附帯する業務 

（３） 賃貸住宅管理業者登録規程（平成 23 年国土交通省告示第 998 号）の登録を受けた賃貸住宅管理業

者（以下「登録管理業者」という。）である登録事業者、又は登録管理業者に登録住宅の管理を委託し

ている登録事業者（共同施行規則第１条第３号） 

登録管理業者とは、賃貸住宅管理業者登録規程に基づき、国土交通大臣の登録を受けて、賃貸住宅の

委託管理や賃貸住宅の転貸（サブリース）を行う事業者であって、賃貸住宅管理業務処理準則（平成 23 

年国土交通省告示第 999 号）に基づき、賃借人等の保護に資する公正な業務遂行が求められ、国土交

通大臣による指導等によって、受領する金銭の分別管理を行うなどその業務の適正な運営の確保が図

られるものである。 

※ 賃貸住宅管理業者登録制度の詳細については、下記ホームページ参照 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/tintai/index.html 

 
なお、住宅セーフティネット法第 21 条第１項の「登録事業者」は、登録住宅に入居する被保護入居者を

賃借人とする当該登録住宅に係る建物賃貸借契約の賃貸人である登録事業者をいう。すなわち、生活保護

受給者以外を対象とする登録住宅を賃貸する登録事業者は、自ら賃貸する登録住宅でない賃貸住宅に生活

保護受給者が入居していることを知り得たとしても、当該生活保護受給者に関して同項に基づく通知を行

うことはできない。 

また、登録住宅を管理する者（当該登録住宅の登録事業者ではない場合）は、自らが管理する登録住宅に

生活保護受給者が入居していることを知り得たとしても、管理している登録住宅に入居している生活保護

受給者の賃貸人ではないことから、通知を行うことはできない。ただし、当該登録住宅の登録事業者からの

当該通知に係る事務の委任を受ければ、通知を行うことはできる。 

 
２．被保護入居者の居住の安定を図る上で支障となる事情について 

家賃の請求に応じないことその他の被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となるものとして

保護の実施機関に通知することができる事情については、共同施行規則第２条各号に規定しているがおお

むね以下のとおりである。 

（１） 被保護入居者が家賃又は共益費（以下「家賃等」という。）の請求に応じないこと。（共同施行規則

第２条第１号） 

（２） 被保護入居者が家賃等を滞納していること。（共同施行規則第２条第１号）

一部は支払っているが一部を滞納している場合もこれに含まれる。 

なお、共同施行規則第２条第２号中「当該被保護入居者に対して生活保護法（昭和二十五年法律第

百四十四号）第十四条に規定する住宅扶助又は同法第十二条に規定する生活扶助のため保護金品が支

給される月に家賃等を支払う旨を当該被保護入居者が約している場合を除く。」とあるのは、被保護入

居者（賃借人）と登録事業者（賃貸人）間の契約上、前月までに家賃等を支払うこととなっていても、

別途、生活保護費の支給月（当月）に家賃等を支払う旨約している場合は、滞納に当たらないことを明

確にしたものである。 

（３） 被保護入居者が過去に他の賃貸住宅において家賃等を滞納していた事実があることその他被保護

入居者が家賃等を滞納するおそれが明らかであること。（共同施行規則第２条第３号） 

被保護入居者が入居している又は入居しようとする登録住宅に関しては（１）（２）の事情は発生し

ていないが、過去に家賃等を滞納していた事実があることなどの被保護入居者の居住の安定を図る上

で支障となる事情を登録事業者が把握している場合に通知を行うことができることとした。 

「その他被保護入居者が家賃等を滞納するおそれが明らか」である場合については、共同施行規則の別

記様式において 

• 登録事業者が管理する他の物件を賃貸していた際に度重なる家賃の滞納があった 

• 認知症／心身の障害／高齢等により金銭管理や銀行振込みといった日常生活の営みに困難を感じ 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/tintai/index.html
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ている様子がみられる 

•過去に家賃等の滞納のため、保護の実施機関の指導により代理納付となっていた旨、申出があった 

といった具体例を示している。 

 

３．通知の方法について 

登録事業者が住宅セーフティネット法第 21 条第１項の通知をする場合には、共同施行規則別記様式によ

る通知書により行うとともに、登録事業者が同項の要件に該当することを証する書面等を添付しなければ

ならない。ただし、保護の実施機関が同項の要件に該当する旨の事実を公簿等によって確認することができる場合

には、添付書類を省略することができることとしている。（共同施行規則第３条第１項、第２項） 

保護の実施機関が住宅セーフティネット法第21 条第１項の要件に該当する旨の事実を公簿等によって確

認することができる場合としては、例えば、賃貸住宅管理業務処理準則に基づく登録管理業者であるか否かに

ついて、国土交通省の検索システムで確認する場合が考えられる。 

※ 国土交通省の検索システムについては、下記ホームページ。 

http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/chintaiInit.do 

そのほか、居住支援協議会の構成員であるか否かについて、各居住支援協議会のホームページで確認する場合

も考えられる。 

共同施行規則別記様式には、登録事業者の要件に関する事項、被保護入居者の居住の安定を図る上で支

障となる事情、被保護入居者の氏名、住所、家賃等の額等が記載されることとしているので、被保護入居者

の状況の把握等事実関係の確認の措置に役立てられたい。 

また、別記様式中「代理納付された金品の返還に関する事項等」において、登録事業者の留意事項とし

て、 

（１） 生活保護法第 37 条の２に基づき、保護の実施機関により住宅扶助のための保護金品等をもって、家

賃等の代理納付が行われた場合であって、①その金額が過分であるなど過誤払いがあったことが発覚

したこと又は②被保護入居者の保護の内容の変更、停廃止若しくは取消しがあったことなどにより、保護

の実施機関から、既に代理納付された家賃等の全部又は一部の返還を求められたときは当該金品につ

いて、速やかに返還すること。 

（２） 生活保護法第 37 条の２に基づき、保護の実施機関が住宅扶助のための保護金品等をもって代理納付

を行う場合は、保護の実施機関は第三者の立場で被保護入居者の家賃等の債務を弁済するものであっ

て、賃貸人との関係で家賃等の債務を負うものではないこと。 

（３） 保護の実施機関が代理納付を行う場合、代理納付を受ける登録事業者は、代理納付に必要な資料の

提供等を行い、円滑な代理納付の実施に協力すること。 

とし、登録事業者はこの内容をよく理解し、これらの事項に同意の上、別記様式による通知を行うこととさ

れている。 

 
４．保護の実施機関による被保護入居者の状況の把握等の事実関係の確認の措置を講ずる手続について 

登録事業者から被保護入居者の家賃滞納等に関する状況を保護の実施機関に通知した場合は、被保護入 

居者の居住の安定を確保するため、速やかに、訪問、電話連絡等による被保護入居者の状況の把握その他当

該通知に係る事実について確認するための措置を講ずることとされている（。住宅セーフティネット法第 21

条第２項） 

その上で、保護の実施機関において、保護の目的を達するために必要があると判断された場合について

は、生活保護法第 37 条の２に基づき、住宅扶助費等の代理納付の措置を講ずることやその他の必要な措置

を検討されたい。 

家賃の滞納等があった場合でも、生活保護受給者の住まいや生活状況によっては、転居するよう指導したり、

保護施設等の適切な施設への入所措置をとることが必要な場合や、将来の生活保護脱却へ向けて金銭管理能

力を養うため、家賃納付を自ら行うことが適当な場合も考えられることから、被保護入居者の状況を勘案し、適

切な措置を講ずることとされたい。 

http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/chintaiInit.do
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なお、この取扱いは、被保護入居者が入居する住宅の登録事業者から当該被保護入居者に関する住宅セ

ーフティネット法第21 条第１項による通知が共同施行規則別記様式で行われた場合に限り適用されるもの

であり、登録事業者以外の事業者等から生活保護受給者に関して照会等があった場合は適用されない。 

 
５．保護の実施機関において講ずる措置に関する登録事業者に対する連絡について 

住宅扶助費の代理納付の措置その他の必要な措置について判断を行った場合は、被保護入居者に連絡す

るとともに、その結果を、通知を行った登録事業者にも伝えることが、登録事業者との円滑な協力関係を築

くことにつながり、被保護入居者の居住の安定に資すると考えられる。具体的な事務処理方法については、別途

通知することとする。 

 
以上 
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○ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第 21 条に 

基づく通知を行った登録事業者への連絡について（平成 29 年 11 月 17 日） 

 
社援保発 1117 第１号 

国 住 備 第 1 1 0 号 

平成 29 年 11 月 17 日 

 

各 都 道 府 県

政令指定都市

中  核  市 

 

民生主管部（局）長 殿

住宅担当部長 殿 

 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保  護 課  長 

（ 公 印 省 略 ）

国土交通省住宅局住宅総合整備課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

第 21 条に基づく通知を行った登録事業者への連絡について 

 
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 

24 号）が平成 29 年 10 月 25 日に施行されたところである。同法による改正後の住宅確保要配慮者に対する 

賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 19 年法律第 112 号。以下「住宅セーフティネット法」という。） 

第 21 条において、登録住宅に入居する生活保護受給者（以下「被保護入居者」という。）の居住の安定の

確保を図るため、被保護入居者が家賃の請求に応じないなどの事情がある場合には、登録住宅の賃貸人が保護の

実施機関にその旨を通知し、これを受けて保護の実施機関においては、速やかに事実確認等を行うこととする

規定が設けられた。 

この規定に関し、保護の実施機関において講ずる措置に関する登録事業者に対する連絡の具体的な事務

処理方法について、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律の一部を改正する法律

の施行（被保護入居者に係る特例部分）について」（平成 29 年 10 月 25 日付け社援発 1026 第２号・

国住備第103号厚生労働省社会・援護局長・国土交通省住宅局長通知）第３の５において、別途通知する

ことと するとしていたが、下記の通り整理したので、了知の上、管内実施機関に周知願いたい。 

 
記 

 

住宅セーフティネット法第 21 条第１項に基づき登録事業者から通知があった後、生活保護法（昭和 25 年 

法律第 144 号）第 37 条の２に基づく住宅扶助費の代理納付の措置その他の必要な措置について判断を行った

場合は、被保護入居者に連絡するとともに、その結果を、通知を行った登録事業者にも伝えることが、登録

事業者との円滑な協力関係を築くことにつながり、被保護入居者の居住の安定にも資すると考えられるこ

とから、保護の実施機関は、以下の取扱いにより、速やかに、通知を行った登録事業者に連絡することとさ

れたい。 

なお、保護の実施機関は、通知を行った登録事業者に対して、被保護入居者に対する保護の実施に関する

事項について教示する法律上の義務を負うものではない。したがって、登録事業者への被保護入居者の個人情

報に関わる事項の連絡に際しては、各地方公共団体における個人情報保護条例に即して判断されたい。 

 
１．連絡内容 

保護の実施機関から登録事業者に対し住宅扶助費の代理納付の措置等についての判断結果を連絡する場 
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合には、別紙様式を参考として、以下の事項について連絡すること。 

• 住宅扶助費の代理納付の措置等についての判断結果 

• 保護の実施機関が住宅扶助費の代理納付の措置等を講じる場合には、その開始時期

なお、住宅扶助費の代理納付の措置等についての判断結果の理由を連絡する必要はない。 

 
２．その他 

登録事業者による通知の際に添付される賃貸借契約書には、通常、家賃等の支払期限が記載されている

ので、被保護入居者の居住の安定に支障が生じないよう、家賃等の支払期限を参考にして、速やかに、通知

を行った登録事業者に判断結果を連絡することが望ましい。 

 
以上 

 

（別紙） 

 

年 月 日 

 

 
 

殿 

 

 
 

○○○○福祉事務所長 

 

 
 

通 知 書 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 19 年法

律第 112 号）第 21 条第１項に基づいて、平成  年  月  日付けで受領した

貴通知については、下記の通り取り扱うこととしたので御連絡します。 

 

 

記 

 

 
 

１ 生活保護法第 37 条の２に基づく住宅扶助費等の代理納付 

 

□ 実施する（ 月分から） 

□ 実施しない（※） 

 

※ 対象となる被保護者が存在しないときや個人情報保護のため対象とな

る被保護者の存在の有無を明らかにできないときを含む。 

 
２ その他連絡事項 

 

 
 

以上 
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○  スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱（平成二十七年国住心

第二百二十八号） 

 
第 1  通則 

スマートウェルネス住宅等推進事業に係る補助金（以下「補助金」という。）の交付に関しては、補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）及び第 22 に定める関係法令及

び関連通知によるほか、この要綱に定めるところによる。 

 
第 2  目的 

この要綱は、サービス付き高齢者向け住宅の整備を行う事業、公的賃貸住宅団地等の住宅団地や共同

住宅（以下「住宅団地等」という。）において、高齢者、障害者又は子育て世帯（以下「高齢者等」と

いう。）の生活を支援する施設を整備する事業、高齢者等の居住の安定確保と健康の維持・増進を推進

する先導的な住まいづくり又はまちづくりに関する事業及び住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅を供給す

るため住宅等の改良を行う事業について、その費用の一部を補助するために必要な事項を定めることに

より、高齢者等の多様な世代が交流し、安心して健康に暮らすことができる環境の整備を図ることを目

的とする。 

 
第 3  定義 

この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 サービス付き高齢者向け住宅 

高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13 年法律第 26 号）（以下「高齢者住まい法」という。）

第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。 

二 高齢者生活支援施設 

高齢者の生活を支援する施設（地域に開放するものを含む。）であって、次のイからハまでに該当

するものをいう。 

イ 住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目（平成 12 年 3 月 24 日建設省住備発第 42 号、 

住整発第 27 号、住防発第 19 号、住街発第 29 号、住市発第 12 号住宅局長通知）第 2 第 3 項ハ（12） 

③第 1 号から第 7 号までに規定する施設 

ロ 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院若しくは同条第 2 項に規定 

する診療所又は健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 88 条第 1 項に規定する訪問看護事業の用

に供する施設 

ハ イ又はロに掲げる施設に付随する収納施設等

三 共同住宅の共用部分等 

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令（平成 13 年政令第 250 号）第５条第二号に規定する

共同住宅の共用部分等をいう。 

四 加齢対応構造等 

高齢者住まい法第４条第３項に規定する加齢対応構造等をいう。

五 障害者福祉施設 

障害者の生活を支援する施設（地域に開放するものを含む。）であって、次のイ又はロに該当する

ものをいう。 

イ 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 2 条第 2 項第二号（ただし、児童養護施設及び第 6 号イ

に掲げる施設を除く。）並びに第四号に規定する施設 

ロ 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する法律施行令（平成 17 年政令

第 257 号。以下「地域住宅特別措置法施行令」という。）第 2 条第二号又は第六号に規定する施設 

六 子育て支援施設 

子育て世帯（同居者に 18 歳未満の者がいる世帯をいう。）の生活を支援する施設（地域に開放する 
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ものを含む。）であって、次のイからハまでのいずれかに該当するものをいう。 

イ 社会福祉法第 2 条第 2 項第二号に掲げる施設（ただし、乳児院、母子生活支援施設又は児童自立

支援施設に限る。） 

ロ 地域住宅特別措置法施行令第 2 条第一号、第三号又は第五号に規定する施設 

ハ 住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目（平成 12 年 3 月 24 日建設省住備発第 42 号、 

住整発第 27 号、住防発第 19 号、住街発第 29 号、住市発第 12 号住宅局長通知）第 2 第 3 項ハ（13）

に規定する施設 

七 高齢者生活支援施設等 

高齢者生活支援施設、障害者福祉施設又は子育て支援施設をいう。

八 スマートウェルネス計画 

次のイからハまでの内容を含む住宅団地等における高齢者等の居住の安定確保、地域住民の健康の

維持・増進、多様な世代の交流促進、地域コミュニティ活動の活性化等の取組に関する計画をいう。

イ  住宅団地等における高齢者等の居住の安定確保、地域住民の健康の維持・増進、多様な世代の交 

流促進、地域コミュニティ活動の活性化等に関する方針 

ロ 高齢者等向けの住宅及び高齢者生活支援施設等に関する事項 

ハ 見守り等の生活支援、多様な世代の交流等の活動に関する事項 

九 中心拠点区域 

社会資本整備総合交付金交付要綱（平成 22 年 3 月 26 日付け国官会第 2317 号）付属第Ⅱ編イ―１０ 

（１）７．１の（２）に規定する中心拠点区域をいう。

十 生活拠点区域 

社会資本整備総合交付金交付要綱付属第Ⅱ編イ―１０（１）７．１の（４）に規定する生活拠点区域

をいう。 

十一 中心拠点誘導施設 

社会資本整備総合交付金交付要綱付属第Ⅱ編イ―１０（１）７．１の（５）に規定する中心拠点誘導

施設をいう。 

十二 生活拠点誘導施設 

社会資本整備総合交付金交付要綱付属第Ⅱ編イ―１０（１）７．１の（７）に規定する生活拠点誘導

施設をいう。 

十三 都市再構築型高齢者生活支援施設等整備事業 

第 4 第一号に掲げる高齢者生活支援施設の建設、買取り若しくは改良又は第 4 第二号に掲げる高齢者

生活支援施設等の整備のうち、三大都市圏の政令市及び特別区を除く、中心拠点誘導施設又は生活拠

点誘導施設の整備に該当するものをいう。 

十四 負担増分用地費 

社会資本整備総合交付金交付要綱付属第Ⅱ編イ―１０（１）７．１の（１６）に規定する負担増分用

地費をいう。 

十五 夫婦型サービス付き高齢者向け住宅 

次の全ての要件に適合するサービス付き高齢者向け住宅をいう。

イ 住戸部分の床面積が 30 ㎡以上であること 

ロ 住戸部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室の全てが設置されていること

十六 既存ストック型サービス付き高齢者向け住宅 

次のいずれかの要件に適合するサービス付き高齢者向け住宅をいう。

イ 階段室型の共同住宅を活用し、新たに共用廊下を設置すること 

ロ 戸建住宅や事務所等を活用し、用途変更に伴い建築基準法等の法令適合のための工事が新たに必要

となること 

十七 拠点型サービス付き高齢者向け住宅 

次のいずれかに該当する施設を併設するサービス付き高齢者向け住宅をいう 

イ 小規模多機能型居宅介護事業所 
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ロ 複合型サービス事業所  

ハ 短期入所生活介護事業所 

ニ 短期入所療養介護事業所 

十八 生涯活躍のまち形成事業計画 

地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）第 17 条の 14 第 1 項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画

をいう。 

十九 生涯活躍のまち形成地域 

地域再生法第５条第４項第八号に規定する生涯活躍のまち形成地域をいう。

二十 地域住宅計画 

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法（平成 17 年法律第 

79 号）第 6 条第 1 項に規定する地域住宅計画をいう。

二十一 都市再生整備計画 

都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）第 46 条第 1 項に規定する都市再生整備計画をいう。

二十二 空家等対策計画 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号）第６条第１項に規定する空家等

対策計画をいう。 

二十三 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成 29 年 

法律第 24 号）による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 

19 年法律第 112 号。以下「改正住宅セーフティネット法」という。）第８条に規定する住宅確保要配

慮者円滑入居賃貸住宅をいう。 

二十四 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅であって、入居者の資格を第４第四号(1)の規定に基づき定め

るものをいう。 

二十五 住宅確保要配慮者居住支援協議会 

改正住宅セーフティネット法第 51 条第１項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会をいう。 

二十六 高齢者世帯 

次のイ及びロに該当する者又は当該者と同居するその配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上 

夫婦と同様の関係にあるものを含む。）である世帯をいう。 

イ 60 歳以上の者であること 

ロ 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること 

(1) 同居する者がない者であること 

(2) 同居する者が配偶者、60 歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情

により当該入居者と同居させることが必要であると都道府県知事等が認める者であること 

二十七 障害者等世帯 

同居者に次の各号のいずれかに該当する者がある世帯をいう。 

イ 障害者基本法第２条第一号に規定する障害者でその障害の程度が、次の(1)から(3)までに掲げる

障害の種類に応じ、当該(1)から(3)までに定めるとおりとする。 

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和 25 年厚生省令第 15 号）別表第五号の一級から

四級までのいずれかに該当する程度 

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和 25 年政令第 155 号）第 

６条第３項に規定する一級又は二級に該当する程度 

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度 

ロ 戦傷病者特別援護法（昭和 38 年法律第 168 号）第２条第１項に規定する戦傷病者でその障害の 

程度が、恩給法（大正 12 年法律第 48 号）別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法

別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度 

ハ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第 117 号）第 11 条第１項の規定によ 
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る厚生労働大臣の認定を受けている者 

ニ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していないもの 

ホ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成 13 年法律第 63 号）第２

条に規定するハンセン病療養所入所者等 

二十八 子育て世帯 

子ども（18 歳に達する日以降の最初の３月 31 日までの間にある者）又は妊娠している者がいる世

帯をいう。 

二十九 新婚世帯 

配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。）

を得て５年以内の世帯をいう。 

三十 被災者世帯 

災害（発生した日から起算して三年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。）に

より滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は災害に際し災害

救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用された同法第 2 条に規定する市町村の区域に当該災害が発

生した日において住所を有していた世帯をいう。 

三十一 外国人世帯 

日本の国籍を有しない者のみで構成される世帯をいう。

三十二  収入 

公営住宅法施行令（昭和 26 年政令第 240 号）第１条第三号に定める収入をいう。 

 

第 4  補助事業 

補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号に掲げる事業のいずれかに

該当し、第一号は平成 32 年度までに着手する事業（平成 33 年 3 月 31 日において完了しないものにつ 

いては、同日後に実施される事業の部分を除く。）、第四号は平成 31 年度までに着手する事業、それ以外 

は平成 30 年度までに着手する事業（第二号に掲げる事業であって、平成 31 年 3 月 31 日において完了

しないものについては、同日後に実施される事業の部分を除く。）であって、国土交通大臣（以下「大臣」と

いう。）が予算の範囲内において補助金を交付する必要があると認めるものとする。 

一 サービス付き高齢者向け住宅整備事業 

次の（1）及び（2）のいずれも満たすものをいう。ただし、補助事業の選定に当たっては、高齢者向

けの住宅・施設の供給が不足している地域で実施される事業を優先するものとする。 

（1） 次のイ、ロ及びハに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ、ロ及びハに定めるところにより実施さ

れる事業 

イ 建設型 

サービス付き高齢者向け住宅を供給するため、住宅及び高齢者生活支援施設の建設を行う事業

ロ  買取り型 

サービス付き高齢者向け住宅を供給するため、住宅及び高齢者生活支援施設の買取りを行う事業ハ 

改良型 

サービス付き高齢者向け住宅を供給するため、住宅及び高齢者生活支援施設の改良を行う事業 

（2） 次のイからニまでに掲げる要件に適合しているもの 

イ 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められていること

ロ 入居者からの家賃等の徴収方法が前払いによるものに限定されていないこと 

ハ 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく登録が 10 年間継続されること

ニ 市町村のまちづくり方針と整合していること 

二 スマートウェルネス拠点整備事業 

次の（1）及び（2）に掲げる要件に適合する住宅団地等において、既存の建築物の改良若しくは増築、

又は住宅団地等の敷地における新築により、高齢者生活支援施設等を整備する事業 

(1) 住宅の戸数が 100 戸以上（生涯活躍のまち形成事業計画に記載された生涯活躍のまち形成地域の 
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区域内においては高齢者向け住宅の戸数が 30 戸以上）であること（ただし、地方公共団体が住宅確

保要配慮者の居住の安定の確保を図ることを目的として整備費の一部を負担して整備の推進を図る

賃貸住宅についてはこの限りでない。） 

(2) 生涯活躍のまち形成事業計画に記載された生涯活躍のまち形成地域の区域外にあっては、地方公

共団体と連携し、住宅団地等の管理者等により、スマートウェルネス計画が定められていること（ただし、

地域住宅計画又は都市再生整備計画において子育て支援を図るものとして位置付けられた住宅団地

等の区域内において実施する事業については、この限りでない。） 

三 スマートウェルネス住宅等推進モデル事業 

大臣が公募し、学識経験者等の意見を踏まえた上で、次の(1)及び(2)に掲げる要件に適合する高齢

者等の居住の安定確保及び健康維持・増進に資する先導的な事業として選定した事業 

（1） 高齢者等の居住の安定確保及び健康維持・増進に資する先導的な提案や創意工夫を含むもので 

あること 

（2） 公開すること等により、高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する住まいづく 

り又はまちづくりの推進上効果が高いと認められるものであること 

四 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業 

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅を供給するため、住宅等の改良を行う事業であって、次の（1）から 

（4）までに掲げる要件に適合するものをいう。 

(1) 対象住戸の入居世帯の資格をイからチまでに掲げる世帯とするものであること 

イ 高齢者世帯 

ロ 障害者等世帯

ハ 子育て等世帯

ニ 新婚世帯 

ホ 被災者世帯 

へ  外国人世帯 

ト 収入が 15 万８千円以下のもの 

チ 賃貸住宅供給促進計画に定める住宅確保要配慮者 

(2) 対象住戸の入居者の家賃の額が、収入分位 40%の家賃算定基礎額に市町村立地係数及び 50 ㎡の

規模係数を乗じて得た額以下であること 

(3) 対象住戸について住宅確保要配慮者専用賃貸住宅としての管理期間が 10 年以上であること 

(4) 住宅が次のイ及びロに掲げる区域内に存するものであること 

イ 空家等対策計画等において、空家の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への有効活用等の推進

が位置づけられている地方公共団体の区域 

ロ 住宅確保要配慮者居住支援協議会等において住宅確保要配慮者に住宅確保要配慮者円滑入居賃

貸住宅の情報提供やあっせんを行うなど、住宅確保要配慮者居住支援協議会等との連携に係る取

組を行っている地方公共団体の区域 

五 評価事業 

次のイからハまでに掲げる要件のすべてに適合している法人が行う第三号に掲げる事業に係る評価

イ 公平性及び中立性の高い機関であること 

ロ 事業を的確に遂行する技術能力（保健医療サービス及び福祉サービス等に関する知識を含む。）を

有すること 

ハ 事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること

六 普及広報事業 

次のイからハまでに掲げる要件に適合している者のうち大臣が公募し、選定した者が行う第一号か

ら第四号までに掲げる事業に係る普及、広報及び情報提供 

イ 公平性及び中立性の高い機関であること 

ロ 事業を的確に遂行する技術能力を有すること 

ハ 事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること 
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七 調査事業 

次のイからハまでに掲げる要件に適合している者のうち大臣が公募し、選定した者が行う高齢者等

の居住の安定確保及び健康の維持・増進の推進に係る調査 

イ 公平性及び中立性の高い機関であること 

ロ 事業を的確に遂行する技術能力を有すること 

ハ 事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること

八 事務事業 

次のイからハまでに掲げる要件に適合する者のうち大臣が公募し、選定した者（以下「事務事業者」

という。）が第一号から第四号までに掲げる事業を行う者に必要な費用を交付する事業 

イ 当該事業を適確に遂行する技術能力（建築工事費の積算等に関する知識を含む。）を有し、かつ、

当該事業の遂行に必要な組織、人員を有していること 

ロ 当該事業に係る経理その他の事務について適確な管理体制及び処理能力を有していること

ハ 当該事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること 

 
第 5  補助金の額 

1  補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 サービス付き高齢者向け住宅整備事業 

次のイ、ロ及びハに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ、ロ及びハに定める額とする。（ただし、それ

ぞれの補助対象事業費については、事業目的の達成のために必要な範囲を過度に逸脱する華美又は過大

な設備に係る費用を除いて算定することとする。） 

イ 建設型 

補助対象事業費（住宅及び高齢者生活支援施設の建設に係る費用）の 10 分の 1 以内の額 

（ただし、住宅の建設に係る補助金の額については当該住宅の戸数に 100 万円（平成 29 年度まで 

に着手する事業については、夫婦型サービス付き高齢者向け住宅にあっては 135 万円、それ以外の 

サービス付き高齢者向け住宅にあっては 120 万円（住戸部分の床面積が 25 ㎡未満のサービス付き 

高齢者向け住宅にあっては 110 万円）とする。）を乗じた額、高齢者生活支援施設の建設に係る補 

助金の額については 1 施設ごとに 1,000 万円（平成 29 年度までに着手する事業については、拠点 

型サービス付き高齢者向け住宅に併設する第3 第十七号イからニまでに掲げる施設にあっては1,200万

円とする。）をそれぞれ限度とする。） 

ロ 買取り型 

補助対象事業費（住宅及び高齢者生活支援施設の買取りに係る費用）の 10 分の 1 以内の額 

（ただし、住宅の買取りに係る補助金の額については当該住宅の戸数に 100 万円（平成 29 年度ま 

でに着手する事業については、夫婦型サービス付き高齢者向け住宅にあっては 135 万円、それ以外 

のサービス付き高齢者向け住宅にあっては 120 万円とする。）を乗じた額、高齢者生活支援施設の 

買取りに係る補助金の額については 1 施設ごとに 1,000 万円（平成 29 年度までに着手する事業に 

ついては、拠点型サービス付き高齢者向け住宅に併設する第 3 第十七号イからニまでに掲げる施設 

にあっては 1,200 万円とする。）をそれぞれ限度とする。）

ハ 改良型 

補助対象事業費（共同住宅の共用部分、加齢対応構造等及び高齢者生活支援施設の改良に係る費

用、並びに用途変更に伴い建築基準法等の法令に適合させるために必要となる構造・設備の改良 

に係る費用（エレベーターの設置に係る費用を除く。））の 3 分の 1 以内の額及びエレベーターの設

置に係る費用の 3 分の 2 以内の額 

（ただし、共同住宅の共用部分及び加齢対応構造等の改良、並びに用途変更に伴い建築基準法等の

法令に適合させるために必要となる構造・設備の改良に係る補助金の額（エレベーター設置に係 

る補助金の額を除く。）については当該住宅の戸数に 100 万円（平成 29 年度までに着手する事業に

ついては、既存ストック型サービス付き高齢者向け住宅にあっては 150 万円、夫婦型サービス付き

高齢者向け住宅にあっては 135 万円、それら以外のサービス付き高齢者向け住宅にあっては 120 万円 
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とする。）を乗じた額を、エレベーターの設置に係る補助金の額については当該エレベーターの基

数に 1,000 万円を乗じた額の合計額を、高齢者生活支援施設の改良に係る補助金の額については 1施

設ごとに 1,000 万円（平成 29 年度までに着手する事業については、拠点型サービス付き高齢者 

向け住宅に併設する第 3 第十七号イからニまでに掲げる施設にあっては 1,200 万円とする。）をそ

れぞれ限度とする。） 

二 スマートウェルネス拠点整備事業 

補助対象事業費（スマートウェルネス計画に定められた高齢者生活支援施設等又は生涯活躍のま

ち形成事業計画に記載された生涯活躍のまち形成地域の区域内に存する高齢者生活支援施設等の整

備に係る費用）の 3 分の 1 以内の額とする。（ただし、1 施設ごとに 1,000 万円を限度とする。） 

三 スマートウェルネス住宅等推進モデル事業 次のイからニまでに掲げる額の合計とする。 

イ 調査設計計画費 

住宅及び高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進の推進に資する施設の建築設計費の 3 

分の 2 以内の額とする。 

ロ 建設工事費等 

住宅及び高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進の推進に資する施設において、改修

に要した費用の 3 分の 2 以内の額、建設又は取得に要した費用の 10 分の 1 以内の額とし、各年度の

補助金の額は、当該年度の建設工事の出来高を超えないものとする。 

ハ 技術の検証費 

居住実験、社会実験その他選定された事業における技術の検証に要する費用の 3 分の 2 以内の

額とする。 

ニ 情報提供及び普及費 

展示用住宅の整備、展示用模型の作成その他選定された事業における情報提供及び普及に要す

る費用の 3 分の 2 以内の額とする。ただし、展示用住宅の整備にあっては、展示用住宅の建設に 

要する費用に 10 分の 9 及び展示年数を 7 で除して得た数値（1 を超える場合にあっては、1 とす 

る。）を乗じて得た額の 3 分の 2 以内の額とする。

四 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業 

次のイからトまでに掲げる費用の合計額の 3 分の 1 以内の額（ただし、補助金の額については当概 

住宅の戸数に 50 万円（ロからニまでに掲げる工事を実施する場合は 100 万円とする。）を乗じた額を

限度とする。） 

イ バリアフリー改修工事に係る費用

ロ 耐震改修工事に係る費用 

ハ 共同居住用住居に用途変更するための改修工事に係る費用

ニ 間取り変更工事に係る費用 

ホ 調査において居住のために最低限必要と認められた工事（従前賃貸住宅として使用されていたも

のを除き、かつ、一定期間空き家であったものに限る。）に係る費用 

へ 入居対象者の居住の安定確保を図るため住宅確保要配慮者居住支援協議会等が必要と認める改

修工事に係る費用 

ト イからへまでに掲げる工事に係る調査設計計画（インスペクションを含む。）に係る費用

五 評価事業 

第 4 第三号までに掲げる事業に係る評価に必要な費用以内の額とする。 

六 普及広報事業 

第 4 第一号から第四号までに掲げる事業に係る普及、広報及び情報提供に必要な費用以内の額とす

る。 

七 調査事業 

高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進の推進に係る調査に必要な費用以内の額とする。

八 事務事業 
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次のイ及びロに掲げる費用の合計とする。 

イ 第4 第一号から第四号までに掲げる事業に要する費用を交付するための費用（以下「間接補助金」と

いう。） 

第一号から第四号までに掲げる費用とする。

ロ 事務費 

第 4 第八号に掲げる事業の実施に必要な事務費として、第一号から第四号までに掲げる事業に

要する費用の0.1％から3％までの範囲内において大臣が定める率を乗じて得た額とする。ただし、

この率によることが著しく不適当である場合には、この率によらないことができる。 

2  前項第一号又は第二号に掲げる補助金の額の算定にあたっては、都市再構築型高齢者生活支援施設等整

備事業については、高齢者生活支援施設等に係る負担増分用地費を補助象事業費に加算することとする。また、

都市再構築型高齢者生活支援施設等整備事業のうち、次の(1)又は(2)に該当するものにあっては、高齢者生

活支援施設等に係る補助限度額を１施設ごとに 1,200 万円とする。 

(1) 中心拠点区域における次のいずれかの事業 

イ 低未利用地において誘導施設を整備することにより、土地の有効活用を図り、都市機能の確保を実

現する事業 

ロ 誘導施設を含む医療、社会福祉、商業、行政等の複数の機能を有する施設の整備により、まちの

核となる拠点を形成する事業 

ハ  複数の敷地を集約・整序し、土地の有効活用を図り、誘導施設を整備する事業 

ニ 既存ストックの活用を図るため、既存建造物の改修により誘導施設の整備を行う事業 

(2)生活拠点区域における次のいずれかの事業 

イ 誘導施設の内外において公共交通利用者が安全・快適に利用することができる待合スペースの整

備を行う事業 

ロ 既存ストックの活用を図るため、既存建造物の改修により誘導施設の整備を行う事業 

3  第 6 に規定する全体設計に係る補助事業にあっては、各年度の補助金の額は、当該年度に支出される補助

事業に要する費用の額を超えないものとする。 

 
第 6  全体設計の承認 

1  第 4 第一号から第四号までに掲げる事業を行おうとする者は、当該補助事業に係る建設工事が複数年度に

わたる場合には、初年度の補助金の交付の申請までに、当該建設工事に係る事業費の総額及び補助事業

の完了の予定期日等について、全体設計承認申請書を大臣に提出することができる。なお、当該建設工事

に係る事業費の総額を変更する場合も同様とする。 

2  大臣は、全体設計承認申請書を受理し、審査の上適当と認めた場合は、当該全体設計を承認し、全体設

計の承認を申請した者に通知するものとする。 

3  第 1 項の全体設計承認申請書の提出及び前項の通知は、大臣が事務事業者を選定した場合にあっては、当

該事務事業者を経由して行うものとする。 

 
第 7  補助金の交付の申請 

1 補助金の交付の申請をしようとする者は、大臣に補助金交付申請書を提出しなければならない。 

2  第 4 第一号、第二号及び第四号に掲げる事業に係る補助金の交付の申請をしようとする者にあっては、補

助金交付申請書を住棟又は団地別に作成しなければならない。 

3  補助事業の実施が複数年度にわたる場合には、前 2 項に準じて毎年度補助金交付申請書を作成しなけれ

ばならない。 

4  第 1 項の申請に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額又はその見込額が明らかになる場合に

は、これを減額して申請しなければならない。 

 
第 8  補助金の交付の決定等 

1 大臣は、第 7 第 1 項の規定による補助金交付申請書等の提出があったときは、審査の上、補助金の交付 
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の決定を行い、その決定の内容及びこれに条件を附したときにはその条件を補助金の交付の申請をした

者に通知するものとする。 

2  大臣は、交付の決定を行うに当たっては、第 7 第 4 項により当該補助金に係る消費税仕入控除税額又は

その見込額について減額して交付の申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたとき

は、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。 

3  大臣は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定又は消費税の申告後におい

て精算減額又は返還を行うことを条件として附して交付の決定を行うものとする。 

 
第 9  申請の取下げ 

1  補助金の交付を申請した者は、第 8 第 1 項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補

助金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、大臣の定める期日までに、申請の

取下げをすることができる。 

2  前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったもの

とみなす。 

 
第 10  事業内容の変更 

1  第 8 第 1 項の規定による通知を受領し、第 4 各号に掲げる事業を行う者（以下「補助事業者」という。）

は、やむを得ない事由により、次の各号に該当する行為をしようとするときは、あらかじめ大臣の承認を

得なければならない。 

一 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更（ただし、第 3 項第一号から第三号までに

掲げる事業内容の軽微な変更の場合についてはこの限りではない。） 

二 補助事業の中止又は廃止 

2  補助事業者は、やむを得ない事由により、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂

行が困難となった場合においては、速やかに大臣に報告してその指示を受けなければならない。 

3  大臣の承認を要しない事業内容の軽微な変更は、次の各号に掲げる変更で、補助金の額に変更を生じな

いものとする。 

一 工事施行箇所の変更で工事の重要な部分に関するもの以外のもの 

二 施設の構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変更で、補助金の交

付の決定の基礎となった設計（変更設計を含む。）に基づく工事の程度を著しく変更するもの以外のも

の 

三 本工事費、附帯工事費の工種別の金額の 3 割（当該工種別の金額の 3 割に相当する金額が 9,000 千 

円以下であるときは 9,000 千円）又は 30,000 千円を超える変更以外のもの

四 その他大臣が認めるもの 

4  補助事業者は、補助金の額に変更を生じる場合には、補助金交付変更申請書を作成し大臣に提出しなけ

ればならない。 

5  第 4 第一号に掲げる事業を行う者は、そのサービス付き高齢者向け住宅について、3 月以上の間、高齢者

の入居者を確保できないときは、高齢者以外の者に賃貸し、又は転貸事業者に転貸させることができる。

この場合においては、その賃貸借又は転貸借を、借地借家法（平成 3 年法律第 90 号）第 38 条第 1 項の規

定による建物の賃貸借（以下「定期建物賃貸借」という。）（ 5  年を上回らない期間を定めたものに限る。

以下この条において同じ。）とし、又は定期建物賃貸借とするよう必要な措置を講じなければならない。 

 
第 11  状況の報告 

大臣は、必要があると認められるときは、補助事業者に対し、補助事業の進行状況に関する報告を求

め、又はその進行状況を調査することができる。 

 
第 12  実績の報告等 
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1 補助事業者は、補助事業が完了したとき（第 10 第 1 項第二号の規定により補助事業の中止又は廃止の 

承認を受けたときを含む。）は、補助事業の完了の日から起算して 1 箇月を経過した日又は補助事業の完 

了の日の属する会計年度の翌年度の 4 月 10 日のいずれか早い日までに、実績報告書を大臣に提出しなけ 

ればならない。また、補助金の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合も、その翌年度の 4 月 10

日までに、当該実績報告書を大臣に提出しなければならない。 

2  補助事業者は、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにな

った場合には、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。 

3  補助事業者は、第 1 項の場合において、やむを得ない事由によりその提出が遅延する場合には、あらかじ

め大臣の承認を受けなければならない。 

 
第 13  補助金の額の確定 

1  大臣は、第 12 第 1 項の実績報告書の提出を受けた場合においては、その内容の審査及び必要に応じて行

う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付された

条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

補助事業者に通知するものとする。 

2  大臣は、額の確定を行うに当たっては、第 12 第 2 項により当該補助金に係る消費税仕入控除税額につい

て減額して実績の報告がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入

控除税額を減額するものとする。 

 
第 14  補助金の支払い 

1  補助金は、第 13 第 1 項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必

要があると認められる経費については、概算払いをすることができる。 

2  補助事業者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、支払い請求書を大臣に提出

しなければならない。 

 
第 15  交付決定の取消等 

次の各号のいずれかに該当するときは、大臣は、補助事業者に対して、補助金の全部若しくは一部を

交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

一 補助事業者が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に違反した場合 

二 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢、虚偽その他不適当な行為をした場合 

三 交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった

場合 

四 前 3 号に掲げる場合のほか、補助事業者が補助金の交付の決定の内容その他法令又はこれに基づく大

臣の処分に違反した場合 

 
第 16  消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還 

1  補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税

額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書を速やかに大臣に提出しなければならない。 

2  大臣は、前項の提出を受けた場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部

を国に納付させることを条件とする。 

 
第 17  経理書類の保管 

補助事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入及び支出の内容を

記載した帳簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補

助金の交付を受けた年度終了後 5 年間保存しておかなければならない。 

 
第 18  書類の様式及び提出方法 
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1 書類の様式は、別表に定めるとおりとする。 

2  前項に規定する書類のうち補助事業者が申請又は報告等すべきものについては、大臣に 2 部提出するも

のとする。 

 
第 19  間接補助金の交付 

事務事業者は、第 5 第八号イに規定する間接補助金の交付を受けたときは、遅滞なく、間接補助金を 

第 4 第一号から第四号までに掲げる事業を行う者に交付しなければならない。 

 

第 20  間接補助金の交付の際に附すべき条件 

1  事務事業者は、間接補助金を交付しようとするときは、第 6 から第 17 まで及び第 22 の規定に準ずる条

件を附さなければならない。 

2  事務事業者は、前項の規定のほか、第４第一号から第四号までに掲げる事業を行う者に補助金の一部又

は全部の返還を命じた場合であって、事務事業者が定めた期日までに返還すべき補助金が納付されなか

った場合、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律第１９条第２項に規定する割合の延滞金を課すものとする。 

 
第 21  間接補助金の交付規程の承認 

事務事業者は、間接補助金の交付の手続き等について交付規程を定め、大臣の承認を受けなければな

らない。なお、当該交付規程を変更する場合も同様とする。 

 
第 22  運営 

補助金の交付等に関しては、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号） 

二  国土交通省所管補助金等交付規則（平成 12 年内閣府・建設省令第 9 号） 

三 補助事業等における残存物件の取扱いについて（昭和 34 年 3 月 12 日付け建設省会発第 74 号建設

事務次官通達） 

四 公営住宅建設事業等における残存物件の取扱いについて（昭和 34 年 4 月 15 日付け建設省住発第 120

号住宅局長通達） 

五 建設省所管補助事業における食料費の支出について（平成 7 年 11 月 20 日付建設省会発第 641 号建

設事務次官通知） 

六 住宅局所管補助事業等における消費税相当額の取扱について（平成 17 年 9 月 1 日付け国住総第 37

号住宅局長通知） 

七 その他関連通知等に定めるもの 

 

附  則 

1 本要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から適用する。 

2  高齢者等居住安定化推進事業補助金交付要綱（平成 22 年 3 月 31 日 国住備第 191 号）（以下「旧要綱」

という。）は、廃止する。ただし、この要綱の施行の際、旧要綱に基づき行われている事業については、

旧要綱を、なお効力を有するものとみなして適用することができる。 

 
附  則 

1 本要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律の公布

日から適用する。 
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○  住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業対象要綱（平成二十九年国住備第

十四号） 

 
（通則） 

第１条 社会資本整備総合交付金交付要綱（平成22年３月26日付け国官会第2317号）に規定する住宅確保要

配慮者専用賃貸住宅改修事業の対象等に関しては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に

関する法律の一部を改正する法律（平成29年法律第24号）により改正された後の住宅確保要配慮者に対

する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号。以下「改正住宅セーフティネット法」とい

う。）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）並びに関係法令及び

関係通知によるほか、この要綱の定めるところによる。 

 
（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅 改正住宅セーフティネット法第8条に規定する住宅確保要配 

慮者円滑入居賃貸住宅をいう。 

二 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅であって、入居者の資格を第 

３条第一号の規定に基づき定めるものをいう。 

三 住宅確保要配慮者居住支援協議会 改正住宅セーフティネット法第51条第１項に規定する住宅確保

要配慮者居住支援協議会をいう。 

四 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業 地方公共団体が、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅を供給

するため住宅等の改良を行う者に対し、改良に要する費用を補助する事業 

五 高齢者世帯 次のイ及びロに該当する者又は当該者と同居するその配偶者（婚姻の届出をしていない

が事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。）である世帯をいう。 

イ 60 歳以上の者であること 

ロ 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること 

(1) 同居する者がない者であること 

(2)  同居する者が配偶者、60 歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情

により当該入居者と同居させることが必要であると都道府県知事等が認める者であること 

六 障害者等世帯 同居者に次の各号のいずれかに該当する者がある世帯をいう。 

イ 障害者基本法第２条第一号に規定する障害者でその障害の程度が、次の(1)から(3)までに掲げる

障害の種類に応じ、当該(1)から(3)までに定めるとおりとする。 

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和 25 年厚生省令第 15 号）別表第五号の一級から

四級までのいずれかに該当する程度 

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和 25 年政令第 155 号）第 

６条第３項に規定する一級又は二級に該当する程度 

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度 

ロ 戦傷病者特別援護法（昭和 38 年法律第 168 号）第２条第１項に規定する戦傷病者でその障害の 

程度が、恩給法（大正 12 年法律第 48 号）別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法

別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度 

ハ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第 117 号）第 11 条第１項の規定によ

る厚生労働大臣の認定を受けている者 

ニ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していないもの 

ホ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成 13 年法律第 63 号）第２

条に規定するハンセン病療養所入所者等 

七 子育て世帯 子ども（18 歳に達する日以降の最初の３月 31 日までの間にある者）又は妊娠してい

る者がいる世帯をいう。 
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八 新婚世帯 配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者

を含む。）を得て５年以内の世帯をいう。 

九 被災者世帯 災害（発生した日から起算して三年を経過していないものに限る。以下この号におい

て同じ。）により滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は災害

に際し災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用された同法第 2 条に規定する市町村の区域に当

該災害が発生した日において住所を有していた世帯をいう。 

十 外国人世帯 日本の国籍を有しない者のみで構成される世帯をいう。 

十一 収入 公営住宅法施行令（昭和 26 年政令第 240 号）第１条第三号に定める収入をいう。 

十二 賃貸住宅供給促進計画 改正住宅セーフティネット法第５条に規定する都道府県賃貸住宅供給促進

計画及び同法第６条に規定する市町村賃貸住宅供給促進計画をいう。 

十三 空家等対策計画 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号）第６条第１項

に規定する空家等対策計画をいう。 

 
（対象） 

第３条  住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業の対象は、次の各号に掲げる要件に適合する住宅確保要

配慮者専用賃貸住宅を供給するために行う改良に要する費用とする。 

一 入居世帯の資格を次のイからニまでに掲げる世帯とするものであること 

イ 次の(1)から(5)までに該当する世帯であって、その収入が 38 万７千円以下のもの 

(1)高齢者世帯 

(2)障害者等世帯 

(3)子育て世帯 

(4)新婚世帯 

(5)外国人世帯 

ロ 収入が15万８千円以下のもの

ハ 被災者世帯 

ニ 賃貸住宅供給促進計画に定める住宅確保要配慮者であって、収入が38万７千円以下のもの

二 家賃の額を近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない水準以下で定めるものであること 

三 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅としての管理の期間が10年以上であること

四 住宅が次のイ及びロに掲げる区域内に存するものであること 

イ 空家等対策計画等において、空家の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への有効活用等の推進が位

置づけられている地方公共団体の区域 

ロ 住宅確保要配慮者居住支援協議会等において住宅確保要配慮者に住宅確保要配慮者円滑入居賃貸

住宅の情報提供やあっせんを行うなど、住宅確保要配慮者居住支援協議会等との連携に係る取組を行

っている地方公共団体の区域 

五 本要綱に基づき改良に要する費用の補助を受けようとする者が、既に本要綱に基づき改良に要する

費用の補助を受けたことがある場合、当該住宅について、地方公共団体が定める収入以下の入居者が、一定

の割合以上入居していること（既に補助を受けた住宅の戸数が、国土交通大臣が定める戸数未満の者

を除く。） 

六 賃貸人は、入居者が不正の行為によって住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に入居したときは、当該住

宅確保要配慮者専用賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすること 

 
（対象額） 

第４条 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業における改良に係る対象額は、次の各号に掲げる費用（以下、

この条において「改良に係る費用」という。）のうち、地方公共団体が改良を行う者に対し補助する額

（改良に係る費用の３分の２に相当する額を限度とする。）とする。 

一 バリアフリー改修工事に係る費用

二 耐震改修工事に係る費用 
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三 共同居住用住居に用途変更するための改修工事に係る費用

四 間取り変更工事に係る費用 

五 調査において居住のために最低限必要と認められた工事（従前賃貸住宅として使用されていたもの

を除き、かつ、一定期間空き家であったものに限る。）に係る費用 

六 入居対象者の居住の安定確保を図るため住宅確保要配慮者居住支援協議会等が必要と認める改修工

事に係る費用 

七 第一号から第六号までに掲げる工事に係る調査設計計画（インスペクションを含む。）に係る費用 

２  一の住宅確保要配慮者専用賃貸住宅において、改良に係る費用の限度は、前項第一号から第七号まで 

に掲げる工事に係る費用の合計額（ただし、150 万円（前項第二号から第四号までに掲げる工事を実施す

る場合は 300 万円とする。）を限度とする。）とする。 

 
附 則 

本要綱は、改正住宅セーフティネット法の公布日より施行する。 
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○ 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱（平成十八年国住備第百三十二号） 

 
 

第１  通則 

公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（以下「補助金」という。）の交付については、公営住宅法（昭和26

年法律第193号。以下「公営法」という。）、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成５年法律

第52号。以下「特優賃法」という。）、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号。以

下「高齢者住まい法」という。），住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 

19年法律第112号。以下「住宅セーフティネット法」という。）及び補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律（昭和30年法律第179号）並びに関係法令及び関係通知によるほか、この要綱の定めるとこ

ろによる。 

 
第２  交付の目的 

補助金は、公的賃貸住宅等に係る家賃及び家賃債務保証料の減額について、その経費の一部を補助す

ることにより、地方公共団体の負担する当該経費に関する地域間の不均衡を調整等することを目的とす

る。 

 
第３  用語の定義 

この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 公営住宅 

公営法第２条第二号に規定する公営住宅をいう。ただし、次号に掲げるものを除く。

二 公営住宅等ストック総合改善事業に係る公営住宅 

公営法第２条第二号に規定する公営住宅のうち、公営住宅等ストック総合改善事業対象要綱（平成 

17年８月１日付け国住備第38-3号）第２第十一号に規定する全面的改善事業を施行した住宅及び公営

住宅等ストック総合改善事業補助金交付要綱（平成12年３月24日付け建設省住備発第34号。以下「ス

トック改善要綱」という。）第３第十二号に規定するエレベーター設置住宅をいう。 

三 更新住宅 

改良住宅等改善事業制度要綱（平成11年4月11日付け建設省住整発第25号）第２第二十号に規定す

る更新住宅をいう。 

四 特定優良賃貸住宅等 

次に掲げる賃貸住宅をいう。

イ 特定優良賃貸住宅 

特優賃法第６条に規定する特定優良賃貸住宅をいう。

ロ 特定公共賃貸住宅 

特優賃法第18条第２項に規定する賃貸住宅をいう。

ハ 準特定優良賃貸住宅等 

準特定優良賃貸住宅制度要綱（平成16年４月１日付け国住備第22-5号。以下「準特優賃要綱」と

いう。）第２第五号に規定する準特定優良賃貸住宅（準特優賃要綱適用以前の類似の制度に基づき

整備された賃貸住宅を含む。）をいう。 

五 高齢者向け優良賃貸住宅等 

高齢者向け優良賃貸住宅制度補助要領（平成13年８月５日付け国住備第90号。以下「高優賃要領」

という。）第２第三号に規定する高齢者向け優良賃貸住宅等（高優賃要領適用以前の類似の制度に基

づき整備された賃貸住宅を含む。）をいう。 

六 都市再生住宅等 

住宅市街地総合整備事業制度要綱（平成16年４月１日付け国住市第350号。以下「住市総要綱」と

いう。）第２第七号に規定する都市再生住宅等（住市総要綱適用以前の類似の制度に基づき整備され

た賃貸住宅を含む。）をいう。 



第３章 お役立ち資料 

189 

 

 

 

 

七  地域優良賃貸住宅（転用型） 

地域優良賃貸住宅制度要綱（平成 19 年３月 28 日付け国住備第 160 号。以下「地優賃要綱」と

いう。）第２条第八号ニに定める賃貸住宅をいう。 

八  公的賃貸住宅 

第一号から前号までに掲げる住宅をいう。

九 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅 

住宅セーフティネット法第 8 条に規定する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅であって、入居者の

資格を第４第４項ロに規定するものとするものをいう。 

十 住宅確保要配慮者居住支援協議会 

住宅セーフティネット法第 51 条第１項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会をいう。 

十一  住宅確保要配慮者居住支援法人 

住宅セーフティネット法第 40 条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人をいう。

十二  住宅市街地総合整備事業 

社会資本整備総合交付金交付要綱（平成 22 年３月 26 日付け国官会第 2317 号）附属第Ⅰ編イ－16 

－（８）及びロ－16－（８）に規定する住宅市街地総合整備事業をいう。

十三 高齢者居住安定確保計画 

高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13 年法律第 26 号）第４条第１項に規定する都道府県

高齢者居住安定確保計画又は同法第４条の２第１項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画をいう。 

十四 地域住宅計画 

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法（平成 17 年法律第 

79 号。以下「地域住宅特措法」という。）第６条第１項に規定する地域住宅計画をいう。

十五 供給計画 

特優賃法第２条第１項に規定する供給計画、高齢者住まい法第30条第１項に規定する供給計画、準

特優賃要綱第３第１項又は地優賃要綱第３条第１項に規定する供給計画をいう。 

 
第４  補助金の交付の対象 

国は、借上げに係る公営住宅又は都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）第 47 条第２項に規定 

する交付金の交付対象事業若しくは住宅市街地総合整備事業により整備される公営住宅（平成 18 年４月 

１日以降に管理開始される住宅に限る。以下「借上公営住宅等」という。）について、この要綱に基づき、

家賃に係る補助を行うものとする。 

２ 国は、借上公営住宅等及び地域優良賃貸住宅（転用型）以外の公的賃貸住宅（平成 18 年３月 31 日以

前に管理開始された第３第１項第二号から第六号までに掲げる住宅に限る。ただし、特定優良賃貸住宅

等及び高齢者向け優良賃貸住宅等にあっては、同日前に入居者の公募が開始された住宅及び同日前に供

給計画の認定若しくは報告がなされ、又は建設の工事に着手し、かつ平成 19 年３月 31 日以前に管理開 

始される住宅を含み、都市再生住宅等にあっては、平成18 年４月１日以降に管理開始される住宅を含む。）に

ついて、この要綱に基づき家賃に係る補助を行うことができる。 

３ 国は、地域優良賃貸住宅（転用型）のうち、公的賃貸住宅家賃低廉化事業対象要綱（平成 18 年３月 27 

日国住備第 126 号）第８第２項各号の規定に適合するものについて、この要綱に基づき、同第３項から

第５項までの規定に準じ、家賃に係る補助を行うものとする。 

４ 国は、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅のうち、次の各号に掲げる要件に適合するものについて、この要

綱に基づき、家賃に係る補助を行うことができる。 

一 次のイ及びロに該当するものであること 

イ 管理開始から 10 年（家賃に係る補助の総額が限度額の 10 年間分を超えない場合にあっては、20年

以内で地方公共団体が定める期間）以内のもの 

ロ 入居世帯が次の(1)又は(2)に該当するもの 

(1) 次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、当該入居者の所得（公営住宅法施行令（昭 

和 26 年政令第 240 号）第１条第三号に定める収入をいう。以下同じ。）が 15 万８千円を超えな 
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いもの（ただし、家賃低廉化対象額の算定対象とした期間が、③及び④に該当するものにあって

は６年以内で地方公共団体が定める期間のもの、⑤に該当するものにあっては３年以内で地方

公共団体が定める期間のものに限る。） 

① 次の各号のすべてに該当する高齢者又は当該高齢者と同居するその配偶者（婚姻の届出を

していないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。）であるもの 

(一) 60歳以上の者であること 

(二) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること 

(イ) 同居する者がない者であること 

(ロ) 同居する者が配偶者、60歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他

特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると都道府県知事（市の区

域内にあっては、当該市の長。）が認める者であること 

② 入居者又は同居者に、次の各号のいずれかに該当する者があるもの 

(一) 障害者基本法第２条第一号に規定する障害者でその障害の程度が、次の（イ）から（ハ）

までに掲げる障害の種類に応じ、当該（イ）から（ハ）までに定めるとおりとする。 

(イ) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第五号の一

級から四級までのいずれかに該当する程度 

(ロ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第155

号）第６条第３項に規定する一級又は二級に該当する程度 

(ハ) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度 

(二) 戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第２条第１項に規定する戦傷病者でその障

害の程度が、恩給法（大正12年法律第48号）別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症ま

で又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度 

(三) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）第11条第１項の規定

による厚生労働大臣の認定を受けている者 

(四) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していないもの 

(五) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成13年法律第63号）第

２条に規定するハンセン病療養所入所者等 

③ 災害（発生した日から起算して三年を経過していないものに限る。）により滅失若しくは損

傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していたもの又は災害に際し災害救助法（昭

和22年法律第118号）が適用された同法第2条に規定する市町村の区域に当該災害が発生した

日において住所を有していたもの 

④ 子ども（18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者）又は妊娠している者がい

るもの 

⑤ 配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者

を含む。）を得て５年以内のもの 

(2) 入居者の所得が 15 万８千円を超えないもの 

二 入居者が、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 14 条に規定する住宅扶助又は生活困窮者自立 

支援法（平成 25 年法律第 105 号）第２条第３項に規定する生活困窮者住居確保給付金を受給してい

ないものであること 

三 家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しない水準以下であること 

四 高齢者世帯を家賃低廉化の対象とする場合、当該住宅の存する地方公共団体の高齢者居住安定確保

計画又は地域住宅計画等において、対象とする高齢者世帯の考え方及び対象世帯数が明示されている

こと 

五 同一世帯について３年を超えて家賃低廉化を行う場合、住宅確保要配慮者居住支援協議会等が３年ご

とに当該世帯の家賃低廉化の継続必要性の審査を行うこと 

六 入居者の選定方法その他賃貸の条件が次のイからニまでに定める基準に準じて、適正に定められる

ものであること 
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イ 賃貸人は、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の入居者を、原則として公募すること 

ロ 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅においては、賃貸人は、抽選その他公正な方法により入居者を選

定すること 

ハ 賃貸人は、入居者が不正の行為によって住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に入居したときは、当該

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすること 

ニ 賃貸人は、次の各号に掲げる場合を除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その

他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としないこと 

(1) 毎月その月分の家賃を受領する場合 

(2) 家賃の３月分を超えない額の敷金を受領する場合 

(3) 高齢者の居住の安定確保に関する基本方針（平成 21 年厚生労働省・国土交通省告示第１号）

三に規定する高齢者居宅生活支援サービスの提供の対価として金銭を受領させる場合 

(4) 終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合（高齢 

者住まい法第 52 条の認可を受けた場合に限る。） 

５ 国は、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅のうち、次の各号に掲げる要件に適合するものについて、この

要綱に基づき、家賃債務保証料に係る補助を行うことができる。 

一 前項第一号に該当するものであること 

二 家賃債務保証料の額が適正な水準であること 

三 家賃債務保証料の低廉化を行う者が以下のイ又はロに該当する者であること

イ 住宅セーフティネット法第 20 条第２項に規定する家賃債務保証業者 

ロ 住宅確保要配慮者居住支援法人 

四 家賃債務保証料の低廉化を行う者及び賃貸人が、入居者に保証人（当該家賃債務保証料の低廉化

を行う者を除く。）を求めないこと 

６ 第４項第一号及び前項第一号の入居者の所得の算定は、原則として前年の所得により行うものとする。た

だし、所得が、同居親族の増加等により、所得が 15 万８千円以下となる場合には、この限りでない。 

７ 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の入居者は、第４項に規定する家賃の減額措置を受けようとするとき

は、毎年度、賃貸人を経由して事業主体に、所得を証明する書類を添付した申請書を提出しなければなら

ない。 

８ 事業主体は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、賃貸人を経由して、入居者に家賃の

減額に係る事項その他必要な事項を通知するものとする。 

 
第５  借上公営住宅等の家賃に係る補助金の額 

借上公営住宅等の家賃に係る補助金の額は、借上公営住宅等について、一の借上公営住宅等の家賃に

係る補助基本額（公営住宅等家賃対策補助金交付要領（平成８年８月30日付け建設省住備発第87号）の

定めるところに従い、同要領第６の規定に基づき算定した額をいう。）を合計した額（以下「借上公営住

宅等に係る補助基本額」という。）に２分の１を乗じて得た額とする。 

 
第６  借上公営住宅等以外の公的賃貸住宅の家賃に係る補助金の額 

借上公営住宅等以外の公的賃貸住宅の家賃に係る補助金の額は、事業主体が家賃対策を実施する借上

公営住宅等以外の公的賃貸住宅の戸数に 480 千円を乗じた額（以下「借上公営住宅等以外の公的賃貸住

宅に係る補助基本額」という。）に２分の１を乗じて得た額（次項に定める限度額を超える場合にあって

は、限度額。）とする。 

２ 前項の限度額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。 

一 公営住宅等ストック総合改善事業に係る公営住宅について、一の公営住宅の家賃に係る補助基本額 

（ストック改善要綱の定めるところに従い、同要綱第11の規定に基づき算定した額をいう。）を合計した額 

二 更新住宅について、一の更新住宅の家賃に係る補助基本額（公営住宅等家賃対策補助金交付要綱（昭和

55年12月20日付け建設省住建発第132-2号、建設省住建発第64-2号）の定めるところに従い、同要綱 
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第８の規定に基づき算定した額をいう。）を合計した額 

三 特定優良賃貸住宅等について、一の特定優良賃貸住宅等の家賃に係る補助基本額（特定優良賃貸住

宅供給促進事業等補助要領（平成５年７月30日付け建設省住建発第116号）等の定めるところに従い、

同要領第６の規定等に基づき算定した額をいう。）を合計した額 

四 高齢者向け優良賃貸住宅等について、一の高齢者向け優良賃貸住宅等の家賃に係る補助基本額（高

優賃要領の定めるところに従い、同要領第14の規定等に基づき算定した額をいう。）を合計した額 

五 都市再生住宅等について、一の都市再生住宅等の家賃に係る補助基本額（従前居住者用賃貸住宅等

家賃対策補助要領細目（平成12年３月24日付け建設省住市発第11号、建設省住整発第24号。）等の定め

るところに従い、同細目第３第２項の規定等に基づき算定した額をいう。）を合計した額 

六 地域優良賃貸住宅（転用型）について、一の地域優良賃貸住宅（転用型）の家賃に係る補助基本額 

（公的賃貸住宅家賃低廉化事業対象要綱の定めるところに従い、同要綱第８第２項から第５項までの

規定に基づき算定した額をいう。）を合計した額 

 
第７  住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の家賃及び家賃債務保証料に係る補助金の額 

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の家賃に係る補助金の額は、第４第４項各号に掲げる要件に適合する

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の家賃の低廉化に関し地方公共団体が家賃の低廉化を行う者に対し補助

する額の合計額に２分の１を乗じて得た額（同項の要件に該当する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の管

理月数（家賃低廉化を受けた月数に限る。）を合計した月数に 20 千円を乗じた額を限度額とする。ただ

し、1 月あたりの限度額を 20 千円/戸とする。）とする。 

２ 前項の管理月数は、当該住宅確保要配慮者専用賃貸住宅についての入居契約による入居可能日（家賃

徴収の始期となる日をいう。）が月の初日であるときはその月から、その日が月の初日以外の日であると

きは翌月から年度末までの期間とする。ただし、年度の途中において当該住宅確保要配慮者専用賃貸住

宅の滅失等その管理が終了した場合においては、その終了の日が月の初日であるときは前月まで、その日が

月の初日以外の日であるときはその日の属する月までとする。 

３ 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の家賃債務保証料に係る補助金の額は、第４第５項各号に掲げる要件

に適合する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の家賃債務保証料の低廉化に関し家賃債務保証料の低廉化を

行う者に対し補助する額の合計額に２分の１を乗じて得た額（家賃債務保証料の低廉化を行う住宅確保

要配慮者専用賃貸住宅の戸数に 30 千円を乗じた額を限度額とする。）とする。 

４ 一の住宅確保要配慮者専用賃貸住宅において、第１項の家賃に係る補助及び前項の家賃債務保証料は、合

計して 240 千円を限度額とする。 

 
第８  補助金交付申請等 

事業主体の長は、国の補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書を作成し、別に定め

る期間内に、事業主体が都道府県又は指定都市にあっては地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合

事務局長（以下「地方整備局長等」という。）を経由して国土交通大臣に、事業主体が指定都市以外の市

町村（特別区を含む。）にあっては都道府県知事に提出しなければならない。 

２ 都道府県知事は、指定都市以外の市町村（特別区を含む。）である事業主体から補助金交付申請書を受

理したときは、申請の内容が関係法令等に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めたとき

は、当該申請書に審査意見書を添付して、速やかに地方整備局長等を経由して国土交通大臣に進達しな

ければならない。 

 
第９  交付決定 

国土交通大臣は、地方整備局長等が補助金交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認め

たときは、補助金の交付を決定し、地方整備局長等は、事業主体が都道府県又は指定都市であるときは

当該事業主体の長に、指定都市以外の市又は町村であるときは都道府県知事を経由して、事業主体の長

に通知するものとする。 
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第 10  額の確定 

地方整備局長等は、国土交通大臣が都道府県又は指定都市である事業主体に対して、補助金の交付の

決定をしたときは、速やかに当該補助金の額の確定を行うものとする。 

２ 都道府県知事は、指定都市以外の市又は町村である事業主体に対して、地方整備局長等から当該事業

主体に対する補助金の交付の決定の通知があった後、速やかに、当該補助金の実績報告書に基づき、額

の確定を行うものとする。 

 
第 11  指導監督 

都道府県知事は、公的賃貸住宅の家賃に係る補助金の交付申請等について、事業主体である指定都市

以外の市又は町村に対し、必要な指示を行い、報告を求め、必要があると認めるときは、実地に検査し

なければならない。 

 
第 12  指導監督交付金 

国土交通大臣は、第 11 の規定により都道府県知事が行う指導監督に要する費用として、当該都道府県 

知事の管轄する市町村（指定都市を除く。）の当該年度における国の補助の対象となる額に 0.002 を乗じ

て得た額に相当する指導監督交付金を、都道府県に交付するものとする。 

２ 都道府県知事は、指導監督交付金の交付申請をしようとするときは、指導監督交付金申請書を地方整

備局長等を経由して国土交通大臣に、指導監督実績報告書を地方整備局長等に別に定める期間内に提出

しなければならない。 

３ 都道府県知事は、指導監督交付金の使途については、「住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準に

ついて」（平成７年 11 月 20 日付け建設省住総発第 172 号）に定める使途基準に従って指導監督交付金を

使用するものとする。 

４ 国土交通大臣は、地方整備局長等が第２項による交付申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、

当該交付金の交付の決定を行うものとする。 

５ 地方整備局長等は、国土交通大臣が前項による交付の決定を行ったときは、第２項による実績報告書

の内容を審査し、当該内容を適当と認めたときは額の確定を行うものとする。 

 
第 13  書類の様式 

公的賃貸住宅の家賃に係る国の補助に関する書類の様式は、下表によるものとする。 

事 項 書類の名称 様 式 添付書類等 

補助金の交付申請 補助金交付申請書 別記様式第１ 交付申請書の算出方法 

補助金の交付申請書の進達 補助金交付申請審査意見書 別記様式第２ 
 

 
指導監督交付金の交付申請 

指導監督交付金申請書

指導監督実績報告書 

別記様式第３

別記様式第４ 

 

 
附  則 

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

 
附  則 

この要綱は、改正住宅セーフティネット法の施行日から適用する。 
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○ 家賃債務保証業者登録規程（平成二十九年国土交通省告示第八百九十八号） 

 
 

第一章 

（目的） 

第一条 この規程は、家賃債務保証業を営む者の登録に関し必要な事項を定めることにより、その業務の適正な

運営を確保し、家賃債務保証の健全な発達を図ることを通じて、もって賃貸住宅の賃借人その他の者の利益の

保護を図ることを目的とする。 

 
（定義） 

第二条 この規程において「家賃債務保証業」とは、賃貸住宅の賃借人（以下単に「賃借人」という。）の

委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務（以下「家賃債務」という。）を保証することを業とし

て行うことをいう。 

２ この規程において「家賃債務保証業者」とは、次条第一項の登録を受けて家賃債務保証業を営む者をい

う。 

３ この規程において「保証委託契約」とは、家賃債務保証業者が賃借人と締結する契約であって、当該家

賃債務保証業者が当該賃借人の家賃債務を保証することを当該賃借人が委託することを内容とするもの

をいう。 

４ この規程において「保証契約」とは、家賃債務保証業者が賃借人の委託を受けて賃貸人と締結する契約

であって、当該家賃債務保証業者が当該賃借人の家賃債務を保証することを内容とするものをいう。 

 
第二章 登録 

（登録） 

第三条 家賃債務保証業を営む者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。 

２  前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。  

３  前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条において「登録の有効期間」とい

う。）の満了の日までにその申請に対する登録の実施又は登録をしないことの決定がされないときは、

従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその登録の実施又は登録をしないことの決定がされるまでの

間は、なおその効力を有する。 

４ 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満

了の日の翌日から起算するものとする。 

 
（登録の申請） 

第四条 前条第一項の登録（同条第二項の登録の更新を含む。以下同じ。）を受けようとする者は、次に掲

げる事項を記載した別記様式第一号による登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 

一 商号又は名称及び住所 

二 法人である場合においては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる

者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行す

る社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含

む。）の氏名及び使用人（家賃債務保証業に関し営業所又は事務所の代表者であるものに限る。以下

同じ。）があるときは、その者の氏名 

三 個人である場合においては、その者の氏名及び使用人があるときは、その者の氏名 

四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名 

五 営業所又は事務所の名称及び所在地 

六 次に掲げる免許又は登録を受けている場合は、当該免許証番号又は登録番号

イ 宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）第三条第一項の免許

ロ 貸金業法（昭和五十八年法律第三十二号）第三条第一項の登録 
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ハ 賃貸住宅管理業者登録規程（平成二十三年国土交通省告示第九百九十八号）第三条第一項の登録

七 純資産額 

２ 前項の登録申請書には、次に掲げる書類（以下「添付書類」という。）を添付するものとする。

一 別記様式第二号による第六条第一項各号のいずれにも該当しない旨を誓約する書類 

二 法人である場合においては、その役員及び使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用

できる書類の写し 

三 個人である場合においては、その者及び使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用で

きる書類の写し 

四 法人である場合においては、登記事項証明書及び定款 

五 個人である場合（営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理

人が法人である場合に限る。）においては、その法定代理人の登記事項証明書 

六 別記様式第三号による家賃債務保証業に関する内部規則及び組織体制に関する事項を記載した書類

七 別記様式第三号による家賃債務保証業に関する相談又は苦情に応ずるための体制に関する事項を記 

載した書類 

八 別記様式第三号による求償権の行使方法に関する事項を記載した書類 

九 法人である場合においては、別記様式第四号によるその役員及び使用人の職務の経歴に関する事項

を記載した書類 

十 個人である場合においては、別記様式第四号によるその者及び使用人の職務の経歴に関する事項を

記載した書類 

十一 別記様式第五号及び別記様式第六号による業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類 

 

（登録の実施） 

第五条 国土交通大臣は、第三条第一項の登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録をし

ない場合を除くほか、次に掲げる事項を家賃債務保証業者登録簿に記載して、その登録をするものとす

る。 

一 前条第一項各号（第七号を除く。第七条において同じ。）に掲げる事項

二 登録年月日及び登録番号 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知するものとす

る。 

 
（登録をしない場合） 

第六条 国土交通大臣は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は

第四条第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若し

くは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録をしないこととする。 

一 成年被後見人又は被保佐人 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 第二十八条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者（当該

登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員

であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。） 

四 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から

五年を経過しない者 

五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）の規定（同法第三十

二条の三第七項の規定を除く。）に違反し、又は債権の取立てに当たり、貸金業法第二十一条第一項（同法

第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十

四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。）の規定に違反し、若しくは刑法 

（明治四十年法律第四十五号）若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）の

罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日 
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から五年を経過しない者 

六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に掲げる暴力団員又は同号に掲げる

暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。） 

七 家賃債務保証業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれのあると認めるに足りる相当の理由があ

る者 

八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該

当するもの 

九 法人でその役員又は使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの

十 個人でその使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの 

十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

十二 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

十三 純資産額が一千万円に満たない者 

十四 第四条第二項第四号及び第六号から第十一号までに掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基

準に適合しない者 

イ 法人である場合にあっては、定款の内容が法令に適合していること。 

ロ 民法（明治二十九年法律第八十九号）及び個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十

七号）等の家賃債務保証の実施に関する法令等を遵守させるために必要な研修その他の措置が講じ

られていること。 

ハ 求償権の行使方法が適切であること。 

ニ 家賃債務保証業に関する相談又は苦情に応ずるための体制が整備されていること。 

ホ 法人である場合にあっては、家賃債務保証業の業務を五年以上継続して行っていること又は常務に従

事する役員のうちに、家賃債務保証業の業務に三年以上従事した経験を有する者があること。 

ヘ 個人である場合にあっては、その者が家賃債務保証業の業務に三年以上従事した経験を有するこ

と。 

ト 使用人が家賃債務保証業の業務に一年以上従事した経験を有すること。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により登録をしないときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請

者に通知するものとする。 

 
（変更の届出及び登録） 

第七条 家賃債務保証業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は同条第二項に規

定する添付書類（同項第十一号に掲げるものを除く。）の記載事項に変更があったときは、その日から三

十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出をする場合には、第四条第二項に規定する添付書類のうちその記載事項が変更

されたものを添付しなければならない。 

３ 国土交通大臣は、第一項の規定による届出（第四条第一項各号に掲げる事項の変更に係るものに限る。）を

受けたときは、当該届出に係る事項が前条第一項のいずれかに該当する場合を除き、当該事項を家賃債務保証

業者登録簿に記載して、変更の登録をするものとする。 

 
（家賃債務保証業者登録簿の閲覧） 

第八条 国土交通大臣は、家賃債務保証業者登録簿を一般の閲覧に供するものとする。 

 

（廃業等の届出） 

第九条 家賃債務保証業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該各号に定める者

は、その日（第一号の場合にあっては、その事実を知った日）から三十日以内に、その旨を別記様式第七

号により、国土交通大臣に届け出なければならない。 

一 家賃債務保証業者である個人が死亡した場合 相続人 

二 家賃債務保証業者である法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者 
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三 破産手続開始の決定を受けた場合 破産管財人 

四 家賃債務保証業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人 

五 家賃債務保証業を廃止した場合 家賃債務保証業者であった個人又は家賃債務保証業者であった法

人を代表する役員 

２ 家賃債務保証業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、第三条第一項の登録は、その効力を

失う。 

 
（名義貸しの禁止） 

第十条 家賃債務保証業者は、自己の名義をもって、他人に家賃債務保証業を営ませてはならない。 

 

第三章 業務 

（業務処理の原則） 

第十一条 家賃債務保証業者は、賃借人その他の者の権利利益を侵害することがないよう、適正にその業

務を行わなければならない。 

 
（証明書の携帯等） 

第十二条 家賃債務保証業者は、家賃債務保証業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者

であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 

２ 家賃債務保証業者の使用人その他の従業者は、家賃債務保証業の業務を行うに際し、賃借人その他の

関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。 

 
（暴力団員等の使用の禁止） 

第十三条 家賃債務保証業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用し

てはならない。 

 
（虚偽告知等の禁止） 

第十四条 家賃債務保証業者は、保証委託契約の締結について勧誘をするに際し、又は保証委託契約の申

込みの撤回若しくは解除を妨げるため、賃借人又はその保証人（賃借人又はその保証人となろうとする者を

含む。）に対し、虚偽のことを告げ、又は保証委託契約の内容のうち重要な事項を告げない行為をしては

ならない。 

 
（誇大広告等の禁止） 

第十五条 家賃債務保証業者は、その家賃債務保証業の業務に関して広告をするときは、保証の条件につい

て、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示を

してはならない。 

 
（契約の締結の制限） 

第十六条 家賃債務保証業者は、保証委託契約において、保証債務の弁済により有することとなる求償権

に基づき、賃借人又はその保証人が支払うべき損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であっ

て、消費者契約法（平成十二年法律第六十一号）第九条（第二号に係る部分に限る。）の規定によりその

一部が無効となるものを定めてはならない。 

 
（契約締結前の書面の交付及び説明） 

第十七条 家賃債務保証業者は、保証委託契約を締結しようとする場合には、当該保証委託契約を締結す

るまでに、その相手方となろうとする者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又はこれを

記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を提供 
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して説明しなければならない。 

一 家賃債務保証業者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号

二 登録番号及び登録年月日 

三 保証期間 

四 保証の範囲 

五 保証の限度額 

六 保証委託料（保証委託契約を更新する場合における料金を含む。次条第七号において同じ。） 

七 保証委託契約の契約期間の中途において当該保証委託契約の解除をすることとなった場合における

保証料の返還に関する事項 

八 求償権の行使に関する事項 

九 事前求償に関する定めがあるときは、その定めの内容 

十 違約金又は損害賠償の額に関する定めがあるときは、その定めの内容 

２ 家賃債務保証業者は、前項（次項において準用する場合を含む。）の規定により説明をしたときは、

その結果を記録し、保証委託契約の終了の日から起算して三月を経過する日までの間、保存しなけれ

ばならない。ただし、保証委託契約を結ぶに至らなかった場合については、これを保存することを要

しない。  

３ 第一項の規定は、家賃債務保証業者が家賃債務保証業の業務を他の者に委託する場合について準用する。 

 

（契約締結時の書面の交付） 

第十八条 家賃債務保証業者は、保証委託契約を締結した場合には、その相手方に、遅滞なく、次に掲げる

事項を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供しなければならない。当該書面又は電

磁的記録に記載した事項を変更したときも、同様とする。 

一 家賃債務保証業者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号

二 登録番号及び登録年月日 

三 契約年月日

四 保証期間 

五 保証の範囲 

六 保証の限度額

七 保証委託料 

八 保証委託契約の契約期間の中途において当該保証委託契約の解除をすることとなった場合における

保証料の返還に関する事項 

九 求償権の行使に関する事項 

十 事前求償に関する定めがあるときは、その定めの内容 

十一 違約金又は損害賠償の額に関する定めがあるときは、その定めの内容 

 

（求償権の行使時の書面の交付等） 

第十九条 家賃債務保証業者は、賃借人又はその保証人（第二十一条において「賃借人等」という。）に対

し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、これらに次に掲げる事項を記

載し、又は記録しなければならない。 

一 家賃債務保証業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号

二 当該書面若しくは電磁的記録を送付する者の氏名又は部署の名称

三 保証委託契約の契約年月日 

四 求償権の額及びその内訳 

２ 前項に定めるもののほか、家賃債務保証業者は、求償権を行使するに当たり、相手方の請求があったと

きは、当該家賃債務保証業者の商号、名称又は氏名及び当該求償権に基づく債権の回収を行う者の氏名

を、その相手方に明らかにしなければならない。 
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（帳簿の備付け等） 

第二十条  家賃債務保証業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿（その作成に代えて電

磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条において同じ。）を備え付け、保

証委託契約を締結した賃借人ごとに保証契約について契約年月日、保証期間、当該保証契約に基づき弁

済した金額を記載し、当該保証契約の終了の日から起算して三月を経過する日までの間、保存しなければな

らない。 

 
（帳簿の閲覧等の請求） 

第二十一条 賃借人等又は賃借人等であった者は、家賃債務保証業者に対し、前条の帳簿（これらの者の利

害に関係がある部分に限る。）の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、家賃債務保

証業者は、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明

らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。 

 
（標識の掲示） 

第二十二条 家賃債務保証業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、別記様式第八号

による標識を掲げなければならない。 

２ 第三条第一項の登録を受けていない者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。 

 

（求償権の譲渡の規制等） 

第二十三条 家賃債務保証業者は、求償権を他人に譲渡するに当たっては、当該求償権に基づく債権の債

務者に対し、次に掲げる事項を、書面又は電磁的記録により通知しなければならない。 

一 求償権を譲り受ける者及び当該求償権に係る保証委託契約を締結した家賃債務保証業者の商号、名

称又は氏名及び住所 

二 求償権の譲渡年月日 

三 当該求償権に係る保証委託契約の締結年月日

四 譲渡する求償権の額及びその内訳 

五 違約金又は損害賠償の額に関する定めがあるときは、その定めの内容 

２ 家賃債務保証業者は、求償権の譲渡又は求償権に基づく債権の回収の委託（以下この項において「求償

権譲渡等」という。）をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者（以

下この項において「債権回収制限者」という。）であることを知り、若しくは債権回収制限者であると疑

うに足りる相当な理由があると認めるとき、又は当該求償権譲渡等の後、債権回収制限者が当該求償権

について求償権譲渡等を受けることを知り、若しくは受けると疑うに足りる相当な理由があると認めるとき

は、当該求償権譲渡等をしてはならない。 

一 暴力団員等 

二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の役員、従業者その

他の構成員 

三 求償権に基づく債権の回収に当たり、刑法又は暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明

らかである者 

 
（分別管理） 

第二十四条 家賃債務保証業者は、賃貸人に支払うべき家賃その他の金銭を賃借人から受領した場合には、自

己の固有財産と分別して管理しなければならない。 

 
（国土交通大臣への報告） 

第二十五条 家賃債務保証業者は、毎事業年度の終了後三月以内に、その業務及び財産の管理状況を別記

様式第九号により、国土交通大臣に報告しなければならない。 
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第四章 監督 

（報告又は資料の提出） 

第二十六条 国土交通大臣は、家賃債務保証業の業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、家

賃債務保証業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 

 
（指導等） 

第二十七条 国土交通大臣は、家賃債務保証業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該

家賃債務保証業者に対し、その業務の適正な運営を確保するため、必要な指導、助言及び勧告をすること

ができる。 

一 第十条から第十二条まで及び第十四条から第二十四条までの規定に違反したとき。 

二 業務に関し、賃借人その他の者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。

三 業務に関し、公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき。 

四 業務に関し他の法令に違反し、家賃債務保証業者として不適当であると認められるとき。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定による指導、助言及び勧告をしたときは、その旨を公表することができ

る。 

 
（登録の取消し） 

第二十八条 国土交通大臣は、家賃債務保証業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第三

条第一項の登録を取り消すものとする。 

一 第六条第一項第一号若しくは第四号から第十四号までのいずれかに該当するに至ったとき、又は登

録の時点において同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。 

二 不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。 

三 正当な理由なく第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 第十三条の規定に違反したとき。 

五 正当な理由なく第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

六 第二十六条の規定による国土交通大臣の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報

告若しくは資料の提出をしたとき。 

七 前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による指導、助言及び勧

告に従わなかったとき。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定による登録の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。 

３ 第六条第二項の規定は、第一項の規定による登録の取消しがあった場合について準用する。 

 
（登録の抹消） 

第二十九条 国土交通大臣は、家賃債務保証業者について第三条第二項若しくは第九条第二項の規定によ

り登録が効力を失ったとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消するものとす

る。 

 
第五章 雑則 

（権限の委任） 

第三十条 この規程に規定する国土交通大臣の権限は、家賃債務保証業者又は第三条第一項の登録を受け

ようとする者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任す

ることができる。 

２ 第二十六条及び第二十七条に掲げる権限で家賃債務保証業者の主たる営業所又は事務所以外の営業所

又は事務所（以下この項において「従たる営業所等」という。）に関するものについては、前項に規定す

る地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する地方整備局長及び

北海道開発局長も当該権限を行うことができる。 
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附 則 

この告示は、平成二十九年十月二十五日から施行する。 
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別記様式第一号（第四条第一項関係）  

登 録 申 請 書 
（第一面） 

（Ａ４） 

 

家賃債務保証業者登録規程第４条第１項の規定により、家賃債務保証業者の登録の

申請をします。この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 

 
地方整備局長 

 

 

 

年 月 日 

北海道開発局長 

沖縄総合事務局長 

殿 
 
 

申請者 

 

 

 

商 号 又 は 名 称

住 所 

氏 名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名）

電 話 番 号 

ファクシミリ番号 

 

受付番号 受付年月日 申請時の登録番号 

（ 
 

（有効期間： 年 月 日～ 年 月 日） 

登録の ※ 

種類 ※ 

１．新規 ２．更新 
※ 

 

項番 ◎ 商号又は名称及び住所 法人・個人の別 

１．法人 

２．個人 

 

 

 

 
 

確認欄 

 

◎ 代表者又は個人に関する事項 

 
 

確認欄 

 

◎ 既に有している免許又は登録 

 
 

 

 

 

 
確認欄 

 

◎ 純資産額（千円） 確認欄 

   

１２ 

１３ 

１４           

 

 

 

１１ 

 ※ ※ 

登録番号 国土交通大臣登録 （ ） 第 号 

登録年月日 年 月  日  

 

有効期間 
年 月 

年 月 

 日から 

日まで 

 

 

法人番号               

 

フ リ ガ ナ 

                   

                   

商 号 又 は 

名 称 

                   

                   

 

住 所 

                   

                   

 

役名コード    

フ リ ガ ナ                    

氏 名                    

生 年 月 日  －   年   月   日 

 

業の種類 免許等の番号 免許等の年月日 

宅地建物取引業法第３条第１項の 
 

免許 

  

貸金業法第３条第１項の登録   

賃貸住宅管理業者登録規程第３条１項 
 

の登録 
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（第二面） 

 

受付番号 申請時の登録番号 

（ ） 

 

項番 ◎ 第４条第１項第２号に規定する役員に関する事項 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

確認欄 
 

 
 

 

 

 
確認欄 

 

 
 

 

 

 
確認欄 

 

 
 

 

 

 
確認欄 

 

 
 

 

 

 
確認欄 

 

 
 

 

 

 
確認欄 

 

 
 

 

 

 
確認欄 

 

 
 

 

 

 
確認欄 

 

 

２１ 役名コード    

フ リ ガ ナ                     

氏 名                     

生 年 月 日  －   年   月   日 

 
２１ 役名コード    

フ リ ガ ナ                     

氏 名                     

生 年 月 日  －   年   月   日 

 
２１ 役名コード    

フ リ ガ ナ                     

氏 名                     

生 年 月 日  －   年   月   日 

 
２１ 役名コード    

フ リ ガ ナ                     

氏 名                     

生 年 月 日  －   年   月   日 

 
２１ 役名コード    

フ リ ガ ナ                     

氏 名                     

生 年 月 日  －   年   月   日 

 
２１ 役名コード    

フ リ ガ ナ                     

氏 名                     

生 年 月 日  －   年   月   日 

 
２１ 役名コード    

フ リ ガ ナ                     

氏 名                     

生 年 月 日  －   年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

役名コード    

フ リ ガ ナ                     

氏 名                     

生 年 月 日  －   年   月   日 

 

２１ 
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（第三面） 

 
 

受付番号 申請時の登録番号 

（ ） 

 

項番 ◎ 第４条第１項第５号に規定する営業所又は事務所に関する事項 

 

 
 

◎ 第４条第１項第２号に規定する上記営業所又は事務所の使用人に関する事項 

 

 
 

 
 

項番 ◎ 第４条第１項第５号に規定する営業所又は事務所に関する事項 

 

 
 

◎ 第４条第１項第２号に規定する上記営業所又は事務所の使用人に関する事項 

 

 
 

 
 

項番 ◎ 第４条第１項第５号に規定する営業所又は事務所に関する事項 

 

 
 

◎ 第４条第１項第２号に規定する上記営業所又は事務所の使用人に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 
確認欄 

 

 
 

 

 

 
確認欄 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

確認欄 
 

 
 

 

 

 
確認欄 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

確認欄 
 

 
 

 

 

 
確認欄 

 

 

３１  

営業所等の名称 
 

郵 便 番 号    －      

 

所 在 地 
                    

                    

電 話 番 号               

 

３２ フ リ ガ ナ                     

氏 名                     

生 年 月 日  －   年   月   日 

 

３１  

営業所等の名称 
 

郵 便 番 号    －      

 

所 在 地 
                    

                    

電 話 番 号               

 

３２ フ リ ガ ナ                     

氏 名                     

生 年 月 日  －   年   月   日 

 

３１  

営業所等の名称 
 

郵 便 番 号    －      

 

所 在 地 
                    

                    

電 話 番 号               

 

３２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

フ リ ガ ナ                     

氏 名                     

生 年 月 日  －   年   月   日 
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別記様式第二号（第四条第二項第一号関係） （Ａ４） 

 

誓 約 書 
 

 

申請者、申請者の役員、申請者の使用人、法定代理人及び法定代理人の役員 

 

   

 

   

 

 

   

地方整備局長 
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別記様式第三号（第四条第二項第六号から第八号まで関係） （Ａ４） 

（第一面） 

家賃債務保証業に係る内部規則及び組織体制等について 

   家賃債務保証業者登録規程第４条第２項第６号から第８号までに規定する書類については、下記の内

容であることに相違ありません。 

  

記 

  １ 内部規則の整備状況 
   

  （１）内部管理態勢に関する事項  内部規則等の該当条文（注）   

  ア 内部監査部門等の機能が十分に発揮できる態勢が定められている。      

  イ 

反社会的勢力との関係を遮断し、断固としてこれらを排除していくことを決定し

た基本方針を社内外に宣言するとともに、法令等遵守・リスク管理事項として、

反社会的勢力による被害の防止を明確に位置付けている。  
    

  （２）法令等遵守（コンプライアンス）に関する事項   内部規則等の該当条文（注）   

  ア 法令等遵守の責任部署が明確化されている。      

  イ 法令等遵守に係る基本的な方針が定められている。      

  ウ 具体的な実践計画（コンプライアンス・プログラム）が定められている。      

  エ 行動規範（倫理規定、コンプライアンス・マニュアル等）が定められている。      

  オ 法令等遵守のための研修を実施している。      

  （３）反社会的勢力による被害の防止に関する事項   内部規則等の該当条文（注）   

  ア 反社会的勢力への対応の責任部署が明確化されている。      

  イ 

反社会的勢力とは一切の関係をもたず、反社会的勢力であることを知らずに関係

を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点で可能

な限り速やかに関係を解消できるよう取組むことが定められている。  
    

  ウ 
反社会的勢力による不当要求が発生した場合の責任部署を整備し、反社会的勢力

による被害を防止するための一元的な管理態勢が定められている。  
    

  エ 
反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、担当者や担当部署だけに任せ

ることなく経営陣が適切に関与し、組織として対応することとしている。  
    

  （４）顧客情報管理態勢に関する事項  内部規則等の該当条文（注）    

  ア 顧客に関する情報管理の責任部署が明確化されている。      

  イ 
法令及び業界団体の自主規制規則等を踏まえ、適切な顧客に関する情報管理のた

めの方法及び組織体制の確立等が具体的に定められている。  
    

  ウ 顧客に関する情報の取扱いについて、具体的な取扱いが定められている。      

  エ 
情報漏えい等が発生した場合は、その原因を分析し、再発防止に向けた対策を講

じることとしている。  
    

  （５）相談及び苦情への対応態勢に関する事項 内部規則等の該当条文（注）    

  ア 苦情対応の責任部署が明確化されている。      

  イ 

法令及び業界団体の自主規制規則等を踏まえ、苦情等に対し迅速・公平かつ適切

な対応・処理を可能とするよう、苦情等に係る担当部署、その責任・権限及び苦

情等処理手続が定められている。  
    

  ウ 
役職員が内部規則等に基づき、苦情等への対応を適切に行うよう、研修等により

周知徹底を図っている。  
    

  エ 行動規範（倫理規定、コンプライアンス・マニュアル等）が定められている。      
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（第二面） 

（６）求償権の適切な行使方法に関する事項 内部規則等の該当条文（注） 

 
ア 

 

賃借人からの承諾を得ているなど正当な理由がある場合を除き、深夜又は早朝

等、社会通念に照らして不適当な時間帯に訪問・電話等を禁止している。 

 

 
イ 

賃借人からの承諾を得ているなど正当な理由がある場合を除き、契約者等の勤

務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送信し、若しくはＦＡＸを

送信し、又は訪問することを禁止している。 

 

 

ウ 
緊急性が高いなど正当な理由がある場合を除き、無断で物件に立ち入ることを

禁止している。 

 

 

エ 
裁判所における手続きによる場合など正当な理由がある場合を除き、賃貸借契

約上の解除権を代理行使することを禁止している。 

 

 

オ 
貼り紙、文書掲示等により、契約者に賃料債務又は求償債務の滞納が生じてい

る事実を契約者以外の第三者に明らかにすることを禁止している。 

 

 

カ 
賃借人から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去

しないことを禁止している。 

 

 

キ 

 

物件への入居を完全に排除する物理的な措置を講じることを禁止している。 
 

ク 物件の明渡完了前に動産の搬出・処分を行うことを禁止している。  

 

ケ 
契約者等に対し、（６）アイオカのいずれかに掲げる言動をすることを告げる

ことを禁止している。 

 

 

コ 
契約者等の動産を適法に移動・保管できる場合であっても、その保管状況等に

ついて一切の責任を負わない旨を約定することを禁止している。 

 

（注）内部規則等の写しを添付すること。 
 

２  苦情・相談発生時の体制等 

（１）苦情・相談担当部門 

担当部門名 
 

電話番号 
 

（２）苦情・相談対応責任者 

 

 

 

３  研修の実施状況 
法令等を遵守するための研修の実施方法及び実施（予定）時期 

 
ａ．自社内研修を実施 

 

 （実施（予定）時期 ） 

 
ｂ．外部研修に参加 

 

実施方法 
（実施（予定）時期 ） 

（複数回答可） ｃ．通信教育 
 

 （実施（予定）時期 ） 

 
ｄ．その他 

 

 
（実施（予定）時期 ） 

年 月 日

商 号 又 は 名 称 

氏 名 印 

法 定 代 理  人

商 号 又 は 名 称 

氏 名 印 

 

地方整備局長 
北海道開発局長 殿

沖縄総合事務局長 

 

役職名 
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別記様式第四号（第四条第二項第九号及び第十号関係） （Ａ４） 

実務経験者証明書 
 

下記のとおり、家賃債務保証業者登録規程第６条第１項第14号ホからトまでに規定する者 
（実務経験者）を置いていることに相違ありません。 

年 月 日 

 
 

地方整備局長 

北海道開発局長 殿

沖縄総合事務局長 

申請者 印 

 

 

 
 

記 
 

事務所等の名称 
実務経験者の氏名 

（生年月日） 

 

実務経験年数 

  

 

年 月 日 

 

  

 

年 月 日 

 

  

 

年 月 日 

 

  

 

年 月 日 

 

  

 

年 月 日 

 

  

 

年 月 日 

 

  

 

年 月 日 

 

  

 

年 月 日 

 

  

 

年 月 日 

 

  

 
年 月 日 

 

実務経験者の経歴は別表のとおり。 
備考 

①  本証明書は、第６条第１項第14号ホからトまでに規定する者（常務に従事する役員及び事務所等ごとに置く使用人等）に

ついて作成すること。 

②   実務経験者が第６条第１項第14号ホからトまでに規定する要件を備えていることを証する書面（別表）を添付すること。 
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実務経験者証明書（別記様式第四号別表） 

（Ａ４） 

 

実務経験者業務経歴書 
 

 

氏名 
  

 
期 間 

 
実務経験年数 

   
業 

 
務 の  内  

 
容 

   

自 
 

年 
 

月 
  

□商品企画 □保証審査 □契約管理 
 

□督促・回収 
  

 満 年 月      

至  年  月   □相談対応 □代理店管理 □その他（   ）  

自 
 

年 
 

月 
  

□商品企画 □保証審査 □契約管理 
 

□督促・回収 
  

 満 年 月      

至  年  月   □相談対応 □代理店管理 □その他（   ）  

自 
 

年 
 

月 
  

□商品企画 □保証審査 □契約管理 
 

□督促・回収 
  

 満 年 月      

至  年  月   □相談対応 □代理店管理 □その他（   ）  

自 
 

年 
 

月 
  

□商品企画 □保証審査 □契約管理 
 

□督促・回収 
  

 満 年 月      

至  年  月   □相談対応 □代理店管理 □その他（   ）  

自 
 

年 
 

月 
  

□商品企画 □保証審査 □契約管理 
 

□督促・回収 
  

 満 年 月      

至  年  月   □相談対応 □代理店管理 □その他（   ）  

自 
 

年 
 

月 
  

□商品企画 □保証審査 □契約管理 
 

□督促・回収 
  

 満 年 月      

至  年  月   □相談対応 □代理店管理 □その他（   ）  

自 
 

年 
 

月 
  

□商品企画 □保証審査 □契約管理 
 

□督促・回収 
  

 満 年 月      

至  年  月   □相談対応 □代理店管理 □その他（   ）  

小 計 満 年 月 
   

(累 計) (満 年 月) 

 上記の者は、上記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。 

 

 

 
 

証明者 

  
 

年 

 
 

月 

  
 

日 

 

 
印 

 

証 明 を 得 る こ と

が で き な い 場 合 

 
そ の  

 
理 

 
由 

  

証 明 者 と 被 証

明 者 と の 関 係 

 

備考 

①  「業務の内容」の欄は、本人が従事した家賃債務保証業に関する業務を全て選択すること。 

② 実務経験の証明は、第６条第１項第14号ホからトまでに該当する実務経験者に限り必要とし、証明者ごとに作成するこ

と。 

③  「小計」の欄は、「実務経験年数」の欄に記載した年数を月単位で通算して記載すること。 

ただし、期間が重複している場合でも実期間で通算すること。複数枚に及ぶ場合は頁毎に累計を記載すること。 

④  同時期に２以上の業務を担当した場合には、従事した期間が重複することのないよう留意して記載すること。 
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別記様式第五号（第四条第二項第十一号関係） （Ａ４） 
 

業務の状況に関する書面 

１.家賃債務保証業の業務開始時期等 

法人設立 
 

年 月 

家賃債務保証業の業務開始 
 

年 月 

家賃債務保証業の業務継続期間 満 年 か月 

２.直前の事業年度の業務の状況 

期間 年 月 日から 年 月 日まで 

報告基準日 年 月 日 

 

家賃債務保証委託契約
の実績 

保有契約件数 件 

新規契約件数 件 

主に提供する商品の

保証範囲 
□滞納賃料 □原状回復 □残置物撤去費用 

□訴訟費用 □その他（ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

営業地域 

（都道府県） 

 
北海道 

 
東京都 

 
滋賀県 

 
香川県 

 
青森県 

 
神奈川県 

 
京都府 

 
愛媛県 

 
岩手県 

 
新潟県 

 
大阪府 

 
高知県 

 
宮城県 

 
富山県 

 
兵庫県 

 
福岡県 

 
秋田県 

 
石川県 

 
奈良県 

 
佐賀県 

 
山形県 

 
福井県 

 
和歌山県 

 
長崎県 

 
福島県 

 
山梨県 

 
鳥取県 

 
熊本県 

 
茨城県 

 
長野県 

 
島根県 

 
大分県 

 
栃木県 

 
岐阜県 

 
岡山県 

 
宮崎県 

 
群馬県 

 
静岡県 

 
広島県 

 
鹿児島県 

 
埼玉県 

 
愛知県 

 
山口県 

 
沖縄県 

 
千葉県 

 
三重県 

 
徳島県 

 

 
備 考 

①第６条第１項第14号ホで定める常務に従事する役員のうちに、家賃債務保証業の業務に３年以上従事した経

験を有する者がない場合は、１.の家賃債務保証業の業務開始時期が確認できる資料を添付すること。 

②２.の直前の事業年度の業務の状況の期間について、法人については、各申請者における直近の終了した事

業年度を記入すること。 

また、個人については、直近の終了した暦年（１月１日～12月31日）を記入すること。 

③２.の直前の事業年度の業務の状況の報告基準日について、法人については直近の終了した事業年度中の日

を設定、個人については直近の終了した暦年中の日を設定し記入すること。 

なお、家賃債務保証委託契約の実績については報告基準日において有効な契約に基づく件数を記入すること。 

④２.の営業地域について、報告基準日において家賃債務保証を提供している都道府県の欄に○を記入すること。 

 

年 月 日 
 

商号又は名称  

氏名  印 

法定代理人   

商号又は名称   

氏名  印 

地方整備局長 
  

北海道開発局長 
沖縄総合事務局長 

殿  
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別記様式第六号（第四条第二項第十一号関係） （Ａ４） 

 

直前の事業年度の財産の状況に関する書面 

 

□ 法人の場合 

別添の貸借対照表及び損益計算書のとおりです。 

 
□ 個人の場合 

以下のとおりです。 

年 月 日現在 

資 産 価 格 摘 要 

資 産 

現 金 預 金 

有 価 証 券 

未 収 入 金 

土 地 

建 物 

備 品 

権 利 

そ の 他 

計 （ Ａ ） 

  

負 債 

借 入 金 

未 払 金 

預 り 金 

前 受 金 

そ の 他 

計 （ Ｂ ） 

  

純資産 （Ａ）－（Ｂ） 
  

備 考 

① 「法人の場合」または「個人の場合」の欄にチェックを付すこと。なお、法人の場合は直前の事業年度の貸借対

照表及び損益計算書を添付し、個人の場合は本書面により財産の状況について記載すること。 

②  「権利」とは、営業権、地上権、電話加入権その他の無形固定資産をいう。 
 

年 月 日

商号又は名称 

氏名 印 

法定代理人 

商号又は名称 

氏名 印 

 

地方整備局長 

北海道開発局長 殿

沖縄総合事務局長 
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別記様式第七号（第九条第一項関係） （Ａ４） 

 
 

廃 業 等 届 出 書 
 

 
 

家賃債務保証業者登録規程第９条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。 
 

年 月 日 
 

地方整備局長 

北海道開発局長 殿 

沖縄総合事務局長 

 

届出者 住所 

 

氏名 印 

 

 

受付番号 受付年月日 届出時の登録番号 

＊ ＊ （ ） 

 
 

 

 

届出の理由 

 

1. 死亡 2. 合併による消滅 3. 破産手続開始の決定 
 

4. 解散 5. 廃業 

 
 

商号又は名称 

 

 

氏 名 
（法人にあっては、
代表者の氏名） 

 

 
 

主たる事務所の所在地 

 

 
 

届出事由の生じた日 

 

 
家賃債務保証業者と

届出人との関係 

 
1. 相続人 2. 元代表役員 3. 破産管財人 4. 清算人 5. その他 

 

備考 

①  届出者は、＊印の欄には記入しないこと。 

② 「届出の理由」及び「家賃債務保証業者と届出人との関係」欄は、該当するものの番号を○で囲
むこと。 

③  死亡の場合にあっては、「届出事由の生じた日」の欄に死亡の事実を知った日を付記すること。 
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別記様式第九号（第二十五条関係） （Ａ４） 

 

業 務 等 状 況 報 告 書 
 

家賃債務保証業者登録規程第２５条の規定により、次のとおり報告します。  

 

地方整備局長 

北海道開発局長 殿 

沖縄総合事務局長 

 
 

年 月 日 

報告者 住 所 

商号又は名称 

氏 名 
印
 

 

受付番号 受付年月日 報告時の登録番号 

＊ ＊ （ ） 
 

１ 業務の状況 
 

期 間 年 月 日から 年 
 

報告基準日 

月 
 

年 

日までの１年間 
 

月 日 

 

家賃債務保証委託契約

の実績 

 

保有契約件数 

 

件 

 

新規契約件数 
 

件 

 
従事従業者数 

 
人 

 

 

その他報告事項 

 

 
２ 財産の管理状況 

 

  

・賃貸人ごとに受領家賃等を信託管理 

 

 
・賃貸人ごとに家賃等受領口座を区分 

 

 
・自社集金口座において、賃貸人ごとに勘定を区分 

 

受領した家賃等
の分別管理の状況 

 

・会計ソフトウェアを用いて賃貸人ごとに区分管理 
 

 ・月締めで賃貸人に受領家賃等を送金  

 
・家賃等の受領事務なし 

 

 
・その他  （ ） 

 

 
 

その他保全措置等 

 

・第三者機関の預り金保証制度により保全 
 

・家賃等の受領事務なし 
 

・その他  （ 

 

 

 
 

） 

 

３ 純資産 
 

 
純資産額 

 
千円 

報告基準日 

 

年 月 日 

 
備考 

①届出者は、＊印の欄には記入しないこと。 

②財産の管理状況は、該当する選択肢の全てに○を記入し、「その他」については具体的状況を

記述すること。 

③直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付すること。 
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○ 賃貸住宅管理業者登録規程（平成二十三年国土交通省告示第九百九十八号） 

（抄） 

 
 

（目的） 

第一条 この規程は、賃貸住宅管理業者の登録に関し必要な事項を定めることにより、その業務の適正な

運営を確保し、賃貸住宅管理業の健全な発達を図り、もって賃貸住宅の賃借人等の利益の保護に資する

ことを目的とする。 

 
（定義） 

第二条 この規程において「管理事務」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて行う当該賃貸住宅の管理

に関する事務又は賃貸住宅を転貸する者が行う当該賃貸住宅の管理に関する事務（賃貸人として行う事

務を含む。）であって、基幹事務のうち少なくとも一の事務を含むものをいう。 

２ この規程において「基幹事務」とは、家賃、敷金等の受領に係る事務、賃貸借契約の更新に係る事務又

は賃貸借契約の終了に係る事務をいう。 

３ この規程において「賃貸住宅管理業」とは、管理事務を業として行うものをいう。 

４ この規程において「賃貸住宅管理業者」とは、次条第一項の登録を受けて賃貸住宅管理業を営む者をい

う。 

 
（登録） 

第三条 賃貸住宅管理業を営もうとする者は、この規程の定めるところにより、国土交通省に備える賃貸住宅

管理業者登録簿に登録を受けることができる。 

２ 前項の登録の有効期間は、五年とする。 

３ 前項の有効期間の満了後引き続き賃貸住宅管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けることがで

きる。 

４ 前項の更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対す

る登録の実施又は登録をしないことの決定がされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もそ

の登録の実施又は登録をしないことの決定がなされるまでの間は、なお効力を有する。 

５ 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の

満了の日の翌日から起算するものとする。 

 
（登録の申請） 

第四条 前条第一項の登録（同条第三項の登録の更新を含む。以下同じ。）を受けようとする者は、次に掲

げる事項を記載した別記様式第一号による登録申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 

一 商号又は名称 

二 法人である場合においては、その役員及び使用人の氏名

三 個人である場合においては、その者及び使用人の氏名 

四 事務所の名称及び所在地 

五 前号の事務所ごとに置かれる第七条に規定する者の氏名

六 他に事業を行っているときは、その事業の種類 

七 次に掲げる免許又は登録を受けている場合は、当該免許又は登録の番号 

イ 宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）第三条第一項の免許 

ロ マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成十二年法律第百四十九号）第四十四条第一

項の登録 

２ 前項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日

前までの間に登録申請書を提出するものとする。 

３  第一項の登録申請書には、次に掲げる書類（宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引 
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業者が登録を申請する場合は、第一号、第八号及び第十号に掲げる書面、マンションの管理の適正化の推進に

関する法律第二条第八号に規定するマンション管理業者が登録を申請する場合は、第一号から第三号ま

で及び第八号から第十号までに掲げる書面）を添付するものとする。ただし、第四号の書類のうち成年被後

見人に該当しない旨の登記事項証明書（後見登記等に関する法律（平成十一年法律第百五十二号）第十条第

一項に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見等登記事項証明書」という。）については、その旨を

証明した市町村（特別区を含む。以下同じ。）の長の証明書をもって代えることができ、前条第三項の登

録の更新を受けようとする者であって、直前の事業年度終了後、第九条の規定による報告をした者は、第十

号に掲げる書類の添付を省略することができる。 

一 第六条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 

二 法人である場合においては、その役員に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用することが

できる書類の写し 

三 個人である場合においては、その者に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用することがで

きる書類の写し 

四 登録を受けようとする者（法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の

行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人（法定代理人が法人である場合に

おいては、その役員）を含む。以下この条において「登録申請者」という。）が、第六条第一項第一号

に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 

五 登録申請者が、民法の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第一項及び

第二項の規定により第六条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当

しない旨の市町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市

町村の長の証明書 

六 法人である場合においては、登記事項証明書 

七 個人である場合（営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理

人が法人である場合に限る。）においては、その法定代理人の登記事項証明書 

八 事務所について第七条に規定する要件を備えていることを証する書面

九 事務所を使用する権原に関する書面 

十 直前の事業年度の業務及び財産の状況に関する書面 

 

（登録の実施） 

第五条 国土交通大臣は、前条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録をしない場合

を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を賃貸住宅管理業者登録簿に記載して、その登録をするものとす

る。 

一  前条第一項各号に掲げる事項

二  登録年月日及び登録番号 

２ 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知するものとす

る。 

 
（登録をしない場合） 

第六条 国土交通大臣は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は

登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実

の記載が欠けているときは、その登録をしないこととする。 

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 

二 第十三条第四号又は第六号から第八号までの規定により登録を抹消され、その抹消の日から二年を

経過しない者 

三 賃貸住宅管理業者で法人であるものが第十三条第四号又は第六号から第八号までの規定により登録

を抹消された場合において、その抹消の日前六十日以内にその賃貸住宅管理業者の役員であった者で

その抹消の日から二年を経過しないもの 
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四 登録の申請前二年以内に賃貸住宅管理業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

五 賃貸住宅管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者 

六 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経

過しない者 

七 宅地建物取引業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律若しくは暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）の規定（同法第三十二条の二第七項の規定を

除く。）に違反したことにより、又は刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百四条、第二百六条、第

二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に

関する法律（大正十五年法律第六十号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執

行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 

八 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は暴力団員で

なくなった日から五年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。） 

九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人（法定代理人が法人であ

る場合においては、その役員を含む。）が前各号のいずれかに該当するもの 

十 法人でその役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者のあるもの

十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

十二 事務所について第七条に規定する要件を欠く者 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により登録をしないときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請

者に通知するものとする。 

 
（実務経験者等の設置） 

第七条 賃貸住宅管理業者は、事務所ごとに次のいずれかに該当する者を置かなければならない。

一 管理事務に関し六年以上の実務の経験を有する者 

二 前号に掲げる者と同程度の実務の経験を有すると国土交通大臣が認定した者 

 

（標識の掲示） 

第八条 賃貸住宅管理業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、別記様式第二号による標識を掲げる

ものとする。 

２ 第三条第一項の登録を受けていない者は、前項の標識又はこれに類する標識を掲げてはならない。 

 

（業務及び財産の分別管理等の状況の報告） 

第九条 賃貸住宅管理業者は、毎事業年度の終了後三月以内に、その業務及び財産の分別管理等の状況を

別記様式第三号により、国土交通大臣に報告するものとする。 

 
（変更の届出） 

第十条 賃貸住宅管理業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日

以内に、別記様式第四号により、その旨を国土交通大臣に届け出るものとする。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を賃貸住宅管理業者登

録簿に登録するものとする。 

３ 第五条第二項の規定は、前項の規定による登録（第四条第一項第五号に掲げる事項に係る登録に限る。）

について準用する。 

 
（廃業等の届出） 

第十一条 賃貸住宅管理業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該各号に定める

者は、その日（第一号の場合にあっては、その事実を知った日）から三十日以内に、別記様式第五号によ

り、その旨を国土交通大臣に届け出るものとする。 

一 賃貸住宅管理業者である個人が死亡した場合 相続人 
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二 賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者 

三 破産手続開始の決定を受けた場合 破産管財人 

四 賃貸住宅管理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人 

 
（業務改善に関する勧告等） 

第十二条 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該賃貸住宅管

理業者に対し、その業務の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 

一 この規程に違反したとき。 

二 業務に関し賃借人等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。

三 業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき。 

四 業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるとき。

五 前四号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

２ 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するために必要な限度において、賃貸住宅管理

業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 

３ 国土交通大臣は、第一項の規定による指導、助言又は勧告をした場合には、その旨を公表することがで

きる。 

 
（登録の抹消等） 

第十三条 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の

登録を抹消するものとする。 

一 第十一条の規定による届出があったとき。 

二 前号の届出がなくて第十一条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。

三 登録の有効期間満了の際、登録の更新の申請がなかったとき。 

四 不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。 

五 第六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

六 正当な理由がなくて第九条の規定による報告又は第十条第一項の規定による届出を怠ったとき。  

七 第九条の規定による報告に記載すべき重要な事項について虚偽の記載があることが判明したとき。 

八 前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による勧告に従わなかっ

たとき。 

九 賃貸住宅管理業者から、別記様式第六号により、登録の抹消の申請があった場合において、その申

請を相当と認めるとき。 

２ 第六条第二項の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合について準用する。 

 

（所在不明者等の登録の抹消） 

第十四条 国土交通大臣は、その登録を受けた賃貸住宅管理業者の事務所の所在地又は当該賃貸住宅管理

業者の所在（法人である場合においては、その役員の所在）を確知できない場合において、その事実を公

告し、その公告の日から三十日を経過しても当該賃貸住宅管理業者から申出がないときは、当該賃貸住

宅管理業者の登録を抹消することができる。 

 
（登録の抹消の公告） 

第十五条 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が第十三条第一項第四号から第八号までの各号のいずれか

に該当したことにより、その登録を抹消したときは、その旨を公告するものとする。 

 
（登録簿等の閲覧） 

第十六条 国土交通大臣は、第五条の賃貸住宅管理業者登録簿及び第九条の報告に係る書面又はこれらの

写しを一般の閲覧に供するものとする。 
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（業務処理準則） 

第十七条 賃貸住宅管理業者は、国土交通大臣が定める賃貸住宅管理業務処理準則を遵守しなければなら

ない。 

 
（権限の委任） 

第十八条 この規程に規定する国土交通大臣の権限（前条に規定する権限を除く。）は、賃貸住宅管理業者

又は第三条第一項の登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長

及び北海道開発局長に委任する。ただし、第十二条に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うこ

とを妨げない。 

２ 第十二条に掲げる権限で賃貸住宅管理業者の支店又は従たる事務所に関するものについては、前項に

規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店又は従たる事務所の所在地を管轄する地方

整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。 

 
附 則 

（施行期日） 

第一条 この告示は、平成二十八年九月一日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の賃貸住宅管理業者登録規程第三条第一項の登録を

受けている者については、平成三十年六月三十日までの間は、この告示による改正後の賃貸住宅管理業者登録

規程（以下「新規程」という。）第七条の規定は適用せず、国土交通大臣は、同条の要件を欠くことをも

って新規程第十三条の登録を抹消しない。ただし、新規程第四条第一項第五号に掲げる事項（以下 

「実務経験者等配置状況」という。）に関し、新規程第十条の規定に基づき変更の届出をし、登録された

者については、この限りではない。 

２ 新規程の施行の日から平成三十年六月三十日までに、新規程第四条第一項の登録又は第二項の登録の

更新の申請を行う者については、平成三十年六月三十日までの間は、新規程第四条第一項第五号及び第 

三項第八号、第六条第一項第十二号並びに第七条の規定は適用しない。ただし、実務経験者等配置状況を 

記載した別記様式第一号による登録申請書を提出し、登録を受けた者については、この限りではない。 

３ 前項本文の規定に基づき、新規程第四条第一項の登録又は第二項の登録の更新の申請をした者（当該

申請により、新規程第三条第一項の登録若しくは第三項の登録の更新を受けた者又は当該登録若しくは 

登録の更新をまだ受けていない者を含む。）については、平成三十年七月三十日までに、新規程第十条の 

規定に基づき、実務経験者等配置状況について変更の届出をしなければならない。 

４ 前項の変更の届出がない者については、附則第二条第二項本文の規定に基づく申請により既にされた

登録又は登録の更新については抹消され、同項本文の規定に基づき申請している登録又は登録の更新に

ついては、登録を受けることができない。 

 
別記様式第一号～別記様式第六号 （略） 



第３章 お役立ち資料 

220 

 

 

 

 

○ 賃貸住宅管理業務処理準則（平成二十三年国土交通省告示第九百九十九号） 

 
 

（業務処理の原則） 

第一条 賃貸住宅管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。 

 

（証明書の携帯等） 

第二条 賃貸住宅管理業者は、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯さ

せなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 

２ 賃貸住宅管理業者の使用人その他の従業者は、その業務を行うに際し、賃借人等その他の関係者から

請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。 

 
（禁止行為） 

第三条 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 

一 賃借人等に対し、虚偽のことを告げ、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実である

と誤認させるおそれのあることを告げる行為 

二 賃貸人に対し、賃貸人から管理事務の委託を受けることを内容とする契約（以下「管理受託契約」と

いう。）及び賃貸住宅管理業者が賃貸住宅を転貸するために自らを賃借人とする賃貸借契約の内容のう

ち重要な事項を告げない行為 

三 前各号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為 

 

（誇大広告の禁止等） 

第四条 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、管理事務に要する費用その

他の管理事務の内容及び自らを賃借人とする場合の賃貸借契約の内容について、著しく事実に相違する

表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明を

してはならない。 

 
（賃貸人に対する管理受託契約に関する重要事項の説明等） 

第五条 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、その契約が成立するまでの間に、当

該賃貸人に対して、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項に関し、賃貸住宅管理業者登録規程

（平成二十三年国土交通省告示第九百九十八号)第七条に規定する者（以下「実務経験者等」という。）を

して、少なくとも次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。 

一 賃貸住宅管理業者の商号又は名称、登録番号及び登録年月日 

二 管理事務の対象となる賃貸住宅の所在地に関する事項 

三 管理事務の対象となる賃貸住宅の部分に関する事項 

四 管理事務の内容及び実施方法（第十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。）

五 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法 

六 契約期間に関する事項 

七 管理事務の再委託に関する事項

八 免責に関する事項 

九 契約の更新に関する事項

十 契約の解除に関する事項 

２ 実務経験者等は、前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、実務経験者等であることを示す書面

又はその写しを提示しなければならない。 

３ 第一項の書面の交付に当たっては、実務経験者等は、当該書面に記名押印しなければならない。 

 

（賃貸人に対する管理受託契約の成立時の書面の交付） 
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第六条 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、当該賃貸人に対し、遅滞なく、次に掲げる

事項を記載した書面を交付しなければならない。 

一 賃貸住宅管理業者の商号又は名称 

二 管理事務の対象となる賃貸住宅の部分 

三 管理事務の内容及び実施方法（第十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。）

四 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法 

五 契約期間に関する事項 

六 管理事務の再委託に関する定めがあるときは、その内容 

七 免責に関する定めがあるときは、その内容 

八 契約の更新に関する定めがあるときは、その内容 

九 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 

２ 賃貸住宅管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成したときは、実務経験者等をして、当該

書面に記名押印させなければならない。 

 
（賃借人に対する管理受託契約に関する書面の交付等） 

第七条 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面

を作成しなければならない。これらの事項に変更があったときも、同様とする。 

一 前条第一号から第三号までに掲げる事項

二 事務所の電話番号その他の連絡先等 

２ 賃貸住宅管理業者は、次のいずれかに該当するときは、当該賃貸住宅の賃借人に対し、遅滞なく、前項

に規定する書面を交付しなければならない。 

一 管理受託契約を既に締結している賃貸住宅について新たに賃貸借契約が締結されたとき。

二 賃貸借契約が既に締結されている賃貸住宅について新たに管理受託契約を締結したとき。 

３ 賃貸住宅管理業者は、第一項各号に掲げる事項に重要な変更があったときは、賃借人に対し、当該変更

の内容を周知するための必要な措置をとらなければならない。 

 
（転貸の場合の賃貸人に対する賃貸借契約に関する重要事項の説明等） 

第八条 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅を転貸するために自らを賃借人とする賃貸借契約を締結しようと

するときは、その賃貸借契約が成立するまでの間に、賃貸人となろうとする者に対して、実務経験者等を

して、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければなら

ない。 

一 宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）第三十五条第一項第七号から第九号まで並び

に宅地建物取引業法施行規則（昭和三十二年建設省令第十二号）第十六条の四の三第八号、第九号及

び第十一号から第十三号までに掲げる事項 

二 第五条第一項第四号に掲げる事項

三 転貸の条件に関する事項 

四 借賃（空室時等に異なる借賃とする場合は、その内容を含む。）及び将来の借賃の変動に係る条件に

関する事項 

五 当該契約が終了した場合における転貸人の地位の承継に関する事項 

２ 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅を転貸するために自らを賃借人とする賃貸借契約を締結しようとする

者から基幹事務について一括して受託しようとするとき又は当該賃貸住宅を再転貸するために転借しよ

うとするときは、その賃貸借契約及び基幹事務受託契約又は転貸借契約が成立するまでの間に、賃貸人に対し

て、実務経験者等をして、前項各号に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明

をさせなければならない。ただし、賃貸住宅を転貸する者が、実務経験者等をして、当該書面を交付して

説明をさせる場合は、この限りでない。 

３ 実務経験者等は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、実務経験者等であることを示す書

面又はその写しを提示しなければならない。 
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４ 第一項及び第二項の書面の交付に当たっては、実務経験者等は、当該書面に記名押印しなければなら

ない。 

 
（転貸の場合の賃貸人に対する賃貸借契約の成立時の書面の交付） 

第九条 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅を転貸するために自らを賃借人とする賃貸借契約を締結したとき

は、当該賃貸人に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 

一 宅地建物取引業法第三十七条第二項各号に掲げる事項（同項の規定の適用がある場合を除く。）

二 第六条第一項第三号に掲げる事項 

三 転貸の条件に関する定めがあるときは、その内容 

四 借賃について、空室時等に異なる借賃とする定め又は将来の借賃の変動に係る条件に関する定めが

あるときは、その内容 

五 当該契約が終了した場合における転貸人の地位の承継に関する定めがあるときは、その内容 

２ 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅を転貸するために自らを賃借人とする賃貸借契約を締結した者から基

幹事務について一括して受託したとき又は当該賃貸住宅を再転貸するために転借したとき（前条第二項

に基づき、実務経験者等をして、書面を交付して説明をさせた場合に限る。）は、賃貸人に対して、前項

各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、賃貸住宅を転貸する者が自ら当該書

面を交付する場合は、この限りでない。 

３ 賃貸住宅管理業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、実務経験者等をして、当

該書面に記名押印させなければならない。 

 
（転貸の場合の賃借人に対する賃貸借契約に関する重要事項の説明等） 

第十条 賃貸住宅管理業者は、賃借した賃貸住宅について自らを賃貸人とする賃貸借契約を締結しようと

するときは、その賃貸借契約が成立するまでの間に、賃借人となろうとする者に対し、少なくとも宅地建

物取引業法第三十五条第一項各号に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明

しなければならない。ただし、同項の規定の適用がある場合は、この限りでない。 

 
（転貸の場合の賃借人に対する賃貸借契約の成立時の書面の交付） 

第十一条 賃貸住宅管理業者は、賃借した賃貸住宅について自らを賃貸人とする賃貸借契約を締結したと

きは、当該賃借人に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 

一 宅地建物取引業法第三十七条第二項各号に掲げる事項（同項の規定の適用がある場合を除く。）

二 第六条第一項第三号に掲げる事項 及び事務所の電話番号その他の連絡先等 

 
（賃借人に対する賃貸借契約の更新時における書面の交付） 

第十二条 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約（賃貸借契約の更新に係る事務を受託している場合に限る。）

の対象となる賃貸住宅に係る賃貸借契約又は自らを賃貸人とする賃貸借契約が更新されたときは、当該

賃借人に対し、遅滞なく、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付しなければなら

ない。 

一 当該賃貸借契約の更新後の期間 

二 更新後の家賃の額並びにその支払の時期及び方法 

三 家賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的 

 

（賃借人に対する賃貸借契約の終了時における書面の交付等） 

第十三条 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約（賃貸借契約の終了に係る事務を受託している場合に限る。）

の対象となる賃貸住宅に係る賃貸借契約又は自らを賃貸人とする賃貸借契約が終了する場合において、

当該賃借人に対し当該契約の終了に伴う債務の額を提示しようとするときは、当該額の算定の基礎につ

いて記載した書面を交付しなければならない。 

２ 賃貸住宅管理業者は、前項の規定により書面を交付した後において、賃借人から、当該額の算定の基礎 
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について説明を求められたときは、当該賃借人に対し、当該説明を求められた事項を説明しなければならな

い。 

 
（管理事務の再委託） 

第十四条 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に管理事務の再委託に関する事項を定めた場合には、管理

事務を他の者に再委託することができる。 

２ 賃貸住宅管理業者は、基幹事務については、これを一括して他の者に委託してはならない。 

３ 賃貸住宅管理業者は、管理事務を再委託する場合には、再委託を受けた者が、この準則の定めるところ

によりその業務を行うよう努めなければならない。 

 
（賃貸借契約に基づかない金銭を賃借人から受領したときの通知） 

第十五条 賃貸住宅管理業者は、その業務（賃貸人として行う業務を除く。）を行うに当たり、賃借人から

賃貸借契約に定めのない金銭その他の財産を受領したときは、当該賃貸住宅の賃貸人に対し、その旨を通知

しなければならない。 

 
（財産の分別管理） 

第十六条 賃貸住宅管理業者は、その受領する家賃等については、整然と管理する方法により、自己の固有

財産及び他の賃貸人の財産と分別して管理しなければならない。 

 
（管理事務の報告） 

第十七条 賃貸住宅管理業者は、定期に、管理受託契約又は賃貸借契約を締結した賃貸人に対し、当該管

理事務に関する報告をしなければならない。 

２ 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅を転貸するために自らを賃借人とする賃貸借契約を締結した者から基

幹事務について一括して受託したとき又は当該賃貸住宅を再転貸するために転借したときは、定期に、当

該賃貸住宅の賃貸人に対し、当該管理事務に関する報告をしなければならない。ただし、賃貸住宅を転貸

する者が自ら当該報告をする場合は、この限りではない。 

 
（管理受託契約終了の通知） 

第十八条 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の終了その他の事由により管理事務が終了したときは、遅

滞なく、当該賃貸住宅の賃借人に対し、その旨を通知しなければならない。 

 
（帳簿の作成等） 

第十九条 賃貸住宅管理業者は、その業務について、事務所ごとに帳簿を作成し、これを保存しなければな

らない。 

 
（書類の閲覧） 

第二十条 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業者登録規程第九条の報告に係る書面をその事務所ごとに

備え置き、賃借人等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。 

 
（秘密の保持） 

第二十一条 賃貸住宅管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。賃貸住宅管理業者でなくなった後においても、同様とする。 

 
（従業者の研修） 

第二十二条 賃貸住宅管理業者は、その従業者に対し、管理事務の適切な処理を図るため必要な研修を受

けさせるよう努めなければならない。 
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附 則 

（施行期日） 

第一条 この告示は、平成二十八年九月一日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 賃貸住宅管理業者登録規程の一部を改正する告示（平成二十八年国土交通省告示第九百二十七号） 

（以下「新規程」という。）附則第二条第一項及び第二項の規定により新規程第七条の規定が適用されな

い者については、この告示による改正後の賃貸住宅管理業務処理準則（以下「新準則」という。）第五条、

第六条第二項、第八条（同条第一項第三号及び第四号に係る改正部分を除く。）及び第九条（同条第一項

第三号及び第四号に係る改正部分を除く。）の規定は、適用しない。 

２ 新準則の施行の日前に締結した管理受託契約については、新準則第六条の規定は適用せず、新準則の

施行の日前に締結した賃貸借契約については、新準則第九条の規定は、適用しない。 


